


明治時代最大の水害

明治18年の水害は、大阪では明治時代最大のも

のだった。とのときの河川の決壊による浸水、あ

るいは橋の流失の状況をこの瓦版は伝えている。

瓦版には雨がいつから降り始めたかは書いてな

い。手許にある他の資料をみても、6月中旬とし

か書いてない。しかし、明治18年 6月には大阪だ

けでなく 、福岡県、広島県でも豪雨があり水害に

なっている。 日本気象資料には下関、久留米の降

雨記録が載っているが、これは 6月15日から20日

になっているので、大阪地方でも 15日ごろから豪

雨に見舞われたのだろう。

大阪の水害は17日に伊加賀村で｛定川の堤防が決

壊したのが最初だった。この結果、郡部は水ぴた

しになった。しかし淀川は増水しつづけたため、

野田村で堤防をワザと切って散水した。このホワ

ザト切リかについては、大阪市風水害誌では北河

内郡役所からのニュースとして、次のように記し

ている。 「……水益々暴撮して将に寝屋川堤を衝

破せんとする勢なりしかば、昔享和の難に野田村

堤防を断って以って猛暴なる湛水を放注せし故轍

に慣ひ、直に北区野田村字大長寺堤防を裁断し、

二十日午後疏通の功成りしかぱ、 j甚水はj器瀬をな

して忽に流下せり」

その後も 、同22日暴風雷雨の為か 令同月 30日ニ

至リ震雨洪水のためかというように雨は降り、河

川は増水し、はんらんした。

前記の大阪市風水害誌によると、災害のピーク

は7月2日で、市街各川の水は路面に溢れて、全

市は文字通り水没した。殊に中ノ島 2・3丁目およ

び宗是町辺りは水が家の軒にまで達したという。

この日墜落した橋は栴檀木橋、 淀屋橋、肥後橋な

ど10余に及んだ。橋の流失は 7月3日になっても

続出し、前日に続いて30余の橋が落ちてしま った。

もちろん被災者はおびただしい数で、北区3,000

人、東区1,800人、南区700人、東成郡 1万余人と

いう人が収容所に避難したため、衣服や食糧の配

給にも不足を生ずる有様だったという。

（瓦版は東京大学地震研究所提供）
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自転車の甘え

向転車は、歩行者とともに、交通弱者とされているが、最近は、

自転車が加害者になる事故が目立ってきている。

たとえば、 Iii；年秋に次のような事故があ った。

9月12日午後 7時ごろ、 横浜市神奈川区六角橋五丁目の市道で、

ジョギング中の主婦片山康子さんは0）が、前からきた中学三年生（14)

の向転車にぶつけられて転倒、副を打って同夜11時半ごろ死亡した。

この中学生の自転車はスポーツタイプで、現場が下り坂だったため

に、時速30キロぐらいのスピードが出ており 、また無燈火だったた

めに、片山さんに気付かなかった（9月13日の朝日新聞記事の要旨）。

他にも、夜間、塾帰りの少年の自転車が、上り坂で前を歩いてい

た老人をはねて死亡させた事故。 やはり塾帰り の少年が、仲間の 自

転車に追いつこうとして加速し 、仲間の自 転車の左恨ljに出た とたん

に中年のサラリ ーマンに激突、転倒さ せ、頭蓋底骨骨折のため死亡

した事故などもある。

55年中の全国の自転車事故のうち 、戸l転車対歩行者の死亡事故は

16件だが、軽いケガ程度の自転車事故の場令は、届山のないものも

かなりあると思われる。 原因は、自転車の高性能化、自転車が歩道

に乗り入れられるようになったことなども考えられる。 だが、基本

的には向転車に乗る人の交通ルール違反（信号無視、 一時停止不履

行、酒酔いなどが多い）や、 ホ交通弱者H 待遇をいいことに しての

甘えが大きな原因になって いると思う。

ひところ日 本の世論は、自動車を交通公害の元凶として極度に攻

撃したが、そのH与、自転卓を無公害な乗り物として賞賛し、さらに

省エネルギーの旗手としても利用した。 その結果、自転車の暴走や

路上放置が目 に余る状態となっている。げんに、日 大教筏木下茂徳

氏の調査では、高齢者の10人に l人は路上でケガをした経験があり、

原因のうち自転車にぶつかるケースがかなり多いとされている。

自転車の加害事111文を起こすのは、やはりヤングが目立つ。 これを

防ぐには、車の整備、乗り方の訓練、交通ルールの習得も大切だが

小さい時から加害者にならないためのマナ を教育する必要がある

と思〔う。

こういう時代を背景に、 H乍年秋から自転車総合保険が発足したこ

とはご承知のとおりだが、これに賠償責任保険（限度額2,000万円）

もセットされているのは当を得たことだ。 が、 まだ加入率は向くな

いようだ。全般的な数字：は入手できなかったが、 20社のうちの 1社

では、契約数約 15,000件 とか。 まだまだである。
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防災言

生内玲子
評論家

本誌編集委員

5 



'81予防時報127

ずいひつ

日本のマツは

滅びるか

吉良竜夫
大阪市立大学理学部教授
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マツノザイセンチュウという小さな虫が起

こす松枯れ病の大流行のために、日本のマツ

林がどんどん枯れていく。防除のための大規

模な薬剤散布に対する反対運動と、日本文化

の象徴としてのマツをまもれという運動とが、

それぞれ世論に反響を起こしている。

赤く枯れたマツ林の無惨なながめにもいつ

のまにか慣れて、初めて見たときのショック

が薄らいできた。これではいけないと自戒は

しているが、いまにも日本のマツが滅びそう

な、また、マツだけがよさ日本の象徴だとい

わんばかりのヒステリックな声には、反発を

感じる。マツ林が減っていくのは、日本人の

生活の変化に応じた一種の必然だし、またマ

ツが少なくなったからといって、日本の自然

の美しさや環境の質がそんなに悪くなるとは

思えないからである。第一、日本の国からマ

ツが絶滅するなどということは、まず有り得

ないだろう。

マツが日本人の生活と深く結び付いた木で

あることには異言命はない。軍」Lにも、マツのよ

さはよくわかる。 しかし、優美に曲がったマ

ツの枝ぶりへの偏愛が、日本人に自然、の美し

さへの素直な感受性を失わせはしなかっただ

ろうか。 自然のなかから盆栽的 ・日本庭園的

な美しさだけを抜き出して愛する反面、自然

そのものの破壊には鈍感なのが日本人に共通

した性向だった。マツ好きは、その象徴的な

表れの一つであろう。個人の好みにかかわる

ことで、良し悪しの問題ではないが、少なく

とも若い世代はもっと柔軟な自然への感受性

をもち、たとえば老松の枝ぶりもスラリと伸



ぴた木々の姿も、どちらも好むようになるだ

ろう。マツだけは残っても、自然はどんどん

滅びていくような事態を招かないためには、

日本人の好みがもっと変わってほしいものだ

と私は思っている。

松枯れにやられた林のそばでも、道路のの

り面などには、マツの若木がスクスク伸びて

いるところがいくらもある。 もともとマツ苗

は、落葉の積もった暗い林内の地面では育つ

ことができず、日の当たるむき出しの土にし

か生えない。いうなれば、マツ林はすべて一

代きりの林で、たとえ病気にやられなくても、

マツの寿命とともになくなる運命をもっ。マ

ツ林がこれほど大面積に広がったのは、人間

が伐採を繰り返し、次の代のマツ苗が育つよ

うな条件をたえず作りだしてきたからで、最

近のようにマツを切らずに放置しておけば、

だんだん面積がせばまっていくのは自然の成

り行白きである。

マツの寿命がきた林の下には必ずほかの木

が生えてくる。一方、天災や人力ではだかの

土地ができれば、そこにマツ首が育ち、新し

い林が生まれていく。若木のうちはほとんど

松枯れ病にかからないから、マツの跡継ぎが

絶える心配はあまりない。

太古の B本には、マツ林はごく少なかった。

それが急に広がったのは、古代人が農地を拡

大しはじめた弥生時代末期以後のことである。

森林を繰り返し伐採したり焼いたり、下生え

の草木を刈ってたい肥や灰として田畑の肥料

にしたりすると、山はやせてマツキ本しか生え

られなくなる。そのマツの木をまた切りだし
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て、キオやまさに利用することによ ってマツキ本

は存続し続けた。 もし日本にマツがなかった

ら、もっとはげ山が増え、かつての朝鮮半島

のような状態になっていただろう。昔、ある

林学者が、やせ山に生えるマツ林の多いのを

なげいて「赤松亡国論」をとなえたが、じつ

はマツは亡国を防いでくれた木であった。

マツ林の利用をやめて放置すると、地面に

積もった落葉は次第に土を肥やし、いわばや

せ地の植民者であるマツは、次第に樹勢が衰

えてくる。松枯れ病がこんなに猛威をふるっ

ているのは、大気汚染や開発による悪影響の

ほかに、全体としてマツ林の放置がマツの木

を衰えさせていたからに違いない。

環境汚染の危険のために徹底的な薬剤散布

が困難だとすれば、薬の力で松枯れ病を押さ

え込むことはできそうもない。薬剤散布は、

特にみごとな林や防災のために枯らしてはな

らない林、名木などをまもるために局地的 ・

集中的に使うだけにとどめるのがよいだろう。

何千年も国土を守って くれたマツが、枯れ

ていくのをみるのは悲しい。しかし、マツに

経済価値がなくなったいまは、むしろ自然の

勢いにまかせて、感謝をこめてマツの時代の

終わりを見送ろうではないか。もしそれが経

済的に引き合うものなら、枯れる前に伐採し

て利用するのもよい。松枯れにやられやすい

成木がうんと少なくなれば、病気はひとりで

に下火になるだろう。そして、マツに代わる

さまざまな広葉樹が日本の山々の美しさを守

り、マツもまた荒れ地の植民者の役割に戻っ

て生き続けていくことだろう。

7 
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ミニ四輪車

岡 並木
朝日新聞編集委員
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パリの街路の両側は違法駐車の車でぎっし

りである。その車の列の中に、この三、四年

来、ちょこんと頭から突っ込んで直角駐車を

している小さな車を見掛けるようになった。

そうやって停ま っていても、おしりは普通の

車の幅以上にはほとんど出ていない。

しかも、この車のスタイルが年々洗練され

てくるのも私の興味をそそった。車によって

は 「この車は免許証なしで運転できます」と

いう宣伝ラベルをわざわざはっていることも

あった。

だが、この車が、なぜ姿を現すようになり、

どんな人によってどう使われているかを取材

する時間になかなか恵まれなかった。

こういうパリの小さな車の出現とは別に、

日本でも、 3年ほど前から、通産省の委託で

小型車両振興協会が軽自動車より小さな車の

研究開発に取り掛かっていた。今年度は、い

よいよそのモック・アップを｛乍る手支階になっ

て、私たちは、今年の春ヨーロッパの小さな

車の実態を調査に出掛けた。

出掛ける前に、たまたまあったフランスと

イタリア製のその小さな車に乗ってみた。い

ずれも50cc未満の四輪車で、普通の車に比べ

て出足がいいとはいえないし、車体も、スタ

イルはカッコいいが細工は丁寧とはいえない。

車内騒音も耳に障る。

それなのに、本家本元のフランスでは、 5、

6万台が使われているという。きっと値段の

安さと駐車のしやすさが魅力なのではないか

と思った。

ところが、値段はフランスでも決して安く

はない。パックギアのついていない一番安い

のが12,000フラン （55万円）。 パックができる



タイプは17,000フランから24.000フラ ン（78

万円から110万円）。

パリ郊外のこの車の販売店の主人は 「この

値段の高さが、これ以上の普及を阻む大きな

壁です。もし日本のメーカーが作ってくれれ

ば、もっと安く、も っと質の高いものができ

るはずだ。そうなったら我々はもっと売って

みせる」とい った。

フランスでは、いま20数社が手作りのよう

な仕組みで、この極の車を作っている。高い

のはそのせいだという。ただ同じ50c.c未満で、

も日本に比べてフ ラン スが有利な点がある。

日本の法律は、 50c.c未満の車は定員を一人、

最高時速を30キロに押さえている。フランス

は二人が認められ、最高時速は45キロである。

フランス政府は、この小さ な車を一般の車

（ヴォアチユール）と区別して、ヴォアチュ

レットと日乎ぶ。 フラ ンスのヴォアチュレット

工業会の調べによると、 60.7%は人口5,000

人未満の町や村で走っている。パ リのような

大都会では、まだまだ少ないという。また、

この車の持ち主は51歳から65歳までが34.8%

を、それ以上の人が26.1%を占めている。

この数字を見ていると、ヴォアチュレ ット

は退職をして田舎に引っ込んだ人たちの乗り

物というイメー ジが浮かんでくる。そのよう

なユーザーをつかんだ一番大きな理由はなん

だろう。小さ な町や村では公共交通機関が不

便なので、何らかの自家用車が必要だが、高

齢者では免許試験に合格しにくい。ところが

ヴォアチュレ ットは免許証がいらず、運転が

簡単だし維持費も少ない。そして、バイクよ

りも安全だ。ここに愛好者を増やしてきた理

由があるという。

'81予防時報127

パリから 500キロほど南西のラ ・ロシェル

という街で、私が出会ったのはエストイユ君

という少年だ、った。たまたま私の目の前で停ま

って降：りてきたところをインタビューした。

小児マヒで歩くのが不自由な少年である。し

かもまだ15歳。免許試験を受ける資格がない。

l年前に一番安いヴォアチュレットを買って

もらって、一人で学校ヘ行けるようにもなっ

たし、友人を訪ねることができるようにもな

った。 「世界が広がった思いです」と彼はい

う。高齢者ばかりか若い少年の世界にもヴォ

アチュレットの価値が評価される分野があっ

たのである。

日本の警察のなかには、簡単に許可証がと

れる50c.c未満の四輪車の出現に神経をとがら

せている人がいる。しかし、フランスの当局

の考え方は少し違う。 「ランクの低い簡単な

車で経験を積むことは、免許証の必要な上級

の車の運転に入るために好ましい過程である」

という。

ヴォアチュレットの大きさは幅 1.3メート

ル以下、投影面積 3.2平方メ ー トル以下とい

う規制がある。この小ささに注目して、フラ

ンス運輸省やヨーロッパ運輸大臣会議は、都

市の自動車問題の緩和に役立つ可能性を期待

する意見もある。 日本の小型車両振興協会が

開発を進めている小さな車は、もっと小さく

幅 1メートル、長さ 2メートルを目指してい

る。近付いている高齢化社会、そしてますま

す必要になるスペースの節約。日本にもホヴ

ォアチュレット山が役割を演じる機会がきそ

うである。

9 
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神戸港の台風対策

林靖邦
海難防止協会台風対策委員会委員長

10 

神戸は貨物取り扱い量においてロッテルダ

ムに次ぎ世界第 2位の国際貿易港であり、船

舶の出入りも多く、総トン数500トン以上に限

っても、一日 100隻前後の入港船がある。そこ

で台風来襲に当たって最も問題になるのは、

在泊船舶をどうするかであろう。

神戸港には、港長の諮問に応じ、適切な対

策を答申する神戸港台風対策委員会がある。

この委員会は、昭和25年、ジエーン台風来襲

による港湾施設および船舶の被害を教訓とし

て、翌昭和26年に、全国に先駆けて、台風時

の事故防止を図る目的をもって官民一体とな

った「台風災害防止班」が結成されたのに始

まり、その後、年々経験と反省を重ねつつ成

長し、昭和44年に現在の海難防止研究会の常

設委員会の形に改組されたものである。

台風の来襲に際して、避難時機の検討、台

風通過後の再入港時に於ける混乱の防止、情

報伝達手段の確立等について、長年の研究を

重ねており、その規約や台風災害防止要項お

よび関係者問の連絡網は、良く完備されたも

のとなっている。また、この委員会には、神

戸海洋気象台予報官より台風に対する情報解

説等も加えられるため、委員以外の多くの関

係者も参集し、委員会の答申は港の関係者全

体の声を結集した形となっていて、権威も高

く、港長の指示によるその後の困難な連携行

動をスムースに運用する原動力となっている。

その組織と効果は、世界的に見ても、この種

の委員会としては最も優れたもののーっと思

われる。



しかし、神戸港の地理的位置および 100隻

の船舶の避泊に約10時間を要すること、風速

が15メートルを超えると、港内における大型

船の操船が困難になる等の制限から、避難勧

告発動の時機をかなりの余裕をもって決定す

る必要があり、台風が日本南方の台風の転向

点を過ぎたばかり、またはその付近で判断を

迫られることとなって、これが、この委員会

の泣きどころといえそうである。

このような条件のなかで、神戸港に集中し

た多数の船舶および人命と、ばく大な財貨の

安全を考える時、台風対策に当たって、たと

え空振りがあったとしても振り遅れは許され

ないと感じている。

現在までのところ、台風対策委員会は、台

風の規模、進路、在港船舶の状況など各種の

要素に左右されるが、原則として、風速15メ

ートルの強風圏が神戸港から 700キロに達し

た時に招集することとなっている。

そして、台風が近畿・四国地方に接近する

恐れありと判断される場合には、準備体制を

発令して、在港船に台風に対する注意喚起を

行い、台風が近畿地方に接近する恐れありと

判断される場合には警戒体制を発令して、乗

組員の待機、機関の準備など必要な避難準備

を整え、一方、入港船舶の入港を見合わせる。

台風が神戸地方に接近する公算がきわめて大

と判断される場合、あるいは、神戸港が重大

な影響を被るものと判断される場合には、避

難勧告を発し、総トン数500トン以上の船舶は

一律に港外に避難することとしていて充分成
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果を挙げてきたが、最近、船舶の大型化、船種

の多様化に加え、大阪湾湾岸の発展による船

舶数の増加により、台風時、大阪湾に安全な

避泊錨地を確保することが困難な状況となっ

てきている。この意味では、大阪新空港の建

設もマイナス要素として数えられよう。

神戸海難防止研究会では、大阪湾内に安全

に避泊できる船舶の数を 230隻と試算してい

るが、過去の台風時の例によれば、同湾内に

300隻以上が避泊しており、Lp G船など危険

物注載船も混在したようで、もしその時、台

風の直撃を受けていたらかなり危険な状況に

あったと考えざるを得ない。

現在、錨地の選定は船長の判断に一任され

ているが、なんらかの規制を設ける必要があ

ろう。

この面からも、大阪湾の交通を一元的に管

理し、海面のより有効な活用を図るとともに

特殊船や危険品船の錨地を区分することによ

り、安全性を確保すべく、大阪湾総合交通管

制機構をなるべく早く整備してもらいたい。

また、港内避泊の研究も早急に進めるべきで

あろう。

今年もいよいよ台風の季節となってきた。

このところ十数年、台風による大きな被害は

出ていないが、 「災害は忘れたころにやって

くる」という。大型台風の来襲がないように

祈るとともに、心を引き締め、皆で一致協力

して台風災害の防止に努力したいと思う。
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損保の防災活動は

音と変わってきた

司会 本日は 「損保マンのみる工場防災」という

テーマで、平素防災調査あるいは防災技術サービ

スということで大変経験豊富な皆さまにお集まり

いただきました。早速で、すが、皆さま日ごろどん

な防災活動を具休的に行つていられるカ苫というこ

とからおイ司いしたいと

佐H事 私は昭和31年に入社して10年間工場防災サ

一ピスをやりました。 その後ほかの仕事に変わっ

て、また昨年から防災の仕事に戻りましたので、

最近のことは他の方にお話しいただくとして、前

に10年間やっていたころの話 をしたいと思います。

昔は、早い会社で昭和20年代から技術課なるも

のが設詮されて、そして純然たる火災予防の観点

からいろいろサービスをしてました。 そこで、 f.l

が入ったころは、住宅の漏電調査、特に新入社員

はこれをやらされました。メ ガーテストをやって

絶縁の悪い所は修理するように勧告する。 そうい

うレポートを個人あてに出すというのが、ごく初

めの段階の主な防災サービスでしたね。

その他に企業関係はどういうふうにしたかとい
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うと、これは先輩から聞いておるんですが、工場

の火災予防というのは非常に難しい時代でしたか

ら、まず火が出たときに消す道具、 消火設備を点

検して、それをどうしたらいいか というようなこ

とをチェックした。 消防関係も 、当時は筒先圧力

を計るような道具がなかったですから静水圧を計

って いたんですね。 そんな状態だったので、煩害

保険業界の方は損害保険料率算定会で研究したり

して、それで、工場の消火設備は消す能力がある

とかないとか、火災予防に関心のある契約者に防

災サービスをした。 これが昭和20年代から30年代

の前半にかけての工場防災サービスだったと、こ

う思、います。

小 塙 各保険会社は、それぞれ技術課、防災謀、

場合によ っては業務課というセクションで防災の

仕事をなさっていると思うのですが、防災活動の

昔から今までの変遂というものは、保険会社の聞

にはかなり 差があるのではなかろうかと思います。

私どもの会社でいいますと、昔は純然たる防災、

いわゆるメガーテストであるとか、あるいは消火

設備の割引上の助言、あるいは割引のための放水

試験というよう な、いわゆる本来の防災活動から

スター卜したと思うのですが、 大体昭和40年代に



入りまして、いわゆる技術業務としては性格が変

わり、実際の契約一l－のアドハイス業務が多くなり、

最近は適正契約という観点から評価などの仕事も

やっております。したがって、現状における防災

業務というものは、たとえば特定の契約者に対す

る定期的な防災上の助言とか、特殊のケースに対

する防災的取り組みとか、限定された範囲内での

活動となっています。 このような流れの中で、こ

れから先、やはりまた防災業務は見直されなけれ

ばいけないと思っていますが、これから先という

ことでは、企業サイドも最近種々の形態のリスク

を抱えており、これらのリスク対応策としてどう

したらよいかという問題については、契約者と損

保業界が一緒になって考えるなど、昔と違った防

災の在り方を充分に検討してい く必要があると思

いますね。

橋本 私の調査担当部署はずっと消火設備、特殊

な料率の算出を含めた防災業務中心でさておりま

すが、日午年、技術保険部門を含め、安全技術開発

部砂として独立セクションとし、産業界の進歩、

顧客の多様化したニーズに対応すべく組織を強化

しましたが、先程佐藤さんがおっしゃいましたけ

れども、私が入った当H寺も現場調査はメガーテス
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トが主体でしたね。工場の場合にもメガーテスト

のほかガス検知掠（または検知管）、こういうもの

で実際の、たとえば塗装場のガス濃度がどの程度

か、これは危ない、というような科学的な指摘を、

そういう機器を持って行って現場でやっていたん

です。

ところが、最近は各企業がそういうものを全部

そろえている。 したがって、最近の活動は現場で

目視によるアドパイスという方向に大きく変わっ

ています。 そういう意味では手ぶらで行ってやる

ようなかっこうになっているんですけれども、や

はり自分たちなりにパックデータを持っていない

と対応できませんので、社員にも充分勉強しても

らっています。最近はお客さんの方の防災レベル

は非常に高く、たとえば工場巡視 は工場サイドで

工場長さん以下毎月やっている企業が増えていま

す。その上で、さらに私どもの防災サービスをや

ってほしいということで、私どもは損保の立場で

外部からの目で防災サービスをしています。

それともう 一つ、逆に私どもから見せてほしい

工場、たとえば事故の多発している、まあ保険会

社の言葉でいえばリザルトの悪いところを逆にこ

ちらから拝見させていただいて、改善事項を私ど

13 



産業界のレベル戸ツプガ
損保の防災活動を変質させた

私どものところも大体閉じような防災サー

ビスを提供しておりますが、防災管理の専門家が

いるような大企業とそれ以外の企業とは、実調と

いう面でやはり分けざるを得ない状況です。目視

防災にしろ計測機器などを持って行くにしろ、少

しでも多くの物件を調査しようとしますと人海作

’81予防時報127

竹村

安
達
弥
八
郎
氏 戦的なものが必要となりますので、現実的な種々

の制約の下ではいきおい大企業に実調回数というもなりにお願いする。保険の契約内容についての

点でウエイトをかけざるを得なくなっています。

そういうところは、基本的には従来の考え方でサ

ービスしています。 しかし、非常に小さな企業な

どに対してはこちらから出向くというのはちょっ

と不可能になりつつあるものの、営業マンでもで

きる、あるいはお客さんが目で見てわかるような

資料などを活用して）防災活動H を行っているの

改善を営業共々やらせていただくというようなか

っこうの対応で現在進めております。

どうも有り難うございました。安達さん、

いかがでしょうか。現在主としてどういう点にカ

を入れておられるのか、今までの対応のなかでど

のように変わってきているかという点も含めてお

司会

が実情です。

話は変わりますが、損保の防災技術面の力が落

ちたのではないかということがあるんですが、正

聞かせください。

企業の活動が活発になってきまして、

クが多様化してきましたので、その多様なリスク

に対処するために、約10年前に安全技術部という

ものを作りました。従来の火災 ・爆発防災を中心

リス安達

に損保防災の場合は一生懸命努力しでも即陽の目

を見るというようなものでもありませんし、また

逆に、 一挙に能力が落ちるとかお客さんの方から

損保防災の考え方に対する指摘があるものでもな

にしまして、労災、 PL 

賠償の防災、それから元々ございましたボイラー

・ターボセットの防災、さらに発展しまして機械

とか施設（生産物賠償）

いので、技術面の評価が捕らえにくいということ防災などを行っています。

内容的には防災調査と情報の提供ですね。 があります。 いずれにせよ、今後も地道な活動が情報

必要なのだと思います。 そのためには、各社独自

にやっているものももちろん必要ですけれども、

日本損害保険協会・損害保険料率算定会を中心に

した共同でやるものも損保業界のイメー ジアップ

それか

ら企業あるいは工業会など団体に対する講演会・

提供の具体例としては資料等によるもの、

講習会などです。

の上で必要じゃないかと思います。 そのなかのー

っとして、安達さんも触れられたように、情報提

供というのが損保業界にとって非常に必要な仕事

業務内容をもう少し別の面から説明しますと、

たとえば工場ができます。 その建設段階から図面

などで防災的なことをアドバイスする。それから、

もちろん保険会社でございますので料率に絡んだ

だと思っていま す。

うちの方で調査に出掛けますポイントとい

対策を同時にアドバイスします。 その後、操業中

の実際のリスクにどう対応するかということです 林

いますか項目は、先程釆でていますように料率面

がありますし、それから防災面、それと一部評価

がありますが、大体その三つに分類できるだろう

が、先程目視による防災アドバイスというお話が

出ていましたが、これはそういうことでやってい

り災が起こりましたら再発防止のた

と思います。

また、

めのアドバイスもやっております。

14 
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それで、基本的な問題といいますのは、やはり

保険会社から出向くわけでございますので、まず

割引制度の問題がありますね。消火設備に割引が

適用できるかどうかということをまず主力におい

て、あとは、純粋の防災面については各工場とも

公的あるいは秘的の防災調査が別途あるわけです

から、我々はあくまでも保険会社の立場で気のつ

いたところを指摘させていただく。立場の違う人

聞が外部から見させていただいて気がついたとこ

ろを指摘させていただくことにそれなりの意義が

あるわけで、そういうものを非常に歓迎していた

だける企業もございます。

それからもう一つのポイントは、金をかけて抜

本的な改善をすれば状況が相当よくなるというこ

とはあると思うんですが、そういうことは、危険

管理上不可欠な場合は別として、通常は最少の費

用と工夫で改善できる点があればそれを指摘する

ということを中心にアプローチするように心控トけ

ています。

本位田 私は入社以来ずっと工事関係の保険を専

門にやっておりましたが、昭和48年に技術課にき

まして、実際の防災活動を手掛けることになった

わけです。

私は防災のプロではありませんでしたから、門

外漢の立場として技術課に入ったときになにを感

じたかといいますと、これは特にうちの会社のと

いう意味なんですが、防災活動にいろいろ不満が

あった。一つは、今から思い返してみますと時期

的にそういう時期だったということになると思う

んですが、それまで損保防災は社会的に評価され

ていましたが、公設消防なり産業界のレベルア ッ

プや、それから大衆の関心のアップにちょっと適

応が遅れてきていた時期じゃなかろうか、そのこ

ろから新種保険分野の防災だとか、あるいは自動

車保険分野の防災にうまく替わっていかれた保険

会社のように非常に広く情報サービスなどをこな

しておられるところと、そこまでいけなかった我

我会社の例があると思うんです。

そういう経緯からみますと、最近防災活動なり

損保の防災の在り方なりが、また別の節目にきて
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いるのではなかろうかと思うんです。それといい

ますのは、損保の防災活動というのが料率体系と

の関連で一つの節目にきているのではないかとい

うことがーっと、それから防災活動そのものも火

災 ・爆発だけの防災から新種ないしは自動車に広

がり、さらに社会的な、たとえば地震の避難のた

めのノウハウとか、そういうようなものに企業の

要請が広がってきているのではないか、そういう

ふうな気がしているんです。

今はなるべく広くネットを広げて、まず企業の

要請をうまく取り込んで仕事に生かせるような、

そういうことに一番意を用いているわけなんです。

そのなかで一つ新しく思いましたのは、いくら金

がかかってもいいから完ぺきな防災というものが

できないだろうかと、これはある経営者の方との

雑談のなかででてきたんですが、そこまで防災意

識が高まっているのかとびっくりしたわけです。

業種としては危険度が非常に高いとされている業

種なのですが、これまで最大の努力をしてきたが、

いつまでたってもこれで完全ということにならな

い。 そういう完ぺきな防災というものはないだろ

うか、という相談を受けたんです。 これはもう、

従来の消火設備がどうとか、あるいは防火区画の

問題とか、そういう個別の防災知識では処理でき

ない問題なんです。会社の人的 ・物的組織の運営

や人間工学 ・心 理学などの知識やノウハウにまで

範囲を広げた総合的な防災システムでなければな

らない。損保の防災活動も、そういうレベルの研

究までしなければならない時期にきていると思い

ます。

15 



'81予防時報127

キヰ

企業間格差ガ大きいのが

工場防災の実態だ

司会 どうも有り難うございました。一わたり皆

さまのお話をお伺いしたんですけれども、損保会

社だから本業との絡みでやっている部分がもちろ

んある。それ以外に工場の安全対策に対するアド

バイスをしているということもある。 そういう活

動のなかで、たとえば各社バラバラでやるより 全

社的な情報活動をやった方がいいのではないかと

いうご意見もありました。また、料率体系との絡

みで、今おっしゃるような節目にきているのでは

ないかという感想も述べられております。そうい

うものを踏まえて、それでは皆さまが実際の活動

を通じて受け止めた工場防災の実態を、これはそ

ういいましでも千差万別だろうと，号、うんですけれ

ども、皆さまの扱った工場という範囲でお答えい

ただきたいのですが。

安達 工場防災の実態ということですが、企業の

規模の違い、それから業種による作業内容の違い

がありますから、おのずから対応はそれぞれ違っ

てくるんですが、防災のソフトとハードの面に分

けておおまかなことがいえると思います。 ソフト

面に関してはかなり行政の方の指導がありまして、

たとえば火災予防については消防法に基づき 防火

管理が義務付けられ、労働安全については労働安

全衛生法に基づき安全管理が義務付けられていま

す。このように各防災法規により縦割的に指導さ

れていますので、企業ではいろいろな部箸で災害

管理をしなければならないわけですが、それを統
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ー した形で一本化しようと志向しているかなり防

災レベルの高いところがございます。

それからハード面ですが、工場の生産設備には

必ず潜在的な出火危険があるわけですが、たとえ

ば出火に備えての消火設備をみますと、消防法の

規定だけに合致するものが大部分ですが、最近で

は火災保険規則や海外の規準にも合致するものが

増えてきています。

それから、間接損害に対する防災ですが、これ

はソフト・ハード両面の対策があると思うんです。

そういう面で、組織上どう運営したらいいかとい

うことを真剣に考えている企業もあります。また、

ハードでかなりお金をかけているところもありま

す。 ただそれは一部でありまして、大部分はまだ

従来の行政の指導だけやっているのが実態ではな

いかと思います。小さな企業に行きますと防災以

前の実態もありますので、ひっくるめていいます

と、官庁の指導が基盤にあり、それにプラスアル

ファを乗せていこうというのが、現在の工場防災

の実態ではないでしょうか。

佐藤 昔に比べると今非常に違うのは工場がきわ

めてきれいになってきたと いうこと ですね。非常

にきれいになったということは、管理もいいし、

したがって安全になってきたということで、そう

いう進んだ企業は自力の防災努力で充分なんで、

昔は大企業に対する防災診断が多かったんですが、

最近の防災調査の実施状況をみるとその次に続く

ような企業が多くなっています。我々が行ってい

ろいろ防災アドバイスをするなかでは、やっぱり

目立ってこうしなさい、ああしなさいと指摘でき

るのは中ぐらいの企業の工場が多いですね。

先程来、損保防災が昔はかなり高い評価を得て

いたといわれていますが、これは他がやっていな

かったからで、消防関係でも煩保の資料を参考に

していたという状況があ った。今や立派な研究機

関をいろいろ持って非常に高いレベルになってい

るんだけれども、損保業界ではそういう研究機関

を作ろうというような提案が一向にな くて 、そう

いう機関ができなかった。 むしろ、自動車の方が

自動車保険研修センターができていますから、そ



ういうものが本来はなん十年も前にできて しかる

べきだったという 反省はあります。 ただ、 今は高

度成長時代と違って腰を下ろして防災サービスに

カを入れられる環境になってきたので、私はここ

で本腰を入れてやっていけばいいんじゃないか、

こう忠、っています。

竹村 損保防災が後向きになったとか後退したん

ではなかろうかという見方があります。 ある機械

設備について、毎日それを扱っている工場の人た

ちと損保の防災拘当者がカ ンカンガクガクするの

は現状では難しい面があるわけですね。特定の機

器やリスクに対する防災についても将来はやらな

ければならないと思っているのですが、今の段階

でそれだけを考えていると非常に焦りを感じるわ

けですね。今の段階で私どもにできるのは大き く

二つあるのではないかと思います。

一つはソフト函ですが、意外とマニュアルが整

備されていない。大企業であっても安全面でのマ

ニュアル的なものがまだまだおろそかにされてい

ると思うのです。 そのへんのお手伝いができるの

ではないかということが一つです。

もう一つは、工場関係者は、うちはこうやって

いるんだけれどもよそはどラなのかなという比較

を非常にしたがる。 なにが標準なのかは即求めら

れませんが、たとえばお宅の溶接作業工程は絶対

的にいいとか悪いというのは難しいんで、よそに

比べていいのか悪いのかというアドバイスはでき

るのではなかろうかと思います。

カタストロフィツク怠ロスについて
もっと注意を払わなければなら芯い

本位田 一つ感じるのは、損保の防災活動がだん

だん普の火災 ・爆発オ ンリーから別の面に変わっ

てきている。 たとえば、お言言に出ました PLであ

るとか労災であるとか。 ところがイギリスやアメ

リカのブローカーなどと話 していると、結局回り

回ってまた火災の話になるんです。損保の場合、

防災という のは火災 ・爆発に始ま って火災 ・爆発

に終わるような性格が一つあるのではないかと思

佐
藤

仁

氏
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うんですが、その部分の勉強はあまりしなくなっ

てきた。 これは、特に火災保険のタリフ （料率書）

が繋備されるころの業界内の水準と比べてみれば

明らかだと思うんですね。

私非常に不思議に思っているのは、本当に長い

間日本では火災のカタストロフィックなロスがほ

とんどないんですね。 それでちょ っと油断してい

る面があるんではないか。

それからリス クの態様が違ってきているという

こともあります。 たとえば、これは我々の経験し

たことですが、煙によ って大変な損害を被った。

最近は包装材だとか内装材で発煙性の高いものが

多くなってきているから危険だということはわか

っていたんですけれども、事故が起こるまではこ

んな巨額な損害になるとは思わなかった、そうい

うふうにリスクが変わってきている。小さなビル

なんだけれども構外利益担保特約がつけられてい

て、その建物一つ焼けると構外利益担保特約のロ

スで数百億の損害が発生するという、技術革新の

お陰で出てきたようなリスク面での変化があります。

結局、火災 ・爆発の損害について火災 ・爆発の

本当の一番基礎的な部分の勉強、リスクの実態論

的な研究、こういうものにもう少しエネルギーと

金を注ぎ込む必要があるのではないかなと、そう

いう 気がします。先程佐藤さんから今が本腰を入

れるときだというお話があ ったんですが、私もそ

の点では全く同感なんですね。

安達 私も火災 ・爆発の防災が基本ではないかと

思います。 というのは、カタストロフィックに起

こる災害を防2ぐのが本来の防災であると思うので
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す。 そういう事故が起きますと、企業にしろなに

にしろ元’々キ艮っこからだめになってしまう。また、

こういう事故は少ないのでカ タストロフ ィックに

起こるんだということは忘れられがちになります

ので、そういうことをいろいろな刺激で意識して

もらうのが防災に携わる人の役目ではないかと思

います。

先程企業側がかなりレベルが高いと申しました

が、どんな優秀な工場でも盲点があるんですね。

そういう盲点を、それもあくまでもカタストロフ

イツクになるようなリスクを発見して、対策をア

ドバイスするのが一つの大きな使命だと思います。

橋本 最近企業の方でもリスク マネジメントの思

考が出てきてますね。 ちょっとした事故が巨大な

リスクに結び付く（タバコの火が大きな事故に結び

付 く）。 それを考慮に入れた付保、防災体制、そうし

たことまで企業サイドは志向し始めたのではない

でしょうか。ですから、事故データを分析して企

業にフィードパックすることによって、小さな事

故でも巨大損害に結び付くのだという強い認識を

もってもらう。 そういうなかで時々防災調査を保

険会社なりの見方でアドバイスしていくというの

が、これからやっていくべき 一つの道ではないか

という気がします。

有料の損保防災サービス

日本でも可能だろうか？

佐藤 本年 7月、 2週間ほど機械保険連盟の調査

団として西ドイツヘ行ってきました。 ミュンへ ン社
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は再保険会社ですが、元受のアリア ンツ という保

険会社は AZT(Allianz Zentrum fi.ir Technik) 

という研究所を持っていまして、その研究所の入

り口の所に直径70センチぐ らいの金属の断面が飾

られているんです。 一見してローターのシャフト

の断面とわかりましたが、疲労破壊してきれつが

入り最後は切り落としたものですが、向こうの人

が説明するには、 「我々は実際に工場に行ってロ

スコ ン トロールや災害防止をやっているんだ。 こ

の シャフトはスイスの原子力発電所のインスペク

ションに行って非破壊検査をして発見したんだ」

と自↑占をするんですね。 こういうイ ンスペクシ ョン

を彼らは有料でやっているんです。

有料で防災調査をするなんて日本ではとても考

えられないことですが、西ドイツでどうしてこう

いう研究所ができたか聞いてみたとこ ろ、保険と

しては火災保険も機械保険もも うからないのです。

だから、彼らはむしろ保険会社の自己防衛のため

にそういう機関を作ってロスコ ン トロールに走る

わけです。 だから、日本だって損害率を改善しな

ければ経営が危なくなるということになれば話は

別ですけれども、現状ではそのへんの地盤が違う

から費用のかかる研究所を作る必要がないといえ

るのだと思うのですが。

司会 今佐藤さんからお話がありましたが、外国

の保険会社がやっている防災活動と我々がやって

いる防災活動とどんな違いがあるのだろうかお話
海）

しいただきたいと恩います。 たとえば、 Hp Rと

いうようなものが本当に企業側に受け入れられる

ような土壌が一体いつごろ日本にやってくるのだ

ろうかということも含めまして、 一つお話しいた

だきたいのですが。

※） Highly Protected Risksのこと。主として工場を対

象として、調査の結果防災的にみて優良な物件を HPR 

と称し、低廉な保険料で保険引き受けをする方式が、ア

メリカの一部の保険会社で行われている。

調査は、建物の繕造、用法、消防火設備、防火管理体制

などについて行われ、厳しい規準が設けられている。特に

特徴的なのは、 消火設備としてスプリンクラーが全体に

設置されていることが条件となっている。



竹村 今おっしゃったのは本当の意味でのアン ダ

ーライ ティングだと思うんです。日本でいうアン

ダーライトとはちょっと違うのですけれども、向

こうはリザルトとしてうま味のない物件は場合に

よっては引き受けないという考え方が基本的にあ

るんですね。 日本とはまずそういう 点で考え方が

元々違う。 自ら守っていかなければならないとい

う根本的なものが違うので、たとえば Hp Rをそ

のまま日本に持ってきていいかというと、即はい

かないのではないかというのが結論だと思うので

すが。

佐藤 向こうには日本のようなタリ フがありませ

んからね。 自由競争で料率が下がる、それでロス

レシ オが悪くなってしまうので大変だからとい っ

てロスコントロールにまわるわけです。

HPR  だってこれ以上安く引き受けたらもうか

らないというところでやめるわけでしょう。とこ

ろが、日本はタリフが厳格に守られていますから

アメリカや西ドイツとは全然違うわけです。

竹村 正に佐藤さんのおっしゃるとおりで、日本

の場合、企業のための防災サービスであるけれど

も、向こうは保険会社自らを守るための防災であ

って、キ艮本的に違う ので即比較というのは難しい

と思いますね。

本位固 有料の防災という話なんですけれども、

実際に有料かと いう話になりますと、アリアンツ

のようなケースはもちろんあるのですが、アメリ

カのよう なケースですと、防災と保険の引き受け

というのは常に一致しておりますので有料でない

ケースが多い。

それからタリ フの話が出たので関連していうと、

日本にはいいタリ フがある、タリフで火災リスク

を勉強させる、そこまで使えるタリフがあるんだ

という話を外人にしても通じたことがないんです。

話をすると、じゃ見せてくれということになりま

すが、ところがキ ッチ リ訳したものがない。 これ

は消防法のスタ ンダード、それから他の安全保安

関係の法律、なんの議論しでもそういう問題があ

るんですね。 それで、比較的海外の情報を集める

のは簡単なんだけれどもこちらの情報が全然外に
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野
本

出ない。 そういう意味では業界として外に知らし

める努力があってもいいと思いますね。

小林 日本の損保業界は現在の システムで、まあ

いろいろ問題点はあるでしょうけれども、大綱に

おいてはうまく運営されているといえると思うん

ですが、欧米なんかでは損害率の高騰に苦しんで

いる。こ のことは基本的にはノンタリフの弊害み

たいなものがあると思うんですよ。彼らは盛んに

日本がうまくいっているんだということで情報を

取りたがっている。

ノンタリフは自由競争して引き受けるわけです

から、個々のユーザーに対しては非常にいい面も

ありますけれども、全体としては保険会社がパタ

パタつぶれることになり、果たしてそれでいいの

かという問題があります。

それともう一つのポイントは、モラルリスクに

ついての彼我の差があろうと思います。

やはり、我が国の各企業での高い帰属性に基つ．

いた従業員のモラル意識の強さは安全対策の支え

になっていると

タリフと防災の整合性を

もう少し考えだい

小塙 先程日本のタリフの優秀さというのか、そ

ういう話がありましたけれども、実際我々が現場

に入って我々なりに疑問に思うことは、放置され

た紙くずと非常によく管理されたガソリンとどち

らが危険なのだろうか、こういうような疑問です

ね。 そのへんとタリフとの関係ですが、タリフの
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上では飽くまでもガソリンは特別危険品であり、

紙くずの場合、場合によっては普通品であるかも

しれない。ところが実態は紙くずが事故を起こす。

そのへんの、なんていうか矛盾というか防災面か

らみた危険実態を充分に反映した料率を提供する

ことについては、現行のタリフ制度には限界とい

うものがあるかもしれませんね。

小林 私どものお客さんのなかにも防災に熱心な

ところがありまして、特にうれしいなと思うのは、

年次調査なんですけれども、全部管理者を集めま

して去年指摘した事項はどうなっているとかい う

ことを話してくれるわけですね。 向こうの安全管

理の一貫に組み入れているわけですけれども、そ

のくらい熱心にやっていただけるところがあるん

ですよ。 そういうところにはもう少しなんとか実

質的なサービスが料率面で反映できたらいいなと

いうふうに私は感じますね。

竹村 料率と防災という のが即結び付け られない

のかなというなかで、リスクマネジメントという

大きな捕らえ方においては、まだまだお客さんの

ニーズにあった防災にはなっていません。しかし、

そのーっとして、企業の生産性に結び付いた防災

を志向しつつ料率との関係を研究していく必要が

あると思っています。 非常に細かい例ですが、｜坊

火区画がたくさんあれば防災上はいいわけですけ

れども、生産性に結び付かないとか、あるいは西
※） 

ドイツ ・フォードの事例のように危険物を高積み

してあるハイパイルの問題も料率絡みで考えて い

く必要があります。 これらのことは比較的早期に

できるのではないかという気がするんです。機械
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そのものをいじるわけではありませんから。

橋本 タリフの問題もありますけれども、現在石

油精製でちょっと入っています安全管理教育の程

度はどうなっているかというあたり、たとえば、

ある企業は毎年行ってそれをか っち り点検して改

善する、それは報半年会で私どもの方にもフィード

パックしてくれる。私どももさらに次の対策をた

てて事故の絶滅を則している。 そういうところに

対してはそれなりのメリ ッ トを導入して行かなけ

れば、やはり企業のニーズに合わなくなる。それ

だけの努力の見返りとして保険料でパックすると

いうことも考えるなかで、タリ フにも ある松度マ

ッチした防災に持っていくということでなければ

いけないのではないかといううえ1がし ています。

※）凶 ドイツフォード村部品セン ターで1977年lO片20H

に起こった火災下放。火災にあった他物は部品fll・Iiで、

フィルタ一、ハンドル、コンソ ル、フロア－ 7 ット等

のプラスチック 、ゴム製，fl，の他エンジンオイ ル（lO数ke)

がコンテナー（200例あまり ）IこW.（制句されて 6111 近い，：・：，さ

に干Itまれていた （ .l.Jl物の、\iJ~），匂さ 8 . 5111 ）。 このため、 HP

Rと:ti!.：よされるスプリンクラー設備が設置さ れていたに

もかかわらず充分なれ＇j火能力を党開できず大火となった。

事故情報をオープンにする

土壌をつくりだい

司会 最後にお1保防災のこれからの一方向と目さ

れる情報提供サービスについて考えてみたいと思

います。

小ヰヰ 手足々 が千子って いろいろ抗羽信iなりしても、そ

れを企業の方で受け止めていただかなければ全然

意味ないわけですね。 それで、向こうの企業の方

も組織体ですから工場長とか管理者はかなり意識

が高いでしょうけれども、それを続営全体に反映

させるということのお手伝いを一商ではして行か

なければならない。 そのために情報提供するとい

うことですから、やはり時代を先取りするといい

ますか、いろいろな事例を資料として提供すると

いう努力は今後ますますしていかなければならな

いと，思います。



小塙 私は企業サイドにお伺いしまして、やはり

一番基本的な企業の考え方というのは、保険には

入っている、保険での手当も充分であるけれども

保険はあくまでも万が一のためであり、やはり企

業というものは事故を絶対に起こしてはならない

ということをよく耳にいたします。そういうとこ

ろでは事故情報や防災情報にも敏感に反応してく

れますね。

安達 防災関係の情報はメーカーをはじめ学者・

官庁関係などいろいろなところにありますが、損

保業界の特徴的なことは、保険という性格から事

故事例が非常によく集まるということです。それ

を防災にフィードパックするというのは損保防災

の一つのf皮命ではないかと思うんです。そして、

集まってくるものをいかに料理して提供するかと

いうことが重要になってくると思います。 これは

日本にII艮らず海外の事故事例も集める必要がある

と思うんですね。 それが大きな仕事ですね。

損保の防災は、防災調査のような個別の対応と

同時に情報提供によるマスプロ的サービスをやっ

ていかなければならないと思います。

本位国 情報を集めて提供するためには、先程も

お話に出ていましたように、どこかにプ ルする

ような機機ですね。損保業界として本当に防災活

動を強化していくためには、そういう業界全体と

しての動きとしての情報提供のための機関、組織、

ネットワーク、そういうものが必要だと思う んで

すね。

橋本 まあこれは日本人の特性だろうと思うんで

すけれども、自分のところで事故を起こすと隠し

たがるんですね。 同じ企業のなかでも他の工場に

状況を知らせた くない。 そうすると他の工場でも

同じようなことがまた起こる。やはりそのあたり

私どもがある程度そしゃくして、他の工場に、そ

ういう気風であれば彩響のないようなかっこうで

フィードパックさせるという対応をしていかない

と、私どもの業界としてもマイナスの事故もでま

すからね。長い年月がかかるだろうと思うんです

カ）t.;!.o

本位回 先程の佐藤さんのお話で Az Tの話が出

'81予防時報127

本
位
田
正
’平
氏

ていましたけれども、これはアリアンツの人から

聞いたんですが、会社の歴史の前半分はドイツの

産業界に事故事例を公表しろという働きかけの歴

史だったということをいっておりましたね。それ

で、日本もそういうことを業界としてやるべきじ

ゃないかと思、うのですカf。

安達 それは私も思っているわけですけれども、

要するに一会社でやっても限界があるわけで、すね。

これは業界で対応すべきだと思うんです。事故情

報が多く集まるのは娘害保険料率算定会とか日本

損害保険協会でございますので、ここがそういう

活動を大いにして 、それがすべての保険会社に行

き渡るようにする。 それから、海外との情報交換

も率先してやって欲しいと思います。 そうすれば

事故情報は非常にボリュームも大きくなるし質の

点もかなり向上するということで、今後そのへん

をやっていただくように努力することが必要ですね。

橋本 損害保険料率算定会の調査部で最近コンビ

ュータにインプットし始めていると聞いています。

このへんを火災 ・爆発を含めてもう少し充実させ

て、私どもに迅速にフィードパックしてもらうと

有り難いですね。

司会 情報については、より多くの事例を集めて

それを分析して、それをフィードパックする。そ

のことによって防災に対する啓蒙を図っていく。

これも損保業界の防災サービスとして非情’に重要

なことではないかという結言命が出たところで、 JI寺

聞がまいりましたので、ここで終わりにさせてい

ただきます。今日はお忙しいなかをこー出席くださ

いまして有り難うございました。
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はじめに

日本で大きな気象災害といえば、まず思い浮か

ぶのは台風であろう。第二次大戦中ー、国土が荒廃

した結巣、戦後しばらくは中小の台風にもしばし

ば大河川がはんらんし、 一度の台風の襲来で数千

人の死亡・行方不明者を出すこともまれではなかっ

た。昭和30年代になって、気象情報、防災対策 ・

治水事業の改善の結果、台風による人的被者は昭

和20年代に比べてーけた以上減少させることがで

きた。代わって昭和30年代からは各地で頻発する

集中豪雨の被害が社会的に大きな比重を占めるよ

うにな った。 これは、 つには、そのころ始まっ

た高度経済成長に より生活困の変化が起きてがけ

崩れや中小河川のはんらんによる被害を受けやす

くなったこと、いま つには、いわゆる集ヰ：豪雨

の予報がそれ以前の気象監視網では捕らえにくく、

適切な気象背報の発表と対策をたてることが警官しか

ったことが挙げられる。 気象庁では現夜、集中豪

雨の監視 ・予報のため、レーダと地上雨量計を中

心とする短時間予報システムの開発に努めており、

以下この概要を紹介する。

2 天気予報と総観気象学

天気予報というと、おなじみになっているのは

天気図であろう 。 天気図を悲に高低気圧や1i1T線の

22 

構造と変化を調べる気象学の一部門を総観気象学

と呼んでおり、今日 ・明日 ・あさってなどの天気

予報は総観気象学を基礎にしている。

総観気象学は 100年以上の歴史を持っている。

18世紀ヨーロッパ諸国は国家経済の必要性から気

候観測を始め、やがて暴風間が天気図上で時間的

に追跡可能なことが知られるようにな った。 1854

年、クリミア戦争中のフランス軍艦アンリ 4世が

セバストポールで暴風雨に遭い沈没したのを契機

に、フランスは電信網を整備し気象電報を集め天

気図を作り天気予報に乗り出した。 1899年にマル

コーニがイギリス海峡を越えて無線通信に成功し

た。無線通信は世界各地の気象電報を集めるのに

寄与した。 1930年代にはラジオゾンテが発明され、

大気の立体構造が明らかにされ、はぼ現在の高低

気圧や前線のモテルが硲立された。 1950年代から

は、大気の運動を大型計算機でシミュレーシ ョン

する数値予報の開発が進められた。現在気象庁で

運用している数値予報モデルは、北半球全体の大

気の運動を水平方1-r,1に約300km、鉛直方向に2.5km

ごとの格子点で計算しており、天気予報の恭礎資

料となってい る。

以上のような総観気象学の進歩により、予報技

術は次第に科学と して取り扱いが可能になって き

た。 このよ うな進歩にかかわらず、天気予報の 「は

ずれ」が－－般の苦情をII乎ぶのはなぜであろうか。

図 1は、ug和42年12月に冬型気圧配澄が緩んだ
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の状態であり、これは表 lのさまざまの大きさの

現象の重ね合わせである。数値予報は膨大な気象

資料と計算を必要とする。現在の気象庁の数値予

報モデルで 2日先の大気状態を予測するのに 1時

間程度、世界各地の気象資料を集める時間も含め

ると 6-7時間も必要になる。数回程度の規模の

現象を把握し予測するためには、それに見合った

密度の高い観測と新しい考え方による予報法が必

要となる。

降雨の短時間予報

降雨は、我々の生活に影響を及ぽすさまざまの

自然現象のなかでは、特に局地性が大きく変化も

j数しい。

3 

主リ大
き
さ 1111 

降雨は水蒸気を含んだ暖かい空気が上昇するこ

とにより起きる。上昇気流が強ければ強いほど激

しい雨になり、 1時間に 5～ 60酬の大雨はlOm/sec

程度の上昇気流が必要で、時には30m/ secに達す

ることがある。上昇気流があるとそれを補うため

周辺から空気の流入（収束）が必要である。lOm/sec 

の上昇気流がある時、この上昇気流の水平の広が

り （直径）がlOkrnて”あれば、空気の流入速度は数

m /sec程度ですむが、 100kmの大きさであれば数

十 m/secになる。 これ以上の大きさであれば、現

実には有り得ない風速になる。 したがって、 1時

間 5～ 60mmの豪両の大きさはlOkmから数十km程度

で 100kmを越えることはできない。さらに、強い

雨であればあるほど狭い所に集中することになる。

降雨の元になる水蒸気は、主に太陽の日射によ

り海面から蒸発してできる。太陽の照射エネルギ

ーがすべて水蒸気になるとすると、平均して 1回

lOmm程度の降雨に相当する蒸発量である。 1日に

数百mmの大雨は周辺の広い地域から水蒸気 を集め

ていることになり、もし集めることができなけれ

ば数十分で終わりになる。つまり、大雨は広い地

域から集められた水蒸気が数十km程度の狭い領域

に次々と補給され上昇気流になるとき発生するこ

図ト1日百平岡2年12月13日9時の天気図

冬明主司王直己置が緩み、 H本付近は移

'lilrl'ti¥i,会1妊に榎われてL、る

!l1k:・11: 

民 1 ~：31:

i
時
間

σ

M
 

晴
天
乱
流

~ll~J :} 

とき新潟県内で調べた各地の天気分布である （気象

百年史）。 一つの気圧配置に対応して一 県内これだ

け多様な天気が出現する。 また、東京都の雨の降

り方の調査によ っても都内全体が雨になるのは30

%程度しかなく、その他の場合は 「所により雨」

としか表現できないことが示されている （立平 ・

保手斗）。

大気の運動は、表 lに示すように大は l万kmか

ら小は数卜m、さらにはもっと小さいものまでさ

まざまの大きさのものがある。 これらは独自の運

表1 大気運動の大きさ 動法則と大きさ・時間ス
と持続時間

ケールを持ちながら相互

に関連しあい変化してい

る。上述の数値予報で予

測l可能な大気運動の大き

さは、格子間隔からいっ

ても数百kmから千km以上

のものになり、 高低気圧

なと手の気圧配置の予測が

主になる。 しかし、実際

に我々の関心があるのは

自分の頭上数km内の大気

飢
帯l1021 1泣
低 ｜ ｜
気Ikm I厄l
圧

首I10 I I 
｜ ｜数

雨Ikm I 時

新潟県内で調べた天気介布岡田 9時図 I 2 

とになる。

このように狭い地域に集中し、数十分で変化す

る大雨を捕らえるには、それに見合って空間的に

も時間的にも充分密度が高く速報性のある雨量民
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視システムを必要とし、新しい予報原理を必要と

する。天気予報は総観気象学に基づく従来の天気

予報から、次第に 1日ないし数日以内の現象を対

象とする短期間予報と、数時間以内の規模の小さ

く変化の激しい現象を対象とする短時間予報に区

別して考えられるようになってきた。

1 ) アメダス

昭和30年代に大同の持つ局所性 ・集中性が認識

されるようにな って、気象庁ではその監視のため

存気象台の下に区内観測所を配置し、民間に委託

した。 区内観測所は集中豪雨の監視に力を発揮し

たが、入手に似るもので述幸｜ιl'I＇.・倣実性に劣ること

はペコむ「をf与なカ、った。

HR和46年、 ＇！li々 公社の電話回線網が一般のデー

タ通信に開放されたのを契機に、気象庁は図 2の

図2 地域観測網（アメダス）の構成

図3 レーダ気象通報 1969年｜日月｜日 15時 富士山レーダ観測

ような自動観測網を計画した。 これを地域気象観

測網〔アメダス： AMeDAS (Automated Meteor-

ological Data Acquisition System）〕 と日乎んで

いる。アメ夕、スは自動化された観測所を電話回線

で結び、中央の電子計算機で集中的にデータの集

配信と処理を行う 。昭和50年にまず雨量観測所の

部分が完成し、昭和54年には風 ・気 温 ・日日現を合

わせた気象観測l所の展開が完了した。アメダスは

全国で1,300余か所の観測所からなっており、観測

の密度は、雨量計が17km平方に 1か所、風 ・会rn,l・

日照が12km平方に 1か所となっている。 アメ夕、ス

は、 1u寺間ごとに全観測l所のデータを集信し、利

用しやすく処理をして必要な部箸に配信するまで

10分程度で完了する。 アメタスのような全国的自

動観測網は世界的にもまれなもので、大雨の監視

速報体制は大きく前進した。 しかし、地七の観測

網では大同の広がりと変化を捕らえるにはまだ充

分ではなく、問題があることが知られている（図

4 a, b参)ll.＼）。

2) レータ

よく知られているように、レーダはアンテナか

ら指向性のある電波を放射し、物体で反射散乱さ

れる'I［波を捕らえて物体の位置や状態を探知する

装置で、第二次大戦ころから軍事j目に開発された。

戦後、レーダの広い領域を瞬時に探知する高い能

力を生かして気象用に利用することが考えられ、

昭和29年日本でも大阪管

(a）レーダ気象通報電報より復元したもの (b）レーダ観測（スケッチ図） 区気象台と気象研究所に

初めて設置され、利用法

の検討が始まった。気象

用レータは降水粒子（雨 ・

雪 ・電など）からの電波

反射を利用するもので、

空中に広がる雨雲の分布

と強度を il!IJ定する。 アン

テナからは街向性のある

illi皮が欣射されるが、ア

ンテナの大きさなどの制

限から普通1.5。程度の角

度で広がる。 この角度の

広がりは 100km離れた場

所で直径約 2.5 kmの円と
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なるため、この内に分布する降水粒子の反射波の

集ま りを測定することになる。普通はこの円内の

降水粒子の標準的な電気的性質 ・大きさ ・例数の

分布 ・広がりなどを似定して、降水量 （雨 ・雪 ・

電などを水に換算したもの）に換算する。 しかし、

一般にはこの分布は、雨・ 雪 ・蓄などで異なり 、

また、雨であっても地雨ゃにわか悶など降り方に

より異なっているため、測定の誤差の著書因となる。

レーダで得られた降水域の空間的H寺問l的分解能は

非常に優れており、その相対的強度分布は有用で

あるが、上のような誤差があることは原埋からも

やむを得ず、利用上の注意が必要である。

このため、当初レーダは定性的な利用にとどま

り、 その広い探知l範囲を生かして、海上からの台

風の襲来をいち早〈捕らえるために活躍し、台風

の常事基地帯である南西日本に次々と展開された。

昭和30年代から40年代にかけて集中豪・雨の監視

が社会的に重要視されるようになると、レーダの

広〈速い探知能力を有効に生かすことが検討され

始めた。 レータは 3次元空間内の降水粒子の分布

を高い分解能で識別できる大量の情報を含んでい

る。当時の技術では、このような大量の情報を集

中豪雨の取視に許される短時間内に、速やかに伝

達処理することは困難であった。 このため、当初

はレーダ観測者がレーダエコーの特徴を適当な引

に符号化して電報 （レーダ気象通報）で通報した。

図 3は、この電報から復元した情報で元の観測結

果と 比較してある。 この作業は手聞がかかる上に、

大雨の監視に必要な特徴の細部が失われる。 より

速くより忠実な情報伝達のため、レーダ観測をそ

のまま電話ファクスで送画することが計画され、

昭和45年より電話ファクス網が展開されて、 気象

庁内外でレーダ情報が利用きれるようになり現在

に至っている。

3) レーダ情報の数値化（デジタル化）

以上述べたように、レーダ．とアメタスはそれぞ

れ長所と短所を持っている。レーダは広い探知範

囲と高い分解能を持つが測定に誤差がつきまとう。

アメダスは正確な値が得られるが、個 々の観測点

の代表性の問題があ り、集中豪間の監視のために

は観測網の密度もまだ不充分である。両者のこの

長所を組み合わせ短所を補えば、高い分解能と正

’81予防時報127

写真 l 富士山レーダに取り付けられたエコーデジタル化装置

の地形除去効果 （昭和55年 9月10日15時13介ごろ）

(a）地形除去する前のもの

(b）地形除去したもの

写真 2 東京レーダのエコーデジタル化装置で見た発達した雷

雲 （昭和54年 7月24日lB時10介）

維な大雨監視網が可能となる。 このためには、レ

ータから伴られる大量の情報を数値化し、大1＼~計

算機で高速詳11動処瑚することカ、不uf欠になる。

一般に屯波は｜冷水粒子に限らず、地物 ・商0・飛
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行機・ 地面 ・山 ・海面などあらゆるもので反射さ

れる。気象用にレーダを使用する際、 日本ではそ

の地形的特徴から 、特に山や地面からの反射が問

題となる。従来、レーダ観測lは熟練の観測者がレ

ーダ指示機を監視しながら、降水粒子とそれ以外

の物体の見え方の差異を識別し 、選 り分けるとい

う作業を行ってきた。 電話ファクスにおいても、

レーダ指示機の写真を直接送ることができなかっ

たのはこの理由による。 計算機による real time 

処理に、この作業は大きな随路になり 、レーダエ

コーをデジタル化する際、地形エコーの除去の自

図4(a）東京レーダのエコーデジタル化装置によ

り得られたデータを計算機処理して求め

た雨量分布（ 1979年 7月24日18時の例）

動化が避けて通ることのできない問題となる。

気象庁では、現在地形除去装置付きのレーダエ

コーデジタル化装置を試作しテストを行っている。

降水粒子と 地形か らの反射波を調べると、振幅の

変動の周波数に大きな遠いがある。 地形からの反

射波は降水粒子からの反射j皮に比べ数十倍長い周

期で変動しており、いわゆるロ ーパスフィルター

を通すことにより取り除く こ とができる。 この技

術は MT Iといい古くから知られていたが、最近

のデジタル回路の進歩により可能となった。

写真 lは、1980年富士山レーダに取り付けられ

たレーダエコーデジタル

化装置により、地形除去

をかける前 （a）とかけた

後（ b）の画面を比較した

ものである。北アルフ。ス ・

南アルプスや関東平野か

らの反射が消え、雨雲の

みがめいりように浮き上

図4(b）アメダスの雨量分布（（a）図と同時刻）
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カずっている。

気象庁では昭和57年の

春、名古屋・福井両レー

ダにこのデジタル化装置

を付加し、以後年次計画

により全国のレーダに展

開して行く予定であ る。

短時間予報が対象と する

現象の大きさを考えると、

デジタル化する格子の大

きさは最低限数km以内に

する必要があろう 。 気象

庁ではこれを 5kmにする

予定である。

4) 短時間予報の例

写 真 2は、 1979年 7月

24日夕刻北関東に現れた

発達した雷雲て＼東京レ

ーダに取 り付けられたレ

ーダエコーデジタル化装

置に より捕らえられたも

のである。 図 4 (a）は、

このデータを計算機処理



して得られた実況の雨域の広がりで、 写真の白

いわく内のみを示した。 一つ一つめ数字は 2.5km 

格子内の平均的な雨量を表し図の下に示したレベ

ルで表示されている。図 4 ( b）は、この時刻に対

応するアメダスの雨量観測l値である。両者を比較

すると雨量の対応は比較的いいが、間域の広がり

はアメダスの格子間隔よりもも っと 小さな構造を

持ち、アメタスでは必ずしも充分捕らえられない

ことがわかる。

このように正確な雨域の把握のためには、レー

ダとアメダスを長短所を考慮して利用することが

必要である。 レーダとアメタスで捕らえられた雨

域は持続性があり、移動や変化傾向を考慮、して時

間的に補外することが可能となる。図 5は、この

ような方法で求められた雨量の 4時間予測と同時

聞の実況の比較であり 、非常にいい対応がある （立

平・牧野）。

5) レーダ合成図

普通、レーダは地球表面の曲率のため 300km程

度を探知限界とする。 この探知範囲は、個々の雨

雲や雷雲の集まりを捕らえるには充分の広きであ

る。しかし、問雲の移動を考えると数時聞の問問

であっても、必ずしも充分ではなし、。また、雷雨

図6 気象庁のレーダ観測網 ・各レーダ観測所によりほぼ3,000

m以上の高度を見とおせる範囲

地図は斜軸ランベルト閃法による。 Fl本事111ゐに沿う同心fLJ

i凪は＊Iii尺係数の等しい線 （数千が縮尺係数）

日本列島に沿う長方形がデジ 11レ化の範fill
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のように規模の小さい現象であっても数千kmにわ

たる低気圧や前線の活動と互いに関連し合ってい

る。 雨域の広がりを正しく 把握し、高低気圧など

の総観規模の現象との関連を考慮するためには、

個々のレーダの情報を集め合成図に仕上げること

か望ましし、。

図 6は、気象庁のレーダ観測所の配置と各レー

ダの 3,000m以上の高度が見とおせる範囲である。

図 7 レーダ合成図 （昭和51年 9月9日9時）

図6のレーダ観測所のうち；q1縄、下I古島、石Ji!）斗を除いた

観測所のデータによリ作成した。本米は 5kmメッシュのデ

ータであるが、見やすくするため！Okmメソンユに組み直し

た。

数’下はレーダエコーの強度

2 
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北海道の宗谷岬から沖縄までほぼ 3,000kmにわた

る広い領域を 5km格子で合成図を作る場合、地図

の精度に注意が必要となる。 図 6は、斜軸ランベ

ルト団法による日本付近の地図で、日本付近で縮

尺の精度が高く歪みが少なし、。 図 6の日本列島に

沿う円弧が縮尺率の等しい曲線で、各円弧に添え

た数字が縮尺係数 （地図の正式縮尺率と実際の縮

尺率の比）である。 この地図では、日本列島に沿

う方向にはほとんど縮尺の誤差がなく、直角方向

にもほぼ 0.5%以内に納ま ってお り、 合成図の目

的に充分である。 日本列島に沿う長方形がレーダ

合成図の範囲である。

図 7は、試みのため従来のレータ命観測を人の手

でデジタル化したデータを使 って作ったレーダ介

成図で、日本の南西側半分のみを示した。 この例

は1976年 9月 9日台風7617号が沖縄に接近したと

きのものである。沖縄付近に台風の版の周辺の強

い雲ノ〈ンド （スパイラルバンド）があり、本土上

空にも広〈雨雲が広がっている。写真3は、気象

尚昆NOAA4号から見た、ほぽ同時五lj内可視光に

よる雲写真である。衛星は雲からの光の反射を捕

らえるのに対し、レーダは雨雲からの電波の反射

写真 3 気象衛星NOAA4号による可視光の雲写真

昭和51年9月9日 8時II介
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を捕らえ、対象が異な っている。衛星写真とレー

ダ合成図を比較すると、日本を被う 雲の広がりの

内でも強い問になっているのは、九リ．｜‘

比較的限られていること、また、紀伊半島沖に向

かつて伸びる宴ノ〈ンドも偵し、雨をflとっている こと

がわかる。気象庁では、このようなレータ合成図

を、平常は 3時間ごと、大雨時には 1時間ごとに

作成し、必要な部署に配信する予定である。

6) 気象資料伝送網

降雨現象、 主 として集中豪悶を対象とする短時

間予報を目指して、観測の在り方、計算機処理の

仕方を考えてきたが、これだけでは不充分で、ある。

情報が最終的な利用者に手渡されるところまで含

めて充分短時間内に完了させることが必要である。

気象庁では、短時間予報に必要なレータやアメ

タスのデータの他、従来の総観天気固など世界各

地の気象データとその解析結来、地震や津波のデ

ータ等の集配信のため、気象宵箸／Mlを高速回線網

て、結ぶ気象資料f:i;送網計画を作成し、昭和55年度

から年次計画により実施中である。

4 おわりに

世界各地の気象データを集め、 天気図上に記入

し解析して天気図を仕上げ天気予報を出すという

総鋭気象学の手法が可能にな ったのは、マルコー

ニの無線電信の発明のお｜；会であろう 。短時間予報

はデータのデジタル処球、高速計算機と高速テー

タ通信網という技術と、高度な情報を必要とする

社会の出現とにより、ごく最近にな って具体化し

た考え方である。 短時間予報は、注意報 ・終報の

迅速な伝達という従来の役訓の改善に加え、河川

夕、ムや上下水道の総合的な管理、電力供給などの

ための情報提供を可能としよう 。 気象情報のよ り

定量的な利用法の開発と相ま って社会・経済へ大

きな貢献が期待される。

（たけむら ゆきお／気象庁予報部予報謀予防係）

参考文献
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方・え考の

車が走る道路には、いつもいろいろな出来事が

起こっている。出来事といってもその多くは非常

に小さな出来事で、たとえば、すずめが飛んだと

か女性のスカートが風にめくられたとかいうもの

まで含めると、その数は 1kmにつき約 300件であ

る。しかし、必ずしも我々はこれらの出来事を全

部見ているわけではない。目に止まる出来事の数

は 1km当たり約 130件である。 自に止まる出来事

のなかには、ドライパーの判断を要する出来事が

ある。判断とい っても、少しアクセルを踏み込む

とかハンドルを少し切るとかいうような簡単な判

断である。 しかし、人聞が判断するのであるから

必ずしも常に正しい判断をするとは限らない。一

般のドライパーは 3km走るごとに約 1回ぐらいの

割でミスジャッジをしている。 ミスジャッジとい

ってもそれほどおおげさなものではなく、 「少し

ブレーキのかけ方が遅かった」 とか「／＼ンドルの

切り方がちょっと早かった」とか、その程度のこ

とである。 しかしながら この割合でミスジャツ

ジを続けていると、そのうちにはぶつからないま

でも「ひやっ」 とするようなミスジャッジをおか

す。 1年間に16,000krnぐらいドライブすると 「ひ

やっ」とする割合は約 2週間半に 1皮である。運

転されている方なら、ほぼこのぐらいの見当であ

ることがおわかりいただけるであろう。 この割合

でドライブを続けていくと、そのうちには「ひや

っ」だけではすまないで、ぶつかるチャンスに出

会う。ぶつかる回数は約 6年に 1回である。しか

し、 ぶつかるといっても 、多くはフェンダーにか

がら 、この割合でドライブしていると、そのうち

には、今度はけがをするような事故に巻き込まれ

る。その割合は約44年に l回である。つまり 、 ド

ライブを続けていると、 一生に一度はけがをする

ような事故に遭うということになる。けがをした

といっても、必ずしも死亡事故というわけではな

い。しかしながら、 37件の人身事故のうちその 1

件が死亡事故である、といったら、これはかなり

身近な問題であることに気付くだろう。まことに

いやな話であるが、人聞は必ず一生に 1皮は死ぬ

けれども、ドライパ一人口の37人に 1人は自動車

事故によって死ぬということである。

以上述べたことをまとめると表 1のようになる。

これは、アメリカの統計であるが、日本の事故 率

もほぼこれに近いから、おおよその概念は得てい
注）

ただけたと思う。 これからわかることは、自動車

事故の原困のほとんどがドライパーのミスによる

ものであるということである。実際に統計を調べ

ても、事故原因の50%が必知のミス、 40%が判断

のミス、 5%が操作のミスで、いってみれば、自

動車事故の原因のほとんどは人間のミスである。

表 l 事故の確率

道路 1kmの間にある出来事は、 300件

・そのうちドライパーの目にとまるのは、 130件

判断を必要とするものは、 13件／km

－間違った判断をする知｜合は、 l回I3 km 

間一髪は、 I回／2週間半

衝突は、 l聞／6年

－けがをする事故は、 I回／44年

死亡事故は、 l回／37傷害事故
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図！ 事故現場見取図

。
帆軸 スリ yプ痕

スケーノレ

麦畑

!Om 

残りの 5%は機械的な破損や道路の不備などが原

因である。

住）“Automobilecrash phenomena ”Machine Design, Vol.36, 

No.19, Aug. 13, 1964, PP.116 121. 

2 自動車事故解析の原則

ある自立i}J単事故がどのように起こったかを解明

することは、彼我の責任を明らかにする上で、関

係者にとっては非常に重要なことであるが、自動

車事故を再現することはそれほど簡単ではない。

その理由は、自動車事故という現象は一瞬のうち

に終了してしまうから、ー目撃者がいたとしても、

瞬間的な事象に関する供述はまことに信ぴょう性

に乏しいからである。ゆっくり時間をかけて観察

しうる現象、たとえば被害者の転倒状況などにし

ても、事故直後の輿官した環境のなかでは落ち着

いて物事を観察できるはずがなく、停止した車両

の向きを反対に覚えていたり 、スリップ痕の位置

などもまったく別の所にあったように錯覚してい

ることがしばしばある。したがって、自動車事故

再現の鉄則の第ーは、瞬間的事象に関する当事者

や目撃者の証言をそのままうのみにしてはならな

いということになるであろう。 したがって、事故

再現はできるだけ物的証拠のみを基にして進めな

ければならない。 見落としがちな物的証拠まで一

つ一つ無理なく説明できる衝突態様を見い出すこ
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電柱

歪乙市

＝＝＝＝も
〈〈主＝＝＝＝

A的進行

とは 「刑事コロンボ」の試行錯誤のプロセスとま

ったく同様である。 さらに、自動車事故の解析で

難しいことは、再現された衝突態係における車両

などの遂動に関して力学的な矛盾があってはなら

ないことである。

3 事故例

以上述べた』長故再現の原J'!iJに従って、 一つの事

故例を考えてみる。

I ) 事故の概要

事故は、見通しのよいわずかにカーブした幹線

道路と市道との交差点で、 6月の畳近くに起きた。

市道側には一時停止の標識があり、左右の見通し

は悪い。現場には図 1に示したように、 A箪が約

180。回転して道路南側の路肩に停止し、右後輪を

｛目lj溝に落としていた。 B車は左前後輸を側溝に落

とし、側溝に沿って進行した後、電柱に前音ISを再

び衝突して停止した。現場には 2条のカーブした

スリップ痕がA車の前輪まで印象されている。ま

た、 B車の左前輪によるものと思われるスリップ

痕が、 B車が側溝に落ちた箇所まで続いていた。

図 lに示したように、道路中央線近くのマンホー

ル表面にはえぐられた跡、がある。 それら事故直後

の状況は、 写真 1、2、3の記録写真からも読み取

るこ とカfできる。

車両のf員傷は、写 真 2、3および 4に見られるよ



写真2
写真 l

うに、 A車は前面が大破し、 B車は左前ドアのヒ

ンジ付 近に最も大きな衝撃力が加わったことがわ

かる。 B車は側溝に左車輸を落として走行した後、

電柱に二次衝突したときの変形が車両の前部に認

められる。

A運転者 （当22歳）はほとんど負傷しなかった

が、 B運転者 （当27歳）は左前頭部陥没骨折、頭

部裂創、第 3頚椎骨折、左前胸部打撲傷、脳挫傷

を被り、意減不明のまま事故の18時間後に死亡し

た。 B運転者は横倒しになり、上半身は助手席に、

下半身は運転席に残っていた。

事故の発生状況について A運転手は、甲市方面

に向かつて進行し、①地点付近で相手を③地点付

近に認め、プレーキをかけるまもなく⑧地点で衝

突、自分の車は②地点に、相手の車は＠地点に止

まったと吉見明した。

2) 事故後の経過

Bは将来をしょく望されている大学卒の若い独

身のエン ジニアで、 1人息子を亡くした Bの父親

はそのショックで肺結核、慢性胃炎、糖尿病を併

発し入院した。本件を取り調べた符察署では A、

Bいずれに過失があったかを決めかね、双方を被

’81予防時報127

写真 3

写真4

疑者として送検した。被疑者が明らかでない理由

は、 Aは確かにスピードを出し過ぎていたかもし

れないが、 Bも一時停止をしなかった可能性が充

分考えられるからである。結局検察側では、被疑

者の l人である Bの死亡により Aの過失を証する

には証拠不充分であると判断し、この事件は不起

訴処分になってしまった。

1人息子を亡くした Bの両親は、 Aを相手どっ

て損害賠償の民事訴訟を起こした。 一審では B車

は一時停止および左右の確認をして発進したが、

A車が猛スピードで交差点に進入してきたため出

会い頭衝突したものと判断した。 Bの両親は事故

直後、現場を何度も調査し、専門家に鑑定を依頼

したりしたが、刑事事件で Aが不起訴処分になっ

たため民事の方も思うようには進展せず、 Bの父

の病気は悪化の一途をたどり、 一審の判決が出る

前に死亡した。 Aは一審判決の「 B車が一時停止

をして進入したにもかかわらず、 A車の速度が60
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～70km/ hであったため」 という認定を不服とし

て控訴したのである。

3) 事故再現の手法

自動車事故を再現するには、物的証拠をすべて

無理なく説明し、しかもカ学的に矛盾のない衝突

態様を求めなければならない。物的証拠としては、

疑う余地のないもののみが収集できればこれに越

したことはないが、 一般にはそのような物的証拠

が充分収集されている事例は少ない。自動車事故

はまさに瞬間的な事象で、車両が衝突して衝撃力

が加わり車両の速度が急激に変化する時聞は約0.2

秒である。 人間には反応遅れがあり、何かが起こ

ることを予期している場合、たとえば、 100m競争

のスタートでピストルが鳴るということを知って

いる場合でも、ピストルが鳴ってから行動を起こ

し始めるまでに約 0.2秒かかる。これに反し、本

事故のようにだれも何が起こるかを予期していな

い場合には、何が起こったかを発見するまでに 2

秒ぐらいかかつてしまう。したがって、当事者や

目撃者の証言の信ぴょう性は少ない。その人たち

の話は、事故後に見た車の壊れ方などから自分な

りに想像するか、または事故後に聞かされた話を

総合して判断していることが多い。 したがって、

衝突態様などのH舜間的事象に関する証言は極めて

信ぴょう性に乏しく、事故解析の前提条件として

用いることはできない。 これに反し、時間をかけ

てゆっくり観察しうる事象、たとえば、車両の停

止位置や乗員の転倒状況に関する供述は、ある程

度客観性があると判断し、解析の前提条件の一部

として用いることができる。 この場合にも、事故

直後の興奮した周囲の状況を考えれば、ある特定

の証言を絶対のものとしてそれを前提に推論を開

始することはまことに危険である。 しかも、当事

者は多かれ少なかれ自分に有利なように証言する

のが人情であろう。

自動車事故を科学的に再現するには、考えられ

る多くの事故態様を想定し、物的証拠を説明しえ

ない態様を一つ一つ消去していくという作業を繰

り返さなければならない。ある事故態様を想定す

れば、衝突による車両運動の変化および衝突後の
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車両および乗員の運動は力学的解析によって求め

ることができる。求められたように車両が運動す

ればどのように車両が変形するか、どのような二

次衝突が起こるか、またどのように車両が停止し

乗員が転倒するかということを知ることができる。

それらが実際の観察と異な ったならば、最初に想

定した衝突態様が起こった可能性が消去されなけ

ればならない。以上の方法で消去しえない複数の

衝突態様が残った場合には、いずれが実際に起こ

ったかを判断するには主観を混じえて推定する以

外に方法はないから、 「結論が出ない」といわな

ければならない。

自動車事故という現象を理解するために、我々

の常識の上に立つ主観的判断を用いることも非常

に危険である。すなわち、何か常識では考えられ

ないようなことが起こるからこそ事故になるので

あるから、事故を再現するには、上に述べたよう

な物理的な消去法以外に方法はないのである。

いわゆる事故と呼ばれる現象は二つの現象の連

続である。最初の一つは衝突そのもので、時間的

には 0.2秒一0.3秒程度しか持続せず、この短い

時間帯に車両は接触し、運動量（質量と速度の積）

を交換する。車両が接触している間に加わる衝撃

力は考えられないほど大きなもので、時には数十

tに達する場合がある。 車両に加わる衝撃力は外

部から加わるタイヤの摩擦力に比べてけた違いに

大きいから、力学的原理により、衝突前後を通じ

て両車両全体の運動量は不変である。平たくいう

と、 一方の車両の速度が変化しただけ重量比を加

味した他方の速度も変化するということである。

一般に車両は速度が急激に変わるとともに回転を

起こす。

本件のような出会い頭事故では、車両の運動は

平面運動である。 したがって、衝突による車両の

運動量の変化も衝突後の運動もすべて二次元剛体

力学で処 理できるか ら、原理的にはそれほど難し

いものではない。計算そのものはかなり復雑であ

るが、 一度コンビュータにプログラムを組んでお

けば、衝突直前の初期条件を与えることにより、

衝 突後の車両軌跡は比較的容易に求めることがで



きる。

4) 事故の再現

本件事故を再現するに当たって、まず注目しな

ければならないことは、マンホールの手前につい

た幅広いスリップ痕ほタイヤが横に押されたため

に印象されたものであるから、 B車の左前輪によ

るものである。車両の壊れ方から判断して、マン

ホールの上についた傷もやはり B車の破損した下

部がこすった跡である。 それらはいずれも北側車

線から始まってマンホールを横切り、南側車線に

向かっているから、それらの痕跡を道路に印象す

る前の B車の位置は、さらに北側でなければなら

ない。すなわち、この事件の最も大切なキーポイ

ントは、 A車が対向車線で衝突したことであって、

今まで関係者が議論していた衝突速度の問題は二

の次なのである。 この事故が発生してから控訴審

で和解が成立するまで、実に 5年以上を要してい

るから、多くの関係者が事故当時の写真を見たり

現場を測定したりしたのである。車両の衝突に関

する解析も行われたが、いずれも両車の衝突速度

を求めようとしたものばかりである。 しかしなが

ら最初に述べたように、自動車事故の再現は常識

が解析に先行する。衝突地点が反対車線であるこ

とは、いわれてみれば明らかなことであるが、こ

れはまさにコロンプスの卵であって、そのキーポ

イントを見付け出すことが自動車事故再現には最

も大切なことであり、また最も難しいことはこの

事故例からも明らかであろう。

以上のようにおおよその衝突態様がわかれば、

あとは力学的に衝突速度を求めればいい。 コンビ

ュータによる繰り返し計算の結果、 A車と B車の

速度はそれぞれ約60および25km/hであることが

明らかとなった。衝突後の車両軌跡を図 2に示し

たが、スリップ痕や擦過痕の印象された過程がめ

いりょうである。

以上の解析からわかったことは、 B運転者も一

時停止をしていないから責任の一端はあると思わ

れる。おそらく、 Bが交差点で一時停止をしない

まま右を見たら、通過車両がなかったのでそのま

ま進入したところへ、たまたま A車が緩やかな右
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図2 衝突後の車両運動

カーブを対向車がきていないのをいいことにショ

ートカットしたため衝突したのである。事故後だ

れも Aが対向車線に進入して事故になったとは指

摘しなかったから、 Aは、一審で自車の速度を異常

に高く判断されたため、これを不服として控訴し

たのであるが、とんだやぶへびであった。

4 おわりに

以上、実例について自動車事故再現に関する工

学的な手法の説明を試みた。その意とするところ

は、あらゆる物的証拠をすべて無理なく説明し、

しかも力学的に矛盾しない事故態様を求めること

にある。事故態様は当事者や目撃者の証言を基に

して容易にでっち上げられたストーリ ーであって

はならないし、物的証拠のすべてを説明できない

計算の組み合わせであってもならない。力学の計

算はあくまで常識判断の確認に用いられるだけで

あって、計算だけで事故が再現されると考えるの

は大変な錯覚である。 また、自動車事故にはこつ

として同じものはないから、幾つかのフォーマッ

トによりコンビュータで答えを出すというわけに

もいかない。結局、事故を再現するにはその事故

をよく観察し、どこになぞを解くカギが隠されて

いるかを捜し出す以外に方法はないのであるが、

一見容易にみえるこのプロセスも、実は力学的解

析に板ばさみされた試行錯誤とフラストレーショ

ンを伴う長い苦しみの連続であることを忘れでは

ならない。

（えもり いちろう／成1華大学工学部教授）
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盲遷道路の走。方
・・・・圃随闇聞圃属銅聞国間割田・・・・・闘

はじめに

便利な高速道路も、ひとたび事故が発生すれば

大惨事にもなることはすでにご承知のとおりであ

る。事故防止のためには、その！京国を除かねばな

らない。

ところで、事故のl)j（怯｜はなにかというと、筆者

は、それはドライパーの 「見込みi主しりであると

考えている。 それは 「アッ、シマッタ ／」 と思、っ

たときはスピードの出しすぎの状態になっていて、

ハンドルやブレーキをどのようによ誕f乍しでも、も

う間に合わないでや故になってしまう。 このこと

は、事欣を起こした第一当事者としてのすべての

ドライパーについていえることである。

年間50万件にもおよぶ事故において、ドライパ

ーは事故白首ljのあるH寺点で 「シマッタ ／ もう聞

に介わない」と！感じたに泣いないのである。 この

l時点ではすでに、そのスピードと相手と自分との

関係位置から、ギM＜はもはや不可避のものとなっ

ているのである。 ここまでくれば くス ピード〉＝

〈事故〉なのである。

このような 「シマツ タ ／」以後は、不可抗力的

に事故に突入するわけであるから、 4壬M<IW1I:-.ーのた

めに必要なことは 「シマッタ ／」をj£1)illすること

である。

ところで、「シマッタ ／」の内谷はどうであろう

か。 それは、たとえば「歩行者が急に飛び出して

きた」「T!-U丘すると思った斗iが急に右折 した」 「そ

のまま左折すると思った前ゆ：が、在十！？中に急にJ}

まった」「川j坐してそのまま .i1tむと思ったがj卓が急
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に減速した」 「そのまま のスピードで州がれると思

ったのに曲がり切れなかった」等々、一般道路で

は千差万別の「見込み述しりが起こって「シマッ

タ ／」ということになったにi主いないのである。

このように 「シマッタ ／」 ということは、どんな

速度で走っているときでも、ド ライパ の「見込

み速しり さえあれば起こるのであ って 、 「シ マツ

タ ／ もう間に合わなしりとなれば、不可抗力的

に斗川主に突入してしまうのである。

！京出は、 「シマッタ ／」 となる 「見込み巡しりで

あり、スピー ドの出しすぎの 「状態」はその「結

果」 なのである。結果としてのスピードの出しす

ぎを責めても問題解決にはならないのであ って 、

「見込み速しりを誘発したもろもろの原休｜を究明

して、それぞれに対する的確なわl策を、ドライパ

ーの教育、道路環境の特1nu、中の安全設計の観点

から総介的に実行する以外に＊；，＇＆を減らすi監はな

いといえる。

高速道路は道路環境を充分に幣i1iiiして、可能な

限りドライパーの 「見込み違し3」をl>Jj11－するよう

に設計された道路であるとみることができる。す

なわち、飛び H ＇， し、右~－.折、出会い 0fiなどの一般

道路で多く見られる形態の事故はほとんど皆無と

なり、銭るのは追突と単独事故の 2併にほぼ｜恨ら

れるということで、 長.j;'；. ， ~11: 1十も 1走行キロ当たりにし

て一般道路の数分のー と少なくなっている。 しか

し、 一度事故発生となると重大事故につながる係

等tが高いか ら、高速道路上でのが故防止はやはり

重要な今後の課題である。

高速道路で「見込み巡しりを起こす原肱｜として



は、「かじの効きが鋭敏になる」こと、 「ブ レーキの

効きが鈍くなる」こと、それから「単調さによる

覚せいJ支の低下」の三つを挙げることができる。

高速道路での事故の実態を調べてみると、常にこ

の三点がドライパーの「見込み違しりを誘発する

原因として隠されているように息われるのである。

かじの効きが鋭敏になることは、車両の運動に

ついての 「見込み達しりによる単独事故の引き金

になるし、ブレーキのうりjきが鈍くなることは、余

裕時間のとり万やブレーキのタイミングを誤って

停止距離』についての「見込み速しりによる追突事

故の引き金となる。 また、覚せい度の低下は、特

に夜間の路肩停止車両と走行単同Ijとの分別や、距

離の判定についての 「見込み達し3」による路肩停

止車両への衝突半故の引き金となると考えるので

ある。 また、トラックは荷を積んだときと空荷の

ときでは卓の特性が非常に変化するので、このこ

とが、とかく単「山jの運動についての見込み速いを

誘発して追突事故や横転、路外逸脱事故の引き金

となる。

l~i~I · 高速道路でのハンドルは

「三つ伏Jまで

市街地の交差点で石折または左折する場合には、

述度は時速20km以下IOkm程度に落として、ハンド

ルは半回転あるいは一 回転という具合いに手も持

ち変えながら大きく切るのが普通である。 このよ

うに極低迷のときはハンドルの効きは 「鈍しりの

で、ハンドル操作としては自然に半回転、一回転

というように大きく切ることになる。 ところが、

時速40kmぐらいで走っているときに、このような

大きなハンドル操作をしたらどうなるだろうか。

かじは効きすぎて、タイヤはきしみ、単は横向き

になって思った方向へ進まずに、ガードレールに

衝突したり、路外へ飛び出したり、横転したりと

いうことになる。 このことは、いやしくも免言午言正

を持っている人であればよくわかっているはずの

ことである。だれでも40km前後のスピードで走っ
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ているときのハンドルの採d乍は、ハンドルをf犀る

こぶしのl隔ーっとか二つとかいう程度にとどめて

走ることを身につけているわけである。

ところが、高速道路を 100kmで走っているとき

に、こぶしの幅一つあるいは二つに当たるハンド

ル操：｛乍をfrったとすると、やはりかじは交fJきすぎ

てタイヤはきしみ、単は機仏jきになって思った方

向に進んでくれないということになる。 高速道路

を走るときは、ハンドル操作を指 1本とか 2本と

かいう程度にとどめないと、かじが思いの外に効

きすぎて、車が中央分離予告に乗り上げたり、横向

きになって転覆したりということが起こるのである。

昔は矢の長さを表す単位に束と伏が用いられた。

平家物語にも、那須与市が扇の的を射落とすとこ

ろに「矢は十二束、 二つ伏ょっぴいてひょうと放

つ」 とあり、また、強弓の使い手で名高いj原為朝

は「十三束三つ伏」の長い矢を使ったといわれる

が、この「束」とは親指を除いた 4本の指を並べ

た帽、すなわち矢を盛った手の幅のことであり、

「伏」は指 1本の幅を表すということになっている。

この単位を使って安全なハンドル操作を表現す

ると、一骨量．道路を40kmぐらいで走るときは、ハン

ドルの切り方としては、 一束、 二束、せいぜい切

っても三束までに止めるということになる。 それ

以上旬Jる必要があるときは、まず減速しなければ

ならないということになるのである。

また、高速道路を 100km前後で走っているとき

は、「一つ伏」「二つ伏」、せいぜい切っても「三

つ伏」 までのハンドル操作に止めるということに

なる。 もっと大きく切る必要があるときは、まず

速度を落としてから操作しないと失敗することに

なる。 高速道路でのかじは、せいぜい「三つ伏」

までで 「一束」も切ればかなり荒い逆転というこ

とになる。

1~12 運転姿勢はわきを締めて

市街地の一般道路でハ ンドル操作を 「束」単位
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でfrうときは、ハンドルのtl¥d乍に当たってひじま

で動かす必要がある。 ひじを固定して手首だけで

ハンドルf桑｛乍を行うわけにはいかないのである。

しかし、ハンドル操作を「伏」の単位で行うよう

な高速道路走行の場合には 、操作に当たってひじ

まで動かすような姿勢をとると、とかく車がふら

ついて落ち着いた走行をすることが難しくなる。

ひじはわき腹につけて前腕と手首で操作すると、

びっくりするぐらい落ち着いた滑らかな走り方を、

しかも楽々と行うことができるのである。

高速道路では、うっかり「二束」 「三束」の大

きなハンドル操作をやれば、それこそ取り返しの

つかない状態に陥ってしまうのであるから、運転

姿勢としては、間違ってもこのような大きなハン

ドル抹lf'乍のできないドライビングポジションをと

って走るのが恭本になると思う。 そのためには、

ひじは浮かさず、わき腹につけるかシートのひじ

掛けに固定するのがし、いのである。

~~~ ブレ一キ市｛釘I也を40kmく－らいの速さで走っているときは、

タイヤがきしみ音をたてない限度のブレーキで約

2秒ぐらいで卓は止まるが、高速道路を 100kmぐ

らいで走っているときは、同じプレーキをかけて

も止まるまでに 5秒もかかるのである。停止距離

も約20mぐらいのものが90mにもなる。 このこと

は、ドライパーの感覚からするとブレーキの効き

が鈍いということになるのである。 自動車のテス

トコ ースなどで高速の試験を行う場合など、走っ

ているうちにスピード感はじきになくな ってしま

うものであるが、試験が終わって最後にプレーキ

を踏んだときになかなか止ま ってくれないので、

そこで初めて、やっぱりスピードを出していたの

だな、と実！惑をもってわかるものである。

高速道路を走る場合にも、しばらくするとスピ

ード感は薄れてしまうが、前にいる車が止まったと

きに、市街地のときと同じ呼吸でブレーキ操作を
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開始すると、自分の車がなかなか止ま ってくれな

いので慌てることも多いのである。高速道路では、

市街地の場合より ー呼吸早い対応が必要なのであ

る。追突事故を防ぐには、このー呼吸早い対応の

コツをのみ込むことがポイントである。単に車間

距離を充分とっていれば追突は避けられるという

ものではなく、前車のプレーキランプがついてか

らの対応の呼吸が問題なのである。 これが遅れれ

ば、折角の車間距離ーを無駄につめてしまう結果と

なってなんにもならないのである。 ブレーキ操作

開始のタイミングを一呼吸進めることが、車間距

離の多少の大小よりもずっと重要である。

い4 達人口線上ではブレーキ
を使わない

高速道路が本来の機能を発揮しているときの車

の流れは 80km-100kmぐらいで安定している。 こ

のような場合には、コツを覚えればブレーキを使

わずにアクセルペダルの調節だけで滑らかに安全

に走行Lすることができるものである。 こうなれば

疲れないし、また燃費もよくなるのである。 その

ためには、自分の車の前後 ・左右にいる自動車が

どんな性質でなにを考えているか・・・・・たとえば、

追越をかけたいのか割り込んできたいのかなどを

充分読み取って自分の走り方を決めていく必要が

ある。 すなわち、相手のドライパーの心を充分読

むことができれば、達人の域に達するのである。

道路工事や事故などで高速道路が渋滞している

ときは、機能の函からみればもはや高速道路では

なく、車の流れは市街地並みとなって止まったり

動いたりの繰り返しとなるから、こんなときには

高速道路でも一般道路並みのプレーキの使い方が

必要になることはいうまでもない。 しかし、正常

に流れている本線上で頻繁にブレーキを使う車が

いたら、先に行ってもらうことにして、なるべく

付き合わないですます算段をするのがいい。気の

強いビギナーか暴走族の類であることが多いので

ある。



初めて高速道路を走る人は、とかく車線変更の

ときかじが大きくなりがちである。後続の車に車

のわき腹を見せての車線変更をするようでは落第

である。「一つ伏」「二つ伏」のハンドルさばきな

ら、わき腹を見られることはないのである。 ウィ

ンカーを出してから 7～ 8回それが点j威するぐら

いの聞に車線変更が終了するようにするのがよい。

時間でいえばおおよそ 5秒ぐらいとなる。これが

点 滅 5回以内で完了するようだとわき腹を見られ

るし、 10回以上になるとモタモタ区分線をまたい

で走る感じになってよくない。 ウィンカー 7回前

後の点滅の聞というのがいい。

6 連続畠越の条件

筆者は、自分でいろいろやってみて、 15秒を条

件にするのがよいと忠、っている。

それは、追越車線を使って追越をした場合、普

通ならば追い越した車が室内のパックミラーに映

るようになったところで走行車線に戻るわけであ

るが、走行車線上前方に第二の車があって、 その

ままの速度で進めば15秒以内にそれに追い付いて

しまうような場合には、走行車線に戻らずに連続

追訟を選ぶ方がいいということである。

これが30秒以上走行単線をそのまま走れるよう

な場合には、連続追越はせずに必ず一度走行車線

に戻り、首fjの率に近付いたところで再び追越車線

に出るということを繰り返すことにしている。

ところで、この15秒と30秒の問、 20秒前後のと

きはどうするかというと、そのときの4犬j兄、たと

えば、後続車の有無や相手の車種などによって、ど

ちらをとってもいいことにしている。すなわち、走

行事線に戻っても、そのまま 15秒は走れないとき

は連続追越、 20秒前後走ることができるときは状
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況によって判断、 30秒以上そのまま走れるときは

必ず一度走行車線に戻る。 これが筆者の逆転の規

事Eとしていることである。

lメlへ17車問距離
寧問距離は、 つめすぎると瞬時の油断も追突に

つながることになるので、すぐに疲れてしまうこと

になり、この状態を長く続けることは得策でない。

かといって、車間距離を大きくとりすぎると、こ

れを一定に保つことが難しくなるし、そのうち気

持ちがなんとなくたるんできて、ぼんやり也のこ

とを考えたりするようになり、そのうちあくびが

出て眠くなったりして、かえって不覚をとる恐れ

も出てくる。

ドライパーの知覚のレベルの活性を維持し、し

かも安定して長時間続けても疲れないという車間

距離として「 2秒のゆとり 」 というのが筆者の結

論である。

これは、前の車がプレーキ操作を始めたときか

ら 2秒以内にこちらも同じプレーキ操作を行えば

追突は避けられるという車間距離を保つというこ

とである。距離で表せば走行速度でそれは変化す

るが、このように余裕時間で表せば速度にかかわ

らず一定になるのである。

前の車の後輪が踏んだ道路のメジを自分の卓の

前輪がコトンと踏むまでに、ウィンカ ーが，3回点

滅するとすれば、およそ 2秒のゆとりがあるとい

うことになる。また、イーチ、ニーイ、サーンと

数えてもおよそ 2秒になる。

筆者の体験によると、この程度のゆとり時間を

保って走ることが、適度の緊張感によって意識レ

ベルを長時間活性化された状態に維持することを

可能にし、その結果、道路や交通の流れの変化に

対して適切 ・機敏に対応することが可能な状態を

維持して走行することとなって、現実の走行の場

において実践可能で、しかも最も安全な走り方で

あると思っている。
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「~8 車間距離はダイナミックに

変化する

車間距離を一定に保って走るということは、本

来大変難しいことなのである。 前の車の速さは普

通一定ではなく、道路のちょ っとした起伏によ っ

て速くなったり遅くなったりしているのである。

自分の車も同じことなのである。 これを調節しな

がら常に車間距離を一定に保つことは実に至難の

業なのである。実際には 道路の起伏によ って延

ぴたり縮んだりしながら走ることになるのである。

一般に上り勾配では縮み、下り勾配になると延び

てくる。

アクセルペダルを踏み込み量を一定にしている

と、道路の起伏によって速度は変化する。実際に

は、スピードメーターを見ながら一定速度を維持

して走ってみると、上り勾配になると自然に前

の車を追い越すことになり、下り勾配になると

後続車が近付いてきて、やがて追い越されること

になる。このようなことを頭におきながら追い越

したり追い越されたり、前の車に追随したりとい

うことを繰り返しながら高速道路を走るわけで、ある。

このようにしながら常に 2秒のゆとりを保つこ

とを心掛けるわけであるが、実際には、一時的に

ゆとりは l手少ぐらいにつまったり、 3～ 4ヰ少ぐら

いにイ申ぴたりということになるのである。 このよ

うな変化が、またドライパーにとって適度の刺激

となって活性が維持されることになる。

｜ ．｜  

｜倫）｜
I I 9 後続車を気にして走る

走行車線から追越車線に移るときは、後方の車

の情報を充分にと って安全を確認しなければなら

ないことは周知のとおりであるが、このようにし

て追越車線に移って連続追越をするようなときは、

少しオーバーな言い方をすれば、後続車のことば

かり気にしながら走るのがいいと思っている。 前
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にいた車を一台追い越したときに、そこで走行車

線に戻るかそのまま連続追越をするかの判断を行

う場合に、まず後続車の情報をとることが重要な

のである。後続車がなければ、もちろん 6で述べ

た15秒の原則に従って行動すればいいわけである

が、後続車の情況によ っては、この原則にこだわ

らずに臨機応変の措置主をとることが滑らかな対応

となる場合 も多いのである。

たとえば、後からどんどん車間距離をつめて至

近距離に迫って くる車がある場合には、 15秒の原

則をすてて、なにはともあれ一度追越車線に戻っ

てこの車をやり過ごすのが得策である。 このよう

な車は、大抵の場合、こちらが走行車線に避難す

るや否や間髪をいれずに駆け抜けて行 くから、そ

れに続いてすぐに追越車線に復帰して、次の追越

にかかればいいわけである。 このとき、続いて駆

け抜ける車がなん台かいるかどうかは充分確かめる

必要があることは論をまたない。 しかし、たとえ

後続の車はあ って も、ほぽ 2秒 ぐら いのゆとりの

バランス をと って追随して くるよう な情況である

ならば、それは気にする必要はないのである。 し

かし、それが段々距離をつめて くるようなら、 遅

すぎない時期に走行卓線に入って追い越してもら

うことを考える方がいいのである。

このような判断をする場合に、自分の車の前に

も先行事がある場合には対応はまた少し異なって

くる。 まず、自分の車は前後の車のほぼ中央に位

置するようにして走るのを原則とするのがいいと

思っている。 すなわち、このようなとき後続の車

がつめて くるようなら、自分も前の車につめなが

ら走行して、おもむろに走行車線に移る機会をね

らうのがいい。 このようにすれば、 自分の前の車

が後ろからつめてきたことに気付いて、さらに、

前につめていくか走行車線に移るかの措置をとっ

てくれることにもなるのであって、とにかく、こ

のようにして数台の車がしばら く我慢して徐々に

間隔をつめながら走っているうちに、前の車から

順次に走行車線ヘ移って、やがてこのダンゴが解

消するのである。ダン ゴが解消するまでは、みん

な車間距離をつめて少し緊張しながら我慢しなけ



ればならないのである。このような場合には、前

の車ほど少しずつ遅い草なのであるから、ダンゴ

が解消すれば、初め先にいた車が一番後になり、

初め後から追い上げていた車が先になってどんど

ん行くことになり、 Eいに再び顔を合わせること

はないのであって、この別れはだれも損をしない。

ダンゴ解消のかぎは先頭の車が握っているわけ

であるから、先頭に立った車のドライパーはなる

べく速やかにダンゴを解消させるように努力する

責任があるということができる。 先頭に立った車

がダンゴを解消する努力を怠って、いつまでも追

越車線を頑張って走っていると、そのうちみんな

疲れてきて気が飽くなり、また怒りっぽくもなっ

てくる。中にはだんだん血が頭にのぼってきて我

慢しきれなくなるものが出て、走行車線を使って

無作法な左からの追越などが始まることもまれで

はない。下手をすれば、頑張った先頭車が事故の

引き金をひくようなはめにもなりかねないのである。

追越車線上の先頭車は、後方に連合艦隊が形成

されないうちに、なるべく早く 走行車線に移って

追い越してもらう技術を身につける必要がある。

このことがスムースに実行できるようになって、

初めて初心者を卒業することになるといってもい

いのである。

恒II 10 
路肩といえども止まって

はいけない

三角形の表示板を置けば路肩に止めてもいいと

思っている人があるのではないだろうか。 路肩に

主主をーti:.めて子供に用足しをさせている光景を見た

こともある。 また、指導としても「万一故障の場

合は路肩に単を止めて停止表示器材を置く」とい

う意味に受けとられることが出ていたように思う。

しかし、ここは本来は 「万一故障の場合でも、安

易に路肩に止まることを考えずに、可能な限り最

寄りのサービスエリアまたはパーキングエリアま

で走行する努力をしなければならなl'」というこ

とが徹底するような表現にすることが重要だと恩
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う。 大切なことは、止まらずになんとか安全な場

所まで走行する努力をしなければならないのだと

いうことを強調することであって、路肩で止める

ときは三角紋を立てなさいというこ とではないと

思うのである。 なんとか止めないで走る算段こそ

重要なのである。 路肩に止めてタイ ヤ交換中に突

っ込まれて命をおとした人がどれだけいるか考え

てみるべきである。

タイヤ 1本と命を引き換えにするのは実にばか

げた話であるが、現実にはタ イヤがパンクすれば

路肩に止まるものだと考えている人が多いのでは

あるまいか。 非常点滅燈をつけて最寄りのパーキ

ングエリアかサービスエリア、あるし川手インター

チェン ジまでたど り着くことに全力を尽くさなけ

ればならない。 もちろん、これにも危険が伴う。

しかし、路肩に止めるよりもまだしも安全なので

ある。 そもそもタイヤがパンクするような始末に

なったこと事態がすでに危機なのである。一番大

切なことは充分な事前のチェ ックで、高速道路上

での放障を防ぐことである。 しかし、不幸にして

故障が起こったときの次善の策は、非常フ ラッシ

ャランプを点滅させながら安全な場まで走ること

であって、安易に路尉に止まったり 、ましてやそ

こでタイヤ交換するなどは下の下の策といえよう。

路肩に止まるな どということは 、,j,;当は命懸けの

ことだということを心に銘記すべきである。

会食カ

以上は、筆者が高速道路を走るときの考え方と

方法を書いたものである。 このようにすれば疲れ

ないで、しかも決して遅いということもなく、 2

時間でも 3時間でも休疋！なしに走り続けることが

できる。 東京から名古屋でも京都でもノンストッ

プで楽に行けるのである。 しかし、途中でトイレ

に行きたくなるので、これにはどうしても一時ス

トップをしないわけにはいかない。 しかし、用を

足して本線に戻る まではおよそ 3分ですむ。安全

で、しかも楽でi屋くない。 むしろ休恕しないだけ

速いというこの走り方、是非試してみていただき

たいと思う。（ ’81年 7月 7日）

（ひらお おさむ／東京大学名誉教校・自在研究所）

39 



'81予防時 報127

割b

因＂＇

40 

u 
タ

故

加
藤
和
彦

脚 か I本主『れて逆さまに転捜し、残りの脚 4本の F端を海面上に，＇ l_¥したリグ

1980年 3月27日、北海ノルウェー沖エコフィスク

油田で発生したリグ “Alexander L. Kielland” 

の転覆事故は、 123人もの犠牲者と百数十億円とい

う損害をだしたが、このような事態になったことは、

海洋掘削事業関係者に多大の衝撃を与えている。

ノルウェ一政府は、早速原因糾明のための委員

会を設置し、この委員会から、先ごろ事故の状況

原因等が発表された。そのなかでは、

｜． リグに構造的欠陥があったこと

2. リグの脚が壊れたときの安定性が不良であっ

f工こと

3. 乗務員の救助と脱出方法に問題があったこと

が指適されている。

以下に、この報告書を基に、事故原因の解明、

また保険上からみた損害の状況を取りまとめて述

べたい。



事故の概要

・事故発生日時： 1980年 3月27日午後 6時30分

・事故発生場所：北海、デンマーク沖合い240km（ノ

ルウェ一帯頁）エコ フィスク油田

・リグの概要

名 手伝： AlexanderL. Kielland 

型式： ぺン タゴン型

トン数.10, 105G t 

大きさ：全長338フィート、高さ 323フィー ト

喫水72フィート

建造年： 1976年 6月

当 リグは、 当初石油掘削用として建

造されたが、その後、宿泊施設 とし

て計 4回の改造を受け、事故当時は

348人の収容能力を擁していた。

建造者 ：Compagnie Francaise d’Enter-
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prises Metallique (CF  E M) 

所有者 ：Stavanger Drilling Company 

使用者 ：Phillips Petroleum Group 

2 事故時の状況および原因について

事故の当日、 1980年 3月27日、宿泊施設用のリ

グ“Alexander L. Kielland ”は、石油生産用リ

グ“Edda 2/7C”の傍らに 9か月前から投錨し

ていた。

当日の天候は風速16～ 20m/S、波高 6-8m

であった。この悪天候のため“A.Kielland ”は

午後になって“Edda”から少し離れるように操船

され、“Edda”との聞の渡橋も外された。

この30分後、午後 6時30分少し前に、突然 “A.

Kiel land”の 5本の脚のうち 1本 （D脚）が切断

した。
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事故は、最初D脚を支

えている 6本の支柱のう

ちの l本 （D-6）が折

れ、次いで他の 5本の支

柱も次々に折れ、この結

果、 D脚がプラットホー

ムからちぎれたものであ

る。

支柱 （D-6）の折れ

た原因は、疲労破壊とさ

れている。この支柱には、

リグの位置決めのため

の水中聴、音器のサポート

取り付け用の開口部があ

り、このサポートは内外

両側から支柱にすみ肉j容

按？で耳Eりイ寸けられていた。

事故後の調査では、こ

の溶接のビード状態が必

ずしも良くなかったこと、

および水中聴音器のサポ

ートの支往 （D-6）へ

の差し込みが不足してい
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写真右側のリグが“AlexanderL. Kielland” 

左側が石油生産用リグ “Ed.da2 I 7 C” 

たことが判明した。

破壊の発端は、すでにプラットホームを載せる

以前からあったものと思われる。 これは、ダンケ

ルクで施工されたペイントの一部が破面に残って

いたことからも類推される。 また、支柱に開口部

を設け溶接を施したことにより応力分布が変わり、

水中聴音器のサポート用開口部の直径方向に向か

い合った 2点は、より大きな応力を受けることに

なったとみられている。

クラックは、こ の間口部の直径方向の向かい合

った 2点から支柱の周方向に始まり、強度低下に

より支柱の折損につながったものと考えられる。

折れる寸前には、 クラックは支柱の2/3周まで進

展していた。最後のクラックが支柱の板厚を貫通

するまでには、 12か月程度を要したものと思われ

るが、それより短期間であった可能性も充分にあ

りうる。

I) 転覆の状況

D脚を失ったとき、“A.Kielland ” は直ちに

30° -35• 傾き 、 一時はそのまま海面に安定してい

たが、少しずつ傾き続け、 20分後に完全に転覆し
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た。リグがこのように急

に傾いた原因は、浮力の

大部分を受け持っている

脚部が、プラットホーム

から外れたときでも、リ

グが充分な安定性を保つ

ように設計されていなかっ

たためと考えられている。

これは、少なくとも

“A. Kielland ”が認可さ

れたころには、どの規則

にもこのような状況にな

った場合の安定性を要求

していなかったことにも

よる。

“A. Kielland”カ＞ f頃

いた際には、リグの他の

脚部内にも直ちに水があふれたと恩われるが、脚

部と斜めの支柱の中に水が入っただけでは、リグ

は直ちに転覆しなかったはずと考えられる。転覆

するには、デッキ部分の半分以上に海水が入らな

ければならないし、そこに至るまでには、デッキ

下部のドレンパルプからも海水が入ってこなけれ

ばならない。しかし、そのような状態になったと

しても、傾き始めてから転覆に至るまでには 1時

間以上かかると推定される。

このことから、“A. Kielland ”がわずか 20分

間で転覆したということは、ドアやベンチレータ

ーのような他の開口部からも海水が浸入したと恩

われる。また、事故の衝撃により空いた穴からの

海水の浸入も考えられる。

2) 構造的な欠陥

“A. Kielland”の構造的な欠陥の主因は、全

般に設計、計画が拙劣であったこと、水中聴音器

のサポート材質および主柱取り付け部が不良であ

ったことが挙げられるが、

① 水中聴音器のサポートについては、取り付け

の際、これらが外部からただ取り付けるもので、

荷重を受ける構造物とは考えられていなかった

こと。



②設計の欠 陥 の他に、製作中お よびかどう中の

検査がクラックを発見するのに明らかに不 充 分

であったこと。この理由としては、

イ 実際の検査では、規則にある 1年 l回の検

重量の主旨が満たされていなかった

ロ 最も大きな問題は、規則で要求されている

検査が最も理想的に行われたとしても、ク ラ

ックを発見するには実際不充分であったこと

が考えられる。

3) リグの対浸水性について

今回の予想外の傾きや水の浸入 ・転覆の主因は、

主たる浮力用部材である脚部がな くなっ た状態で

も安定性を保つことを要求していなかった規則に

もあるが、加えて 、ドアがペンチレーターなどの閉

じ方についての指示の不完全さが事故につながっ

たと考えられる。

この事故では、開口部から大量に流入してきた

海水が異常な短時間の内にデッキ内を満水にさせ

たからである。このため、乗組員が海につからず

にデッキから直接ヘリコプターなどで救助される

というような時間的余裕がなかった。北海の冷水

に30分以上っかつて助かる可能性は非常に少ない。

3 救助活動

I) Alexander L. Kiellandの救助活動の実態

救助訓練は規則により実施されていたが、訓練

の内容は救命ボートの実習にウエー トが置かれて

おり、 安全訓練 （SafetyTraining）の受講者は

ごく少数しかいなかった。

安全訓練コースとして、

①安全 の理論と実務について教育する 3週 間 安

全訓練コー ス

② 2週間の短期安全訓練コース

③ 1目安全訓練コース

の 3種類のコースが設けられていた。

事故日には ”A. Kiel¥and ”上には 212人の乗

組員がいたが、上記のいずれかのコースを受講し

た者は76人 （約36%）しかいなかった。 しかも、

このうち50人は l目安全訓練コースを終了しただ
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けで、 3週間コー スの受講者はたった 4人しかい

なか った。

安全訓練コースの受講状況から死亡者と生存者

の割合を判定すると、今までに実施してきた訓練

は、大きな災害の発生の／i祭にはさして効果はなか

ったと考えられる。それより“海に慣れている ”と

いった他の要因が非常に重要であることがわかった。

2) 救命具および救助活動状況

“A. Kielland ”には規則で定められた救命具

が装備されていた。

① ライフジャケット

D脚が破損した後、“A.Kielland”がすぐに

傾斜したため、乗組員は船窓にライフ ジャケッ

トを取りに行く時間がなかった。救助ステー シ

ョンに置かれているライフジャケットはまたた

く聞にな くなった。救助された89人のう ち53人

（約60%）がライフ ジャケットを着用していた。

② サパイパルスーツ

8名がサパイパルスーツ（救命用具としての

規定はなか った）を着用した。このうち 4人が救

助された。死亡した 4人と救助された 4人のう

ち、 3人はサパイパルスーツのジッパーを完全

に閉めていなか った。

③救 命ボート

凶 A. Kielland ”には50人乗りの救命ボートが

7隻装備されていた。 このうち 4隻は特に問題

なく、海面までは降ろすことができたが、自動

解放装置付きフ ックが外れず、この 4隻のうち

3隻 が風でプラットホームにたたき付け られて

破壊した。

この自動解除装置付きフックは荷重がかかっ

ている聞はフ ックが外れないようになっている

（無負 荷になると自動的にフ ック が外れる ）。

しかし、 事故当日のような荒れた海では無負荷

の状態になりにくく、干1;・に荷重のかかった状態

にな って しまうためフック が外れなかった。

4隻のうち残り 1隻は、操船室の後部開口部

から手動で、このフ ック を外すのに成功した （前

部のフ ックは自動的に外れた）。

5番目の救命ボートは、プラ ッ トホームが転
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覆したときに船底を上に向けて海上に降ろされ

た （フック は自動的に外れた）。 この救命ボート

をボート内の人と海中の人とで水平に戻して使

用した。

結局、“A. Kielland”に装備されていた 7隻

の救命ボート のうち、役に立ったものはたった

2隻であった。このボートのうち 1隻には26人

が乗っていたが、事故後数時間たってヘリ コプ

ターに救助された。 他の 1隻には、最初14人乗

っていたが、 その後海上から19人を救助し合計

33人がこの救命ボートに乗っていた。 21人はヘ

リコプターに救助され、 12人は貨物船に救助さ

オlt.こ。

以上のように、 2隻のボートから59人が無事

救助された。

④救命いかだ

合計 400人分の自動膨脹式のゴム製の救命い

かだが装備されていた。緊急時はこの救命いか

だをクレーンで吊り降ろすか、海上に投下して

使用する。

事故時、救命いかだを海上に降ろそうとした

が失敗した。結局、プラ ッ トホームが傾斜した

とき直接海上に放り出された少数の救命いかだ

を利用することができただけで、これによって

3人が貨物船に救助された。

“Edda 2/7 C”から投下された救命いかだに

合計13人が乗ることができ 、 9人は英国のヘリ

コプターに、 4人は貨物船に救助された。

表 l
項 目 出動数 f蔚 考

ハリコプター He! icopter Service 

A/S 8機

Seeking Rescue 

He! icopter 11" ノルウェ ー 3機

英国 4 " 

西ドイツ 2 " 
デンマーク 2 " 

飛行機 British Nimrod 6機 合

Norwegian Orion l機

商店 自自 民 間 71隻

軍 艦 9隻 ノルウエー 3隻

英国 3 " 
食オランダ 1” 

デン7 ク I" 

合印： Rc.c.がエコフィスク地区における救助活動の空・

海の交通艶理の総指揮をとるよう依頼した救助隊
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結局、救命いかだによって合計16人が救助さ

れたq

⑤直接救助

救命ボートあるいは救命いかだに乗れなか っ

た人は14人しか救助されなかった。このうち 7

人が“Edda 2/7C”まで自力で泳ぎ救助され

た外、漂流物につかま っていた人など 7人が貨

物船に救助された。

海中から助けられた人は30分以内に救助され

た人々であるが、サパイパルスーツとライフジ

ャケットの両方を着用していた 1人が、事故後

2時間30分たって救助された例もある。

⑥救急船

エコ フィスク地区の救助計画では、 3隻の救

急船が各プラットホームに20分～25分以内に到

着する予定になっていたが、救急船が事故現場

に到着したのは事故後 1時間以上たってからで

あった。 このため、救急船によって救助された

者は 1人もいなかった。

⑦ 捜索および救助活動

Rescue Coordination Center ( R. C. C.) 

は事故後数分たって海外の Rescue Centerに

援助を求めた。

船舶、飛行機、ヘリコプターの出動状況は表

1のとおり。

⑧ 大災害事務所の設置

事故発生約 1時間後にRogalandの中央病院

に大災害事務所を設置した。その45分後にSola

Airportに負傷者の収容センターを開設した。

（最終的には、事故発生時“A.Kielland ”上

にいた 212人のうち 123人が死亡、 89人が救助

された。）

4 損害状況

I) リグ損害状況

転複したリグは、事故発生地点エコフィスク油

田からノルウェーのスタヴェンガーにえい航され、

そこ でサルページ業者により転覆状態か ら元の状

態へ 180度の復元作業が試みられた。しかし、こ



れは失敗に終わり、 ’81年の 3月ごろか ら第 2回の

サルペー ジ作業の入札を行って再度試みる予定で

あるが、この作業も来年に延びる可能性がある。

当初、リグの損害額は Us 6,400万 ドル（邦貨

130億円）とみられていたが、現在までの保険金支

払額は下記のとおりである。

(1）救助費用

フランスフラン 625,000 

英ポンド 114,000 

(2) サルベージ費用

フランスフラン 13,751,000 

英ポンド 2,500,000 

(3) リグ本体

フランスフラン 109,730,000 

英ポ ン ド 20,000,000 

メ，｝三同＋I フランスフラン 124' 106 '000 

（邦貨49億6,000万円）

英ポ ン ド 22,614,000 

（宇flr5: 99億5,000万円）

（合計邦貨 149億1,000万円）

2) 犠牲者に対する補償について

123人の犠牲者のうち、 75人のノルウェーユニオ

ンのメンパーは、オペレーターであるフィリップ

スと交渉し、 1家族当たり 80万 ノルウエークロ

ネ（邦価約 3,200万円）プラス犠牲者の子供 l人

当たり 5万ノルウエークローネ （同約200万円 ）

の補償額で合意した。

また、この外に未亡人への国の年金として35万

ノルウ ェーク ローネ （同約 1,400万円）および身

寄りのない子供には子供用の社会保険が適用され

ることとなった。

すべての犠牲者への補償総額は 1,200万英ポン

ド （同54億円）に達するとみられている。

5 事故の対策

I ) リグの建造について

① リグの設計については転覆 ・沈没に対して特

に充分に余裕をも った設計とすること。 たとえ

ば、脚を一本失っても安定性を失わないよう、
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デッキ構造に余分の浮力をもたせること。

② リグの建造および運転に当た っては、オぺレ

ーターがミスを起こしに くいような設計にする

こと。

③計 画 、 設計、建造、運転の各段階それぞれに

対して検査が容易かっ有効に行われるように考

慮するごと。

④ リグの設計、建造に当たっては、 従来の船 級

とは別にリグ専用規則を制定し、これを活用す

べきであること。

2) 緊急時の救助計画について

①地 域 内 の 海 上基地の経営者間の相互協力によ

って、必要な基準を確立し、迅速に、より効果

的な救助活動ができるよう緊急時の救助計画を

作成 ・調整すること。

② 各海上基地 （Drilliug rigs, Hotel plat-

forms, Fixed installations）には救急船を配

傍若しておくこと。

③ 貨物船は救命具 を装備しておき、能率的に救

助活動ができるようにすること。

④ 大陸棚を区分し、おのおのの区域に救助用ホ

イストを装備し、かっ救助活動の教育と訓練を

受けた乗員による救助ヘリコプターを配備する

こと。

⑤ 少なくとも年 1回は合同救助訓練を実地する

こと。

⑥救命具の容量を増大すること

イ 救命ボートの容量は、海上基地上の人員の

200%の容量とすること

ロ 救命いかだの容量は、 100人分までは200%

の容量を、 100人を超える部分は100%の容量

とすること

（かとう かずひこ／安田火災海上保険附ボイラ一機械諜）
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住宅火災で覇
多く出るのt
住宅火災における死傷

高橋太

火災による死者は年間約2,000人である。これは

55,000人当たり 1人の割である。これをたとえれば、

プロ野球見物に後楽園球場に集まる満員の観客の

うちの1人が、今後1年以内に必ず火災で死亡する

ということであり、大変恐ろしいことである。これ

はひとり日本だけの話ではなく、アメリカでも火災

死は事故死の第 3位を占め、対策を迫られている。

焼死者の80%以上が建物火災によるものであり、

その90%以上は住宅で発生している。

このように、住宅で焼死者が多く発生している

が、あまり一般の関心を集めないきらいがある。

これは法的（消防法）に、不特定多数の人が出入

りする対象物の安全性を主に重視し、一般住宅な

どの規制はほとんど行っていないことにもよる。し

かし、災害の絶対数が多いことは社会的問題であり、

それらのデータを詳細に検討し、対策をたてる必

要に迫られている。 そのため今回は、傷者を含め

た住宅火災による死傷者の分析を、数量化法を利

用し、建物構造などのハードな面と火災時の人間

挙動などのソフトな面の両面から行ってみたい。

なお今回は、住宅・共同住宅火災で死傷した

2,300余人 （昭和52年、 53年、 54年の東京消防庁管

内発生火災による）を分析対象とし、消防職員、

消防団員、消防活動に関係ある者を除き、かつ自

殺者およびその道連れで死傷した者を除いた。

死傷者発生

I ) 死傷者発生の概要

まず、住宅における死傷者発生に関与する項目
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を検討した。 その結果30項目を選出して調査する

こととし、それらについて死傷者全体 ・死者・傷

者・避難中の死傷者を対象として分析した。各項

目の細分は、全体の傾向をみるために大きく区分

した。各細分の人数を表 1に示す。

各項目の人数分布を概観すると、季節号lj・時間

別では 12月一 3月の冬期の深夜に多く発生し、特

に深夜における避難は注意が必要であることを示

している。

火災程度との関係では、火災の進展に比較して

死者が増加し、かっ避難時の受傷が増加してくる。

一方、傷者はぼや火災で多く発生している。

出火原因による差は あまり顕著でないが、ち

ゅう房器具から出火した場合は、傷者は多いが死

者は少なくなっている。 これは、ちゅう房器具を

使用する年齢が青壮年に多いため、避難が容易に

行えるためと考えられる。事実、死者 7人中 5人

は65歳以上であり、傷者の85%が16歳ー64歳に集

中している。

出火階 ・死傷階 ・出火時いた階での受傷はほぼ

同じで、 l、 2階での受傷が圧倒的に多く発生し

ている。死者のクロス表でみると、出火時いた階

と死傷階とはほとんど同じであった。 したがって、

死者はほとんど移動しないで死亡している。 しか

し、 1階出火で 2階にいて死亡した人が18%存在

しているので、下階よりの出火の時は注意を要す

ることがわかる。

出火箇所・死傷箇所および出火時いた箇所は居

室が圧倒的に多く、避難中の死傷者は居室の次に

階段での受傷が多くなっている。



表 l 項目 ・細介別死傷者数

頑固 細 分
托蝿昔 E・l'l>

計 死者 幅者 配傷者
1質 自 細 分

計 2322 253 2帽9 375 

12-JH I, 102 164 938 196 
性 制 男

女

月 明 4-6月 7崎 将 脱却0 103 応！.消火葺濁者

7-ll月 515 糾 471 76 死傷省区分 消防協力者

23-4時 610 94 516 167 その地

5-1償事 539 62 477 92 住宅
時間割l

11 - 1~ 538 45 493 田 共同住宅、寄宿舎

17、2律事 635 52 国3 師 纏物周 造 その他の居住専lllll物

全 IJt S国 125 叫1 194 産.周併用住宅

火 'll程度
手続 国3 田 箆3 時

部分後 お4 '!:I 回7 67 

その他

1賂

11 や l，白9 51 1,2岨 35 2稽

た11こ、7.，千、ライター 叙l9 89 520 時 建物階数 3階

略国器具聞係 378 48 3担 57 4階

出火 直田 らゅう田昌民間保 461 7 .臼 25 5階

敏火 162 20 142 国 木造

その地 712 89 日3 138 防火遣

ガス 泊頬 965 40 925 I田 金量物栂 遣 間晶耐火遭

Jとん期 412 74 338 59 耐火遣

着火鞠 It ・kくず 274 国 246 67 その他の織遣

ゴム、合成樹脂 84 3 81 7 居室

その地 留7 I岨 479 I咽 台所

地＂ 6 I 5 

i槽 I 3国 l日 I，叩5 252 

階段廊下 玄闇
死傷館 所 健所 。風呂渇

出火階
2階 7日田 673 回

3・4賭 130 8 122 18 

作業所通帳務所。店舗

その他

5階以上 59 9 日 9 死亡

屋外出火 16 2 14 6 

地階 6 I 5 
死 傷 院 直

量鱒量盆

中等盆

1階 1193 l明 I，岨4 124 経症

’E 蝿階 2陶 寝泊 118 7田 195 脱車中

3 .階 151 16 135 36 置・E中
5階以t 72 9 日 "' It蝿時の状車 消火中，，ど

地階 6 5 奪事作業ゆなど

1階 I J四 110 I 219 114 その他

出火時いた階 2帽 769 117 日2 I咽 火炎による

3 .階 144 16 128 39 穣下物＇＂ どによる

5階以上 74 9 日 24 It 幅園 ころぷ、 飛び降り，，ど

居室 12拍 178 1,112 208 煙 ガスによる

作集嶋.~匹2・所 140 12 128 甜 その地

出火 箇 所 店舗 73 JO 63 回 正常・5・ 35 2 ロ 9 身体不自幽・綱”障害

その他 7刷日 7回 l冊 多fl耳曹の状瞳 i~. 薬物Ill用

火 元 額縫
火花 2田4 244 I，恒泊 3却

II・a 118 9 I凹 45 

術tえ
その他

5,;t以下 65 国 37 14 居室

6-15.;t IOI 22 79 40 

’専 • 16-30・ 618 26 5目 IOI

31-64.;t 1210 制 l,126 157 

出火時
台所

置所 風呂嶋
いた個所

作家渇，店舗，，ど

65,;t以上 3油田 235 日 その地

死傷時の状態別では、死者は就寝中に多く発生

し、傷者は消火中に多く発生している。

死傷因別では、火炎や煙 ・ガスなどによる受傷

者が多くなっている。

出火時の受傷者の状態別では、死者および避難

中の受傷は就寝中であった人が多く、傷者は起き

て活動中の人に多くみられる。

死傷素因は、死者においては熟睡 ・泥酔してい

た人が多く、 傷者は初期消火など火災に対し積極

的に対応した人に多く発生している。

建物焼損面積細分でみると 、死者は30m'-100m'

焼損で一番多く、次に多いのは焼損面積 「なし」

である。 このことは奇異に感じるが、 内訳をみる

と、煙・ガスによる CO中毒死などによるものが

多いためである。

2) 死傷者発生に聞する要素聞の相関
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死帽者 量・E中
計 死嘗 傷者 死傷者

I買目 細 分
死 傷 者 置・E中
計 死者 傷者 死傷者

1.434 l“1.290 210 批車中 7回 l田 6訂 245

888 I明 779 I日 出火時の状聾 l!！禁中 1.521 匝 1.435 l幻

I 920 173 1.747 3田 その他 ｛不明） 18 II 7 3 

176 176 6 物昔、煙、におい 制9 84 765 201 

2時制 146 67 炎． 偽 753 師 師7 51 

7冊凹 701 91 ’t知の勧償 人前 4盟 22 4冊 79 

後;o 45 515 93 般道 ベル 19 I 18 

l国 lI 也 19 その他 273 曲 213 43 

7制蝿 縦;s I日 ’h隆 理降、薬物 216 田 134 22 

102 JO 92 9 .Utに抵大 Z描 6 2団 13 

341 41 ヨXl 31 死傷禁固 量亀でき＇＂か ？t＇ニ 197 日 134 87 

15田 170 l，型的 259 火日iに対応 612 24 制8 62 

147 14 1ロ 23 その他 岨I 78 903 191 

87 13 74 "' 高令者一人ねたきリ 2 

197 15 1田 42 家篠 様 I!. ．令昔夫婦 人tJた8り II 3 

7踊 l叩 斜路 114 （死者のみ） 病気一人 7 

1073 110 蝿3 173 一人 13 

69 8 61 16 その他 回l 田

375 31 3制 69 量埋充満 6 

19 • 15 3 到着時の状況 童延焼中 II 

1.169 192 gn 208 （死者のみ｝ II絢炉一保延焼中 " 6 

482 15 467 14 砲物全面‘剣色中 国 '!:I 

国l 19 212 94 その地 四 16 

81 9 72 3 全焼 品. 125 359 179 

l曲 7 161 8 

191 11 180 48 
建物処繍程度

半焼 300 49 251 制

節分健 2岨盟 212 67 

253 お3 国 11や 1.2岨 51 1247 45 

147 147 18 なし I 2制 回 1.234 39 

436 436 67 IOm'来機 描 6 日 II 

14届 - 1.4届 田4 纏物処I員面慣 却？？未満 l舶包 l田 33 

273 I肝 1伍 1佃M朱i貧 日7 115 422 186 

375 回 319 375 1田m'以上 2日曲 加5 1冊

I 154 16 1,138 IJt陀 凶2 162 36 

174 回 151 死火傷多E 40 柑 4 

346 51 四5

1お5 i田 I173 124 

113 2 Ill 13 

3晶 I 367 146 

／ 
c O中毒死 44 44 15 

音量息死 3 3 

死傷区分
その地 4 • 
火傷 1433 1.4珂 l田

加7 62 145 61 傷 切網＇＂ど 3目 3四 田

'1:19 6 '1:13 31 IHIなど 142 142 匝

I.剖l 113 I. 748 316 者 CO中毒咽喰炎 140 140 

“ 同 35 45 9 その地 自 お • 
国3 剖 223 35 

73 37 36 JO 

25 8 17 5 

1.594 回l l，括3 349 

148 5 14に3 3 

57 2 55 4 

163 6 157 3 

360 9 351 16 

以上30項目についての人数区分の分布を概観し

たが、項目聞の相関関係や全体像に対する各項目

の寄与割合がわからないので、 数量化 3類により

計算を行って検討することとした。表 2にその結

果を示す。

これは、死傷者・死者・傷者・避難中の死傷者

に対する各項目の寄与を、それぞれの項目の第 1

相関における レンジを使って表したものである。

死傷者全般における寄与では、死傷区分・出火時

いた階・死傷階・出火階などが大き く影響を与え、

また、死傷時の状態・死傷素因 ・死傷因など比較

的ソフトな項目も寄与していることがわかる。一

方、死者 ・傷者・避難中の死傷者は、出火階・出

火時いた階・死傷階などのハードな項目の寄与の

大きいことが注目される。 また、性別 ・火元と類

焼のJJIJ.居住部分を含む建物の用途・出火の月別
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は、死傷者発生にあまり影響を与えないことを示

している。

死傷者の項目についてだけみると、前記のよう

に死傷区分が非常に大きな値を示 している。 この

ことにより死傷者を細分する場合、 表 1の死傷区

分の欄で定義したように細分するとその特徴をよ

くつかめることがわかった。

次に、寄与の大きい項目聞の相聞をみるため、

表 2 第 l相関の各項目におけるベクトル値の最大差（レンジ）

タ芭 1• 量 死 者 （・6 者

相聞係散の 2 •値 0.2139 相間保駐の 2東f直 0. 2234 倒閣係盤町 2最値 0.1841 

項 自 レ ノ ジ 項 回 レンジ

托蝿区骨 12 2033 t包 火 F皆 18.3790

出火時いた附 10.4643 陀
f‘ P皆 15.llOS 

多E 1• F管 10.0999 出火時いた階 15. 1052 

仕》 火 Ill! 
多EI毎時 的状暗

出火時的状贈

タE
1‘ !ti 

歩E f・6 揖 ltl

多E I・s，官II'.
出火 1.≪ !ti 

多E 暗闇 所

火山 臨 直

瞳抽量抽陸直

出火 時いた閉所

瞳骨組倒閣 情

多E1・者区分

織 火 物

盆手 齢

’，， 間 事l』

托傷者 の 杭暗

出火問所

瞳物時世

世知 的 動楠

瞳物用 i傘
火 元 開壇

撞物構 i盆

月 努lj

性 場11

図 l 死傷者
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9.8184 唾物附世

9.5717 瞳物構揖面楠

9. 2054 唾物構 造

8. 6834 火山程度

8. 2896 瞳 抽剣 陸描位置

7 7525 到箱時的状祝

7. 6949 多E 惜 固

7. 2389 出火 箇 所

7. 1993 多E 晦区骨

7. 1902 出 火時いた圃所

6. 6357 喧 火 物

6. 5323 タE 蝿ヨ健闘

6. 2010 瞳 物用 i盆
6.0365 出火原因

5 .8986 火元 商韓

5.1044 世相の 動開

5. 0753 •< f毎者白 状 贈

4. 2087 章旗 構 底

3.4124 年 齢

2. 4037 多E 晦聞所

2. 1548 タEf毎時 ＂＇ ~犬岨
1.8750 時 !Ill g11 

I 7451 出火時の状贈

1.5823 死傷哲区骨

0. 9056 f金 場lj

月 ijlj 

（凡例）
O 出火階
A 死傷階
口 出火時いた階
・ 死傷時の状態
A 死傷因
・ 出火時の状態

＠死傷程度

ー 死傷区分
＊ 死傷素因

13.6928 

12.8518 

11 1611 

10. 7265 

10.4684 

9. 6543 

8.8719 

7 .3601 

7 .0181 

6. 3485 

5.8778 

5. 6998 

5.6230 

5. 3332 

4.8742 

4. 5840 

4. 2855 

4 1286 

3.6578 

3. 2117 

2. 5278 

2 3815 

I. 6434 
1.2444 

0.9906 

0.4645 

‘地階口
Eヂ

X賀 目 レンジ

出火時いた暗 14 1468 

多E 惜 F膏 13.2796

沿う 火 F管 12.2549

出火時の状阻 11.4461 

..悔時 的 状贈 11.3444 

火 ；災粧直 10.3333 

塩物構禍雌虚 10.2557 .. 惜 因 9. 8507 

" f毎宮田 9. 3842 

出火原因 8. 5726 

喧物桂川面楠 8. 5189 

,, f毎区骨 8. 5138 

瞳物階融 8. 4386 

多E 暗 闇 所 8.3547 

出 火 時 い た 聞 所 7 7429 

稽 火 物 6. 5139 

出火聞所 6.2864 

・，， 間 ijlj 5 .6799 

瞳物構 造 5.1692 

櫨物用 i盆 4 7796 

多E幅 者 向 状晒 4. 6808 

a芋 齢 4 5382 

.. 帽者 区分 4. 2757 

世相 の 動柵 3. 1889 

托 f・世直 2 4305 

火冗 制捜 2 3955 

性 ijlj 1.6700 

ll 思lj 0.8423 

それらの第 1相関と第 2相関に対するベクトル値

を用いてグラフをかいた （図 1）。

グラフより、これらの区分は四通りに大別され

る。 一つは泥酔などで熟睡していたため、逃げ遅

れて死につながる場合である。 しかし、この場合

でも比較的早く気が付くと重症で止まることを示

している。 もう一つの組は、中・軽症のグループ

で、起床中に家事や作業をしている時に火災に遭

避韓中 •EI・者
相聞係趣向 ZS匝値 o. 2230 

I買 自 レ ン ン

出 火 P情 15.5011

現L ｛‘ F骨 14.9515 

出火 時 い た 陣 13.9926 

瞳鞠晴世 13 2382 

出火時の状惜 12. 0496 

瞳物構 造 10. 7981 

瞳物地欄阻1変 10.0240 

火 ＇！：. 世直 9. 6877 

瞳物地摘面柵 9.4188 

托 悔 区骨 8. 1246 

多E
f‘ 国 6. 5580 

多Ef傷者の状噛 5.5921 

死 1・ 聞所 5.3721 

瞳物用通 5. 1177 

曹 火 物 4. 6359 

世知的動 楠 3.8136 

出た時いた 簡 戸斤 J.6744 

出火 圃 所 3. 6500 

多E 1• ＂＂固 3.3184 

..悔者 区分 3.2781 

死 悔 拙 1変 2 7767 

卑 齢 2. 7290 

出火＇＂ !ti 2. 4275 

火元・醐壇 2. 3876 

時 問 方lj I .9503 
月 努II 1.6881 

性 方If o. 1504 

(X) 

い、初期消火など火災に

対応して受傷する場合で

ある。 また、これらの外

に煙 ・ガスにより CO中

毒などになり受傷するも

のがあることを示 してい

る。

一方、 地下や 3階以上

の高い階での受傷は、全

然別の経過をとることを

示している。

3) 死傷者と死傷程度と

の相関

死傷者を分類する最も

一般的な方法は、その受

(Y) 



傷程度 （死亡 ・重症 ・中等症 ・軽症）で分類する

方法であり 、その妥当性も前節で硲認された。 そ

こで、この節では死傷者と死傷程度との相聞を各

項目の区分をより細分して比較し、前節同様、数

量化法によりその相関を計算した。結果の概略を

以下に記すが、 詳細は先の報告によ られたい；）

第 l相関の大きい項目は、死傷素因 ・死傷時の

状態 ・年齢である。 逆に小さいのは月別 ・死傷場

所別などで、前節の死傷者全体像の相関と酷似し

ている。 これらの各区分間の相聞をみるため、図

l同様のグラ フをかいて検討した。

死傷素因別の場合は、熟睡中に火災になり、煙

などで方向を失うと死につながる場合が多くなる

ことが明らかになり、身体障害等があるとさらに

危険になることがわかった。

一方、軽症の場合は、初期消火等で火に接近し

すぎたり、飛び降りたりして受傷するのが多いこ

とが判明した。

次に大きい死傷時の状態の場合は、死亡・重症に

関係する採暖中 ・就寝中と、中等症に相聞が深い

と恩われる飲食中 ・作業中 ・家事従事中のグルー

図 2 死者
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プと、もう一つは軽症に関する初期消火中 ・避難

中・救助中に分類できる。

3番目の年齢の相聞をみると、 三つのグル プ

に明確に分かれる。 0歳～ 9歳と90歳以上の者は、

火災時に類似の行動をとり死亡することが多いこ

と。 また、 10歳～59歳の者が非常に似た行動をと

り軽症になる場合が多いことを示している。

2 死者発生

死者のみの発生要因の検討を以下に行う。 これ

らの要素の相聞を計算した結果は表 2に示したと

おりである。相関の大きい項目は、出火階から建

物焼損程度までほとんどハードなものである。 こ

れより火災による死者発生は、その死者が出火時

居住建物のどこにいたかにより大き く左右される

ことがわかる。 これら影響の大きい10項目につい

ての相聞を、図 l同様にグラフ化した（図 2）。

図中の点 （区分）は三つのグループに分類でき

る。第 1は耐火造の 3、4階からの出火において、

それが焼損面積！Om＇未満ーの部分焼程度の火災であ

0出火階
A 死傷階
口 出火時いた階

． 建物階数
企 建物焼損面械

・ 建物権造
＠ 火災程度
企 建物焼規程度
圃 到着時の状況

合 死傷因

喧
5階以上

5階建て．

i

満

．

充

中

M
i
l
l！

煙
焼

E
E
1

ー
室
延

（叶」
1

／
て
’
自
J
1

，建
同
L
、：

階

0屋外出火

c2地階

合 落下物などによる

ぼや A 焼傾面積なし

ーその他（到着時） ころぷ・飛び降りなど＊

(Y) 

物全面延焼中
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っても、 消防隊が到着した時にすでに出火室が延

焼中の場合は、煙が充満していて死亡するケース

が多くみられる。

第 2は、簡易耐火造の 2階から出火した場合で、

焼損面積30m＇未満の半焼であるが、消防隊到着時

に建物の一部が延焼中と火勢が拡大していたため

死亡するケースである。

第 3は、木造・防火造建物の 1階からの出火で、

焼損面積30m＇以上の全焼火災の場合は、 2階にい

表 3 用途別による死者発 表 4 用途別による死者発生割

生割合（東京） 合（アメリカ）

併 用住宅 36.0% l～ 2世帯含む住宅 59.6% 

住 宅 34.8% ア ノf ト 19.5%

アパー ト 18.0% ホ テ ル 、 モ テ ル 2.1% 

寄 宿 舎 2.2% 下宿、寄宿舎 1.2% 

車 両 3.4% 車 両 7.8% 

産業用建 物 3.4% 研 《7《L 所 1.6% 

その他の火災 2.2% その他の火災 0.9% 

表 5 死者多発生要因 （アメリカ ）

発 火 1原 着火物 出火箇所

た 』Z 』、， 室 内装飾品 居

た Ii 」ヲ 寝

ムロ 所 の 火 源 着

ムロ 所 !T) 火 I層、 t由

電気コード、プラグ、スイソチ等 床

図 3 傷者
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（凡例JO出火階
ム死傷階
口 出火時いた階
・ 死傷時の状態
企 死傷因

。 地階

ロ

具 寝

衣 ム口

脂 類 ムロ

敷 物 居

． 出火時の状態

⑩ 火災程度
A 建物焼損程度

合 死傷素因

室

室

所

所

室

た人が火炎などにより死亡するケースが多いこと

を示している。

第 1～第 3のケースをみると、高層階ほど焼損

程度が小さ くても死亡する確率が増えることが明

らかになり、かつ煙などにより死亡しているので、

今後増加するであろう高層建築では、防火区画を

しっかり造り、煙害から住民を守り、かつ消防隊

による早期救出の重要性が痛感される。

参考までに、アメリカにおける火災による死者

発生と比較してみる。表 3、表4に東京の場合と

アメリカにおける建物用途別による死者発生割合

を示す。 日本の場合は、 一般住宅の外に併用住宅

（店舗などの産業用用途や共同住宅との併用）で

の死者が多いのが特徴である。

また、アメリカの火災死における発火源 ・着火

物・出火箇所の組み合わせで多いものを表5に示す。

東京の場合は、たばこ・ マッチ ・石油ストープが発火

源になり、火炎にあおられ着衣などに着火する例が

多い。出火筒所は居室が圧倒的（70%）に 多く、次い

で台所からの出火が多くなっている。ただし、東京

の場合は居室と寝室の区別がほとんどないので、

夜間出火の場合は、アメリカの場合でいう寝室に＂＇

・その他（出火時）

全焼

fl 
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相当するケースが多いも

のと考えられる。 したが

って、日米ともほぼ同じ

パターンで焼死者が発生

していることがわかる。

図 4 避難中の死傷者

3 傷者発生

表 2より傷者発生に影

響する項目は、死者の時

同様、出火時いた階・死

傷階 ・出火階などハード

な項目である。 この 3項

目の外、レ ンジの大きな

6項目を加え前記同様の

図をかく （図 3）。

（凡例）

O 出火階
ム死傷階
口 出火時いた階
・ 建物階数
企 建物焼損面積
・ 出火時の状態
⑩建物焼損程度
企火災程度
圃死傷区分
＊ 建物構造

古E階以上＼

・その他（出火時）
口5階以上

ー焼死

3・4階。

・4階建て

この図より、傷者発生

パターンはおおむね四つ

1階建て・ 。

のグループに分類できる。

第 1は、 3階以上の高

い階での負傷は下層階でのそれと違うこと。

第 2は、熟睡中などに火災に遭遇し、部分焼程

度であっても、煙などのため避難できずに受傷す

る場合があること。

第 3は、 2階で就寝中火災になり避難中転んだ

り飛び降りたりして受傷する場合があること。

第 4は、 1階にいて家事や作業中に火災に遭い、

初期消火など積極的に火災に対応し、ぼやで消し

止めた際に受傷する場合が多いことを示している。

4 避難中の死傷者発生

避難中の受傷に影響を与える因子 （項目）は、

死者 ・傷者同様、出火階・死傷階・出火時いた階・

建物階数などハードなものである（表 2）。

これら重要な因子の上位10項目について、前記

と同様に図示する（図 4）。結果は、大別して五つ

のグループに分かれる。

第 lは、傷者同様、 5階以上の高層階出火時に

おける避難は、低層階の避難とは異なること。

第 2は、耐火造の 3、4階の火災では、焼損面積

屋外出火

(X) 

が10m＇未満で、も煙・ガスにより CO中毒になり、

避難に支障をきたす場合があること。

第 3は、簡易耐火造の 2階出火で、焼損程度が

半焼の場合は、避難中切創や打撲により受傷しや

すいこと。

第 4は、防火造の火災において、それがぼやで

あっても、 2階にいて避難中受傷する場合がある

こと。

第 5は、木造の 1階出火でも、就寝中火災に遭

い、その焼損規模が大きいときは、避難しきれず

火傷死・ CO中毒死・窒息死する場合があること

を示している。これは、他のグループとかなり異

なった理由（病気・熟睡 ・泥酔など）が存在する

と発生することが判明した（クロス表より）。

会 食 会

最後に、本論文の計算は統計数理研究所の駒津

勉先生の指導によることを付記し、同氏に深く感

謝の意を表します。

（たかはし とおる／東京消防庁調査課資料係長）

参考文献

1) 火災学会研究協議会慨要集P.62 昭和55年

2) Fire Journal Sep目 67, 1979 
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地盤を知る②

過去の大地震にみる液状化被害
石原研間

液状化による震害の事例

前回においては、地震時の地盤災害の原因のー

っとして飽和砂質地盤内で生ずる液状化現象を取

り上げ、詳しい説明を行った。そこで今回は、過

去の大きな地震でどのような地域に液状化被害が

生じたのか、振り返ってみることにする。

古い地震の災害記録などを読んでいると、地震

動に伴い井戸が枯れたり増水して砂で埋ま って し

まったりするという記述に出会う。あるいは、田

畑が耕しやすくなったとかいうことも時々書いて

ある。そして、低iill:.地では地割れが幾条にも発達

し、その地割れ目から水や砂が吹き出してくると

いう記録も少なくない。こ れに伴い、家の柱が沈下

して不等沈下を生じ土壁にクラックが発生したと

か、あるいは、堤防に縦きれつが生じて大きく沈

下したとかいう記録も多数残されている。

これらの現象には、地下水が大きな役割を果た

しており、実際、これらの被害の多い沖積平野の

低湿地では、地表面から 0.5～ 3.0mの深さに地

下水面があり、それ以深の土は水で飽和されてい

るのが普通である。このような地盤が地震動を受

けると、前回述べたようなメカニズムによって飽

和土中の間げさ水圧が上昇する。すると、地盤内

52 

で上方に向かう水頭勾配が生じ、地上に向かつて

水が流出してくる。地表面付近の比較的堅い層を

破ってこれが噴き出す時、砂や泥を混じえたのが、

噴砂または噴泥であると考えられる。したがって、

このような地変の残っている場所では、程度の差

こそあれ地震時に液状化が生じたものと判断して

いいであろう。

以上の考えに基づき 、過去の地震記録よ り噴砂

噴水の生じた場所を探し求め、地図上にプロッ卜

してみれば、どのような地域に液状化が実際に生

じたのかを知ることができる。このような調査の

結果を以下紹介してみることとする。

(1) 濃尾平野

図 lに示したのは、濃尾平野地域について、過

去 3回の大地震 で 液状化を生じたと恩われる地

点を地図上にプロットしたものである。濃尾地震

(1891年、 M=8.4）は日本列島の内陸に震源をも

っ地震としては最大級の規模のものであったが、

液状化被害もおびただしいものであ ったというこ

とである。 図 1からわかるように、木曾川中下流

の大垣・岐阜付近の沖積層で液状化が著しく発生

している ことがわかる。河口付近のデルタ地域で

は少ないようにみえるが、これは当時、住居が少

なく記録が残されていないためであると考えられ



図 l 濃尾平野における液状化介布図

＋震央（鳩尾地震）
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0 . 1.工1島地 袋(1909年，M=6.9) ¥. 
企 ．東南海地袈(1944年，M=8.0）いJ

とフ〉
る。同じ ことは、江1農地震（ 1909年、 M=6.9）に

ついてもいえる。 東南海地震（1944年、 M=8.0) 

については、戦時中であったため記録が非常に少

ないが、実際には図 1に示 した地点数以上に液状

化発生があ ったものと忠われる。 たとえば、名古

屋港近辺の飛行機工場の柱が地盤中にめり込んだ

とか、床版が割れたとか、液状化に起因したとみ

られる被害が幾っか言い伝え られているのである。

大規模な濃尾地震の後で起 こっ た小さい江波地震

の時で も、ほぽ同じ ような場所で、引き続いて液

状化が生 じているよ うに見受けられるのは、注目

にf直すること である。

(2) 東京地域

東京地方では、関東大地震（ 1923年、M=7.9）の

時に生じた液状化の記録が幾つか残されているが、

それらは図 2に示すごとく、東京下町の沖積デル

タ地域と荒川・ 江戸川および利根川の中流域の沖

積平野に集中している ことがわかる。 多摩川流域

については記録が少ないためで、液状化が生じな

かったとは必ずしも 言い切れないであろう。東京

図 2 東京地域における液状化介布図

＋震央
液状化地占

．ー東京地震
(M=7.5 1894) 

・：利椴下
流地震

(M=7 3,1895) 
a関東地震
(M=7.9 1923) 

0 .西崎玉地震
(M=7.0, 1931) 

… ．． 
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地震（ 1894年、 M=7.5）は東京下町に震源、をもっ

直下型地震であったため、液状化の範囲も狭くな

っている。利根川下流地震 （1895年、 M ニ 7.3）、

西埼玉地震（ 1931年、 M=7.0）も直下型地震であ

ったため、液状化の範囲は震源周辺の沖積平野地

域に限られている。図 2でみても、液状化は同じ

地域で 2回以上発生しうることが知れる。

(3） 福井平野

1948年の福井地震 （M=7.3）の際にも、多くの

地点で、液状化被害がでたことが報告 されている。

当時は終戦直後であ ったため充分な調査は行われ

ていないが、米軍の手によ ってかなり詳しく被害

の模様が調べられた。 図 3に示 したのは、主とし

てこれによるものであるが、九頭龍川およびその

支流の流域において、おびただしい噴砂の跡が見

られたことを示している。 また、九頭龍川が東部

の山地から福井平野に出てくる部分の地域でも、

広範囲にわた って液状化が発生していることがわ

かる。図中、黒丸印で示 してあるのが震源地の位

置であることからも、この地震は直下型のもので
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あったことが知れる。

（刷新潟市地域

1964年の新潟地震で噴砂噴水の著しかった部分

を示したのが図 4である。信濃川河口付近の新潟

市街地においては、主として河川の流域に沿って

液状化が発生していることがわかる。信濃川は約

40km上流で大河漆分水が1925年に完成して以来、

降水量の大半を直接日本海ヘ流し出すことが可能

となった。 そのため、 1950～ 55年 ごろにかけて、

新潟市内の信濃川流域は埋め立てにより、河幅が

1,500 mから現在の250m程度に縮小された。 この

埋め立ては新潟市街地周辺の砂を用いて行われた

図 3 福井平野における，直状化介布図

図4 新潟市における液状化分布図

／ 
0 0.5 1.0 km － 日年海

引が 噴砂
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が、人工的締め固めは特に行われず、ゆる詰めの

状態で砂がたい干資していたわけである。 このよう

な部分が地震時に著しい液状化を起こしたわけで

ある。 ちなみに、日本海岸に近い砂丘の部分は砂

が締ま っていたために、新潟地震の時にも液我化

を生ぜず被害はほとんど皆無であ ったのである。

2 液状化する地盤の土質構造

液状化を起こしたことがはっきりとしている地

点のなかで、ボーリ ングによる土質柱状図が存在す

るものを集めてみると、どのようなタイプの地盤で

液状化が起こりやすいのかをある程度知ることが

できる。 図 5は濃尾地震の時に液状化を生じたと

いわれる名古屋の枇杷島 （図 1参照）におけるボ

ーリング柱状図である。 図中 N一値と書いてある

のは標準J't入試験における打撃回数のことである。

つまり 、63.5kgの重錘を75cmの高さから自由落下

させたとき 、ボーリング孔底に置いた釘入俸が30

cmだけ賀入するに必要な打撃回数がN一値なので

ある。普通、砂地盤では N 値が15以下がゆるい

図 5 枇杷島（名古屋）における土質柱状図

深さ
(m) 

土質柱状 Nー値

10 20 30 40 50 

ベルーI.Om・' 
地下水面
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図6 東京都江戸川区江戸川における土質柱状図 図 7 福井平野井場頭首エにおける土質柱状図

深さ ｜ 土質柱状
(m) 

N-f直
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地盤、 15-30程度が中程度、 30以上が密に締ま っ

た地盤とされている。枇杷島の地盤では、図に示

してあるように地下水面が地表面から 1mの深さ

に存在し、それ以下 5mぐらいまでゆるい砂層が

あることがわかる。 そして10-12mの深さにもゆ

るい砂層が存在している。記録によると、枇杷島

では噴水が 3mの高さにも達し、民家の屋根に砂 I 10 
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が積も ったということである。 これらの砂は、 地

表面下数mに存在 していたゆるい砂層からのもの

であったろうと想像される。

関東大地震 （1923年）のときに、 地表に砂があ

ふれ出して農作物が被害 を受けたといわれる東京

都江戸川区江戸川 （図 2に場所を示す）の一地点

でボーリ ングを行った結果が図 6に示されている。

地下水面は l.3mの深さにあり、 地表から 7mの

深さまでゆるい砂層が存在していることがわかる。

この砂層が液状化を起こし、 地表面に吹き出して

きたものと想｛象される。

福井平野で、九頭流支流域の井場頭首工現場

（図 3参照）でえられたボーリ ング土質柱状図を

示したのが図 7である。 この場合、 地 表面から 9

一帯一地下水面
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図8 福井平野丸岡南部（ B 2地点）における土質柱状図
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m程度の深さまで砂質土がたい積している。 これ

らは粘着性の土を多少含んではいるが基本的には

砂質で、液状化を生じて福井地震の際に地表に噴

出してきたものと恩われる。丸岡市の南に位置す

る B 2地点 （図 3参照）でのボーリング土質柱状

図を示すと図 8のごとくである。 ここでは地表か
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ら10mの深さまで砂がたい積しているのがわかる。

Nー値が30～ 50もあって一見砂は締ま って いるよ

うにみえるが、これは礎が混在するためである （標

準貫入試験のtr入棒が礁にぶつかるとrr入が困難

となり N－値が急培するのが普通である）。 艇の中

に介在する砂がゆる詰めの場合には、それが液状

化 を起こし、地表面に噴き出してくる可能性が充

分ある。丸岡市南部に生じたおびただしい地盤の

液状化は この1現t混じり 砂層で発生したものと想像

されるのである。 この地域は、 九頭流川が平野部

に流出してくる出口の部分のいわゆる扇状地帯に

相 当している。扇状地帯の地盤は礁を含むこ とが

多く、しかも多量の伏流地下水をはらんでいるの

が普通である。このことは、図 7において地下水

面が地表からわずか40cmの深さにあることからも

うなずける。実際、この地域の伏流水は、現在で

も福井市の上水の重要な水源として利用されてい

る。 このような扇状地特有の地下水商の高いこと

が、地震時の液状化に一役貿 って いる ことは否定

できないと思われる。 さらに、図 3から明 らかな

ように 、この地域は福井地震の震源のほぼ直上に

位置している。このため激震地域に相当し、液状

化を起こす地震動の強さが格段に強力であったと

想像される。 以上のごとき幾つかの悪条件が重な

って、この地域の地盤震害を招いたも のと考えら

れるのである。

最後に、新潟市川岸町 におけるボーリ ング土質

柱図を示すと図 9のごとくである。 15mぐら いの

深さまでN 値が15以下で砂はゆるいたい積状態

にあることが一目 りょう然である。地下水面も高

く全層がほとんど砂から成ってお り、液状化のた

めの条件をすべて備えているといえ る。新潟市の

市街部は、 100 mぐら いの深さま で、ほぽ一様に

砂がたい積していることが詳しい調査で判明して

おり、これほど砂の卓越した沖積平野は他に類を

見ないほどめずらしいものであると いえよう。

図 9 新潟甫川岸町における土質柱状図
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3 液状化の条件

以上みてきた事例 と地盤の土質構造より、地震

時に液状化 を生ずるための諸条件は次のようにま

とめられる。

(1) 地表面から 3m -15mぐらいの深度にゆるい

砂層が存在すること。ただし、扇状地のように

撲を含む砂層であっても、あるいは多少の粘性

土を含む砂質土であってもよい。

(2) これ らの砂層は、地下水面が 3mより浅い位

置にあ って飽和されている こと。

(3) 地震動そのものがかなり大きく、気象庁の震

度階でいうと震度 5以上の強震が生じること。

さらに、液状化を生じやすい場所を地質および

地形の面からみてみると、 沖積平野のデルタ地域、

はんらん原、扇状地等である。特に河川の流域、

旧河道、旧河川敷等の部分で液状化が起こりやす

い。また、 砂を用いた盛土や埋立地盤も液状化を

生じやすい地盤といえる。

（いしはう けんじ／東京大学土木工学科教授）
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都市をひ弱にしだものはなにか

同じ震度でも被害は違う

3年前の昭和53年 6月12日17時14分30秒ごろ、

仙台市は強い地震動に見舞われた。仙台市の東方

約 120kmの沖合い、深さ 約40kmの海底で発生した

マグニチュード（M)7.4の大地震によるもので、こ

の地震は、後に宮城県沖地混と命名された。旧市

内の鉄砲町にある仙台管区気象台から発表された

この時の仙台市の震度は Vであ った。震度 Vとい

う地震動の強さは、 l墜にひびが入り、墓石・石ど

うろうなどが倒れ、煙突・石がきなどが破損する」

程度の地震動であって、この震度ではまだ建物が

倒れたりする被害は出ないはずである。

ところが、翌朝の新聞紙上に大々的に報ぜられ

たこのH寺の仙台市の被筈は、とても渓度Vとは思

えぬひどいものだった。ブロックべいが倒れて、

その下敷きになったり頭を打ったりして命を失っ

た方々が17人も出た。丘陵地の新興住宅地で、が

け崩れに押しつぶされた住宅の無惨な写真が大き

く出ていた。高層マンションでは、家中の本だな

・テレビ ・たんす ・食器だな等が倒れて、部屋中

にガラスや瀬戸物の破片が飛び散り、逃げように

も逃げられなくなった恐ろしさが語られていた。

不幸中の幸いといえば、時刻が夕食の支度が始ま

る直前だったために、最も恐ろしい火災が一般 家

庭から発生しなかったことだった。 しかし、東北

大理学部と東北薬大では、液体の薬の入ったガラ

スぴんがたなから落ちて割れ、異種の化学薬品の

混合による発火という事件が発生したが、これら

は幸いにして初期消火で事なきを得た。そのほか、

海岸の坦立地に設けられた石油備蓄用のタンクの

底にきれつが入って、かなりの石油が流れ出すと

いう事故も発生したが、これも幸いにして大事に

至らずにすんだ。しかし 調べが進むにつれて被

害の規模の大きさはますますはっきりしてきた。

たとえば、宮城県下の被害をさ’っと総括すれば、死
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表｜ 過去の宮城県沖地震

(M：マグニチュード，ム ・仙台市までの震央距離（km))

番号 年 月日 北緯 東経 M ム

1616. 9 09 38.1° 142.0・ 7 .0 99 

2 1770. 5 . 27 38.6° 142.0・ 7 .4 104 

3 1793. 2 . 17 38.3° 142 .4° 7 .1 132 

4 1927. 8. 06 3s.o・ 142.0・ 6.9 102 

5 1933. 6. 19 38. l’ 142.4° 7.1 133 

6 1936. 11. 03 38.2° 142.2° 7 .7 115 

7 1937. 7. 27 38.2° 142.0・ 7.2 97 

× 1978. 6. 12 38° 09’ 142° 13’ 7.4 117 

者27、負傷者1,273、全壊家屋1,180、半壊5,565、

山・がけ崩れ361、り災世帯6,450などとなる。

ライフ ・ラインの破損による市民生活の破壊と

いう近代都市災害特有の後遺症も待ち受けていた。

破損箇所はガス管359か所、水道管139か所に達し、

特にガス管の全面復旧には約 1か月を要した。こ

うして、地震後長期間にわたって、市民のほとん

どが都市機能のもろさと、それに頼り切ってすっ

かり自活能力を奪われたひ弱さを体験させられた。

では、 仙台市の震度がVという発表は誤りだっ

たのだろうかというと、決してそうではない。 そ

もそも、ある地震に対して発表される各地の震度

は、それぞれの地区にある気象台測候所の担当者

が、自分の感じとか周囲の情況から判断して決め

る。つまり、各地測候所の建っている地盤上の震

度に外ならない。事実、宮城県沖地震の時の仙台

市の場合も、後で調べてみると、仙台駅を中心と

する半径約 1.5km以内の旧市内 （測候所のある鉄

砲町もこの中にある ）では、数軒の鉄筋コンクリ

ート造りの建物に不完全工法が原因で生じた若干

の損傷があった程度で、倒壊家屋は 1軒もなく 、

図 l 表 lにあげた地震の震央位置

1978年の地震は×印、円の大きさは地震の規模

JL 

f§lj 巳
（
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u
w
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50km 
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正に震度Vの内容どおりだったのである。そして

Vを超えた震度が発生して大きな被害を出したの

は、旧市内の周辺に発展した新しい地域に限るこ

とがわかったのである。

測候所の発表した震度Vが間違いでなかったこ

とは、次のように過去の事実からも認められる。

今度の宮城県沖地震が発生した海底付近では、

これまでも何回かの大地震が起こっている（表 l

図 1）。こ れらのうち、 3年前の地震とほぼ同じ

場所で、しかも M 7.7で最も大き かった 6番 目の地

震でさえ、図 2で見られるように仙台市の震度は

v だったのである。事実その時には、宮城県下全

体でもわずかに 3軒の非住家が全壊しただけで負

傷者は l人もな く、つまり事実上は無被害の地震

だったのである。

同じ震度なのに、 45年前と 3年前で仙台市の受

けた被害がこうも違う。 これはどういうことなの

図3 大都市震災の後遺症

（財）建築業協会「I也君主と建築展」

1＼ンフレットより
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だろう。 この間に仙台市

に一体どんな変化があっ

たのだろう。 なぞ解きは

そこにある。 3年前の地

震で被害がでたのは、 fll1

台市南東部の厚い沖積層

上に拡張した新しい市街

地と、北部の丘陵地帯を

削り谷を埋めて造られた

造成地上に建てられた黒

杉 ・南光台・小松島等の

住宅、広瀬川を魁えて南

西方向に発展して、これ

も丘陵地をひな段状に造

図2 1936年と 1978年の大地震による震度介布の比較

金書E山沖

1936 II. 3 

成した人工地盤上の住宅地である緑ケ丘 ・長町な

どの新興住宅地、つまり都市の拡張に伴って住宅

をどんどん軟弱地量産や造成地という人工地盤上に

押し広げることで、震度VIの地域を人間自身が勝

手に都市の周辺部にっくり上げたことに外ならな

い。丘陵地上のかなりの住宅は、地震後も地盤と

ともに滑動が続き、ついに強制的に取り壊しゃ移

転が行われた。 ライフ ・ラインの損傷もまた、こ

れら新興都市部の切土と盛土の境界付近で多数発

生し、そのために直接の被害を受けなかった旧市

部の市民までもが長期間にわたって生活上の苦悩

を体験した。ここで再び前に示した表 1を見ると、

宮城県の東方沖の大地震は、今考えると実に皮肉

なことに、 1937年から1978年までの41年間、まっ

たく鳴りを潜めて仙台市の無事華戒な発展をじっと

待Eっていたことになる。

× 

宮峨県 i中

1978 6.12 … f I 」手記弘

ぷ正~Iほ泊薗~副F

I r可F『、~Ill/

匂v a邑一

× 

2震災問てぬくぬくと成長した都市

高度経済成長政策は地方の町々をも都市化し、

既成の都市はますます膨れ、山は削られて道路や

鉄道が敷かれた。 すべてが便利になった。 しかし

一方では、水や食糧 ・燃料 ・光などを自力で獲得

する能力を市民からすべて奪ってしまった。 そし

て、都会には危険物がいっぱいになった。個人個

人も、それを入れる容器も、いつの聞にかひ弱で

危険なものと変わっていた。

試みに、この20年足らずの問、つまり全土を挙

げて近代化のっち音が響き出したころから今日ま

での聞に発生した、 Mが 7クラスの大地震を拾い

出してみると 、新潟地震（昭和39年、 M =7.5）、
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日向灘地震 （昭和43年 、M=7.5）、十勝沖地震（昭

和43年、 M=7.9）、八丈島沖地震（昭和47年、 M

=7 .2）、根室沖地震 （昭和48年、 M=7.4および

M=7.2）、伊豆半島沖地震 （昭和49年、 M=6.9）、

そして宮城県沖地震となる。幸か不幸か（おそら

く後世の歴史家は不幸だったというに違いないと

思うのだが）、近代化をいたずらに突っ走りつつあ

った都市を直撃した地震は、この間に一つもなか

ったのである。だから、どの都市も震災対策を忘

れてただぬくぬくと開発の一途を突き進んで、危

険物をいっぱいに詰め込んでしまったのである。

都市は水平に広がるだけでなく、特に大都市は空

にも地下にも伸びてしまった。地下街に閉店した

おびただしい数の飲食店 地下に縦横に張り巡ら

されたガス、上下水道、電線等のライフ・ライン、

地上では自動車の激増とその駐車場、ガソリ ンス

タンド、沿岸沿いの埋立地に立ち並ぶ化学工場、

石油コンビナート、燃料の貯蔵庫、各種の大型集

合建築物、高架構造物、高層建築物等々、近代都

市を象徴するこれらのどれもが 1度も地震の洗礼

を受けていない。わけでも自動車というガソリン

を積んで走りまわるこの大型危険物の激増は、都

市災害を著しく複雑fじさせるに違いない難物で、

いろいろな種類の災害を芋っーる式に誘起させる元

凶となることは確実である。

近代都市の地震災害の特長は、なんといっても

その多様性、多発性、同時性、そして誘発性であ

ろう。そもそも地震動そのものが産み出す本来の

災害は、各種建築物が地震動で倒れたり壊れたり

することであって、これ以上の災害はすべて近代

都市の構造やその機能がっくりあげる災害なので

ある。たとえば、自動車の衝突 ・炎上、ガス爆発、

石油タンクの大火災、 水道管の破裂による出水等

々、どの一つをとってみても大事故なのに、それ

らが一遍にあちこちで発生する。 1か所、 1種類

の事故だけでもてこずるのに、幾つもの種類の事

件がぱらぱらの場所で幾つも発生する。 しかも、

一つの事故が原因で別な事故が誘発される。本来

なら病人や負傷者を救助し、火災を食い止めるべ

き防火・救命の機関そのものまで、被災者側の仲
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間入りをしてしまう。本来は人命救助のベルトの

役目を果たしていた道路も、もはやその役をなさ

ず、ついに死のベルト fじする。幸いにして生命を

全うできた人たちも、突如としてまったく作動し

なくなった都市機能のなかで、自活不能者として

の都会人の惨めさを徹底的に味わうことになる。

負傷しでも病気になっても治療は期待できない。

元気でいても水は飲めず、食糧は都市に届かず、

銀行からは金も引き出せない。遠くの身寄りに行

くこともできない。 こうして死以上の苦しみがど

っと押し寄せる。いささかユーモラスすぎて、恐

ろしさが出ていないが、図 3の漫画はこうした事

態を描いている。 トイレが水洗（じされたことがこ

んなときにどんなに悲哀に転ずるか、笑いごとで

はすまされない。都市化によって徹底的に自活力

を奪い去られた市民は、機能を失墜した都市のな

かで、もうどうすることもできない。

3都市の地震危険度を左右する

三つの要因

日本の各都道府県庁所在地の、諸者fl市について

の地震に対する危険度の比較が東工大力武教授に

よって行われているl；都市の震災危険度の評価に

はいろいろの国子が絡み合うので、決して簡単な

ことではないけれども、少なくとも大きな比重を

占める因子としては、

①これまでにその周辺で発生した地震によって、

その都市がどれぐらいの頻度で震度V以上の地震

動を受けてきたか

②その周辺にどれぐらいの官度で活動度の高い活

断層が走っているか

③どれぐらいの危険物がその都市およびその周辺

に存在しているか

の三つであろう。 このうち③の内容は、これまで

にも述べたように実に多種多様である。 そこで、

ここでは特に日本の地震災害のうちで最も恐ろし

い大火災発生に大きく関与すると恩われる因子と

して 、人口密度、道路面積当たりの車両数、給油

所の密度、全建築物中に占める木造家屋の割合の



四つだけを妹用することにする。 この外、飲食店

の密度なども大きな因子になるが、おそらくこれ

らも、以上の四つの因子に比例して壊滅することが

予想されるので、 差 し当たってこの四つだけを用

いても、その結果に大きな狂いが出るとは思えな

い。 また、比較をする都市としては全国の各都道

府県庁所在地が代表されている。 そして、危険度

の高い方から A、B、C、D、Eの五つのクラスに分

けてみる。結果のあらましは次のようになる。

A （北から南ヘ） ：浦和、東京、横浜、名古

屋、大｜坂

B （北から南へ） ：千葉、岐阜 、京都、福岡

以下Cが19都市、 Dが18都市、そして最も危険

度の少ない都市Eは松江となる。

戦争は人間の英知でなんとか防げようが、地震

だけは避けられない。 しかも皮肉なことに、人間

の生活を平時においては豊かにし、使利にするこ

とを目的とする開発が進めば進むほど、いったん

強い地震動に見舞われた時の災害は深刻化する一

方なのである。めったにしか起こらないことだか

この ジレンマに目を閉じていることらといって、

はできない。

これからは、もうこれまでのような急速度の成

長は有り得ないとしても 各都市における宅地の

需要はこれからも続くことだろう。 そして、それ

に便乗して、人寄せのうたい文句よろしく、各都

市の周辺での宅地開発計画や未来の都市っすくりの

計ー画もあちこちで今なお進められている。私が 4

年ほど前から住みつく ようにな った関西では、神

戸市の沖合いを埋め立て、人工島を造り、その上

に海上都市が着々と建設され、この春からそのお

祭りが行われたし、同じ工法で、大阪湾の泉州沖

にも国際空港を造る計画もある。 日ごろ、 ぐらり

というー揺れもめ ったにない都市では、ついつい

新しい構想に目がくらんで、人工地盤が地震に対

してどんなに弱いものかの認識がややもするとか

すんでしまう。過去100年近くのデータによると、

東北 日本では地殻内のひずみが、大・中・小様々の

大きさの地震が日ごろ活発に起こることで解消さ

れる傾向をもつのに、西南日本では、 日ごろはす
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図4 東北日本と西南日本の地震の起こり方の相異（文献に加筆）
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こぶる平穏無事に過ぎているくせに、いきなり M

8クラスの巨大な地震が発生して一気にひずみを

取り払う。そうした特長がある（図 4）。だから、

長い間地震を感じないことは関西では普通のこと

だし、そしてそのことは、大地震が起こらないと

いうことと決して結び付いてはいないのである。

そして、これまでにも述べたように、現在の諸都

市は震度Vでもひとたまりもないことを考え合わ

せると 阪神間の諸都市の震災の危険度は20年前

に比べると何十倍にも増大している。 しかし、そ

んなことを説いてまわったところで、この辺りの

人たちはなかなか本気にはしてくれない。 やはり

最良の薬は、かなり苦しいけれども、どこかの都

市の近くで M 6ぐらいの直下型が一発起こって

そのために近くの都市にある程度の被害が出る。

そんな事件がなるべく早いうちに一度起こること

しかない。 もうこれ以上地震に対して弱い都市に

することだけは、なんとしてもこの辺でストップ

をかけなければならない。地震に対する強度と対

策を無視したプランは、少なくとも我が国が「地

震列島」上にあることに怨いを至すならば、たと

えその恐ろしい災害が仮に 100年 に 1度のもので

あるとしても、 地震防災を軽視した都市造りは許

されるべきではない。

（さんとう てつお／神戸大学理学部教授）

引用文献

1) j週刊朝日 9月12日号 1980年

2) ~＇f);.＇；欽：日本およびその周辺で発生した地袋による

エネルギーの解放 （英文）

国｜祭地震工学研究所英文報告 （1972)
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輪作の必要性

農業を近代社会のなかに定着させるためには、

多くの休l難を克服していかねばならないが、その

なかにあって、近代化を根底からが；るがす問題と

して、石油と食植に関する危機論がある。 これら

は世界全体の問題であるとともに、自給率の低い

日本にとって深刻lな生活不安の原凶になっている。

しかし他方で、世界は平和共存を望み、ひとはや

がて将来は等質の世界国家が出現することをぱく

然とではあるが予想している。 そのなかにあって、

国際分業はたんに経済社会の厚生を高めるのに役

立つばかりでなく、世界の新しい政治体制の確立

にも重要な貢献をするに違いない。

この、 一ー見対立 した勢力関係のなかにあ って、

農業は、特に日本において、 一方でtl'.’劫の自由化
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地球の潜在生産量は膨大なものだが、この可

能性を現実のものにするためには、厳 し

い条件がある
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を迫られ、他方で自給強化を要訪されるという矛

盾に苦しんでいる。 これは、同時に国内の農政に

おける自由主義と保議主義との論争を巻き起こし、

それをみる国民はただ混乱するばかりであろう。

そこで、この問題に関する基本的な考え方を整理

してお く必要がある。 そのためには、農業の根本

原理を反省してみることから始めねばならない。

そもそも、農業というものは連作をしてはいけ

ないというのが一般原則である。同じ土地に同じ

作物を連続して作付けすると、土中の同椛の栄養

分が作物にどんどん吸収されていくから、それは

やがて枯渇してしまうであろう。他方、植物とい

えども生きものである以上老廃物を出すから、連

作すれば、それが蓄積されて土壌が汚染し病虫筈

にかか りやすくなる。 こんなわけで、連作は農地

を荒廃させ、 農業は生産が持続できなくなる。



そこで、初期の農業は移動農業であったろうと

推測される。連作して農地が荒廃すれば、次の新

しい土地を求めて移動するというわけである。 た

だ、人口がふえ農業適地が減少してくるとそうも

いかない。何十年かたった後に昔の農地だった所

へ戻ってきてみると、 j麗木が生え土壌は浄化して

いたので、再びそこで農業を営むことができた。

輪作技術はこのようにして発明されたに違いない。

したがって、初期農業は森林農業の10年から20年、

草地農業の 5年から10年といった具合いに輪作期

間がきわめて長い。これがやがて二闘制、 三園制、

四園制、そして農業の工業化によって短期輪作や

連作へと発展してくるのだが、農業の基本が輪作

にあり、連作可能な今日といえども、この原理を

基本的には捨てきれないでいる。

ヨーロ ッパの古典古代の農業を単純化して例に

とれば、農地を二つに分けて、 一方に小麦を植え、

他方に牧草をまいて家畜を放牧しておく。次に小

麦作と放牧とを入れ換え、以前に小麦を植えた所

を放牧地にする。 こうすれば、農地は休閑によっ

て浄化され、豆科の牧草や家畜のふん尿によって

肥よく度が回復する。 したがって、農法の進歩は

道具の改良もさることながら、いかに作物を上手

に組み合わせて休閑地を少なくするかということ

にあった。人口増加の圧力が食糧増産を要請し、

土地の有効利用を促進したに違いないからである。

2 稲作の特殊性

農業を発明した人類が、生態系を維持しながら

生産を持続するという基本方針に基づいて到達し

fこ一応の結論は、輪作農業であった。 しかし、モ

ンスーン地帯の稲作に限りこの原理は適用されな

い。 これはこの地帯の風土と稲の特性によるもの

である。稲は熱帯性の作物であるから、この育成

には摂氏20度以上の平均気温が必要である。 この

状態のなかで水田に河川から水をひいてくると、

水田の肥よく度の回復に役立つ。河川にはいろい

ろのものが流れ込むから、稲に必要な養分も溶解

・81予防時報127

しているのであって、これがかんがいによって稲

作のために失われた水田の栄養分を補給するので

ある。 ちょうどナイル河のはんらんが上流の肥よ

くな土砂を運んできて麦作を容易にし、エジプ卜

文明の基礎を築いたようなもので、水田かんがい

はいわば小型の人工的なナイル河のはんらんなの

である。

次に、水田からの排水なのだが、これは一種の

水洗便所と考えていい。つまり、稲が排せつした

老廃物やその他の稲にと って有害な物質は水と一

緒に洗い流されてしまうから、水田は浄化される

のである。日本は昔、便所のことをかわや （廊）

といったが、これは、川の所に使所があって天然

の水洗になっていたからで、通常の辞典のいうよ

うに家の側にあった （中国の場合）からではなく、

文字どおり川屋だったのだろう。

この外に水の稲作における効用はいろいろ考え

られる。 たとえば、水は比熱が大きいから、水田

に水をたたえておけば気温の激変を緩和してくれ

るし、また、地下水位を高めるから、水の垂直移

動が減少して肥料の洛脱が防げる。 さらに、水田

に発生する藍藻類が空中窒素を固定するのだとも

いわれている。

このように、水の稲作に果たす役割はきわめて

大きいが、これが可能になるためには水が豊富に

供給されていなくてはならず、したがって、年間

最低 1,700ミリ以上の降悶量がなくてはならない。

アジアのモンスーン地帯は、高温多湿の風土の

なかで何千年も稲の連作を続けてきて、減収する

ことがなかった。東南アジアなどは米の二期作・

三期作が可能なのであって、水凹をまるごと人間

の食用である米の生産に利用できたから、農地の

一部を家畜の飼料生産に割かねばならない輪作地

帯に比べて人口扶養力が高く、伝統的米作地帯は

概して人口過剰地帯と一致している。

他商、そのような地帯は米だけ作っていればよ

かったから、他作物を生産する意欲に乏しく、食

生活もいきおい米中心になりがちであった。もち

ろん、米中心の食生活も副食とのバランスさえよ
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ければ、栄養的にみて決して悪い食事とはいえな

い。食糧の種類は多く、各食糧は多種類の栄養素

を多かれ少なかれ含んでいるから、理想的な栄養

水準はただ一つであっても、これを充足する食粧

の組み合わせは無限にあるのであって、食生活の

洋風化が唯一絶対ということはない。その意味で

は、モンスーン地帯が米中心の食生活を伝統的に

維持してきたことは、それなりに合理的なことで

あったといえよう。

3 有畜畑作農業

結局、風土と農法と食生活とはー貸した体系な

のだというこ とになる。高温多湿の風土には稲作

が最適の農法なのであり、その結果、米中心 の食

生活が出来上がったわけである。 ヨーロ ッパはモ

ンスーン地帯に比べて低温乾燥の風土であるから、

すでに述べた小麦と放牧の輪作にみるような有畜

畑作農業という農法が形成され、そこからパンと

畜産物を基本とする食生活が自然、に生まれてきた

のである。

ヨーロッパは緯度の点では日本の東北地方から

北の方に位置しているから、 メキシ コ暖流によ っ

て緩和されているとはいえ平均気温は日本より低

く、年間雨量も 500～ 1,000ミリで、 日本の2,000

ミリよりもかなり少ない。このような風土の格差

から、農業生産と食生活にもかなりの違いが生じ

ている。

気温が低く日照時間が短ければ野菜の生育も悪

く、したカfって、ビタミンやミネラルのtit耳又には

日本と違った工夫が必要になってくる。たとえば、

イモがその例である。イモの I人当たり消費量は

日本が年間約30kgなのに対して、ヨーロ ッパの主

要国では80-90kgを消費しているところが目立っ

ている。 この一つの理由は、ビタミン Cをはじめ

多くの微量栄養素がパレイショに含まれているか

らではないだろうか。同じ問題は、ヨーロッパ人

の 1人当たり畜産物の高い消費量についてもいう

ことができる。特に、欧米人のカルシウム供給量
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の過半が牛乳 ・乳製品に依存していることは特徴

的である。 これに対して、日本人のカルシウム源

は小骨のある魚と大豆裂品であった。

雨が少な く水質が悪いことも、ヨーロッパの食

生活に重大な影響を与えている。 日本は水が豊富

だから飲料水にこと欠かないし、調理は主に水を

基調に行われる。これに対して、ヨーロッパはブ

ドウ酒やビールが飲料水の代用をしているといわ

れる。ヨーロッパ人の高い飲用牛乳消費も一部は

水問題と関係している。 ヨーロッパの調理の基調

は牛手しであり油脂類である。 その点では中国も同

様で、中国料理のベースは油脂類である。 このよ

うに、食生活の面から考察しても風土の影響は強

く、それが生産を規定しているのである。

4 安全保障対策

風土と農法と食生活とが一貫した体系の下に組

み立てられているとするならば、食糧の安全保障

も人類の長い経験の蓄積のなかで当然考慮され、

その体系のなかに組み込まれているはずである。

それでは、ヨ ロッパにおける食糧の安全保障と

は一体何であったのだろうか。 それは畜産であっ

たと考えられる。畜産は、すでに述べたようにヨ

ーロッパの風土のなかから生まれた輪作体系の一

環を機成し、ヨーロッパ人の食生活のなかで重要

な地位を占めているばかりでなく、家畜は I年を

通じて養えるところから、農業労働の年間配分を

平準化し、農業収入を周年的に し、農業経営の安

定化に寄与してきた。 その上、高産は三つの備蓄

機能を内蔵している。

畜産の備蓄機能の第ー としては、食肉の備蓄が

挙げられる。家畜は食肉生産を目的としたもので

あろう となかろうと、いついかなる時点でと殺し

ても食肉として消費できる。 「死んでいる在庫」

(dead-stock ）といわれる機械に対して、まさに

「生きている在庫」 (live-stock）である。第二は

穀物の備蓄機能である。家畜を養うために飼料を

生産し保管しておかなくてはならない。そのなか



には人聞の食用になる穀物も含まれているから、

いつくるかわからない食糧危機のためにばく然と

備蓄しているよりは、はるかに経済的である。第

三の備蓄機能として農地の備蓄が挙げられる。家

畜の放牧地は、緊急の場合にはイモや小麦を作付

けすることができる。荒蕪地であ っても、家畜の

ふん尿や豆科の牧草などで次第に肥よく化してく

る戸斤もでて くるだろう。

それでは、稲作地帯の食糧の安全保障はどこに

存在しているのであろうか。問題を日本に限って

いえば、それは 「米 l石」 ということであった。

米 I石は重量に換算して150kg。これを l年365日

で割り熱量に換算すると約l,400Cal台に相当する。

人聞は寝ているときでもいすに座っているときで

も、生きている限り熱量が必要で、これを安静時

の熱量所要量 とよ ぶが、それが成人で約l,400Cal 

なのである。 してみると、米 I石は安静時の熱量

所要量を提供しているのである。 日本は温暖で周

囲が海だから、野菜や豆 や魚介などの副食の入手

は比較的容易だと恩われるので、これらを合わせ

ると 1日2,000Cal以上は確保できるだろう。

つまり、米 1石さえあれば、人間は 1年間生き

ていくことができるのである。 人聞を l人 1年間

扶養する米の量を、容積にして 1石という単位に

したのである。 そして、米 I石を生産できる水田

面積を 1反と定義した。封建時代の禄高、たとえ

ば加賀百万石は 100万人の人口を養い、水田換算

して 100万反の農地を保有している藩であること

を示していた。米 1石に日本人の食糧の安全保障

が隠されていたのである。

5 西欧の場合

さて、以上の考察から、各国はそれぞれの風土

に基づいた農法を確立 しており、そこから食生活

もその安全保障も導かれたのだから、その伝統の

上に立っ て近代化を展開したなら、近代社会のな

かで農業が著しく異質な存在にならなくてもよか

ったはずである。 しかし、現実は欧米諸国でも農
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業問題は必ずしもうまく解決していない。 それは

すでに述べたように、生態系に直結している農業

とこれから離別して独向の展開をしている工業と

の聞に論理構造の差があるためで、 一方的に農業

を非難するだけでは問題は解決しない。工業の側

にも原理上大きな修正が要求されてしかるべきで

ある。

とはいえ、近代化によ って農業の伝統的 システ

ムが崩壊していないところでは、貿易自由化に対

しても安全保障問題に対しても、ある程度の見通

しが成り立つ。西ドイツもイタリアもイギリスも

日本と同じ工業先進国であり、農産物輸入も決し

て少なくない反面、 ECの共通農業政策 （CAP)

によってアメリカなどの農産物輸出国との問に摩

擦を起こしている。食糧価格が高いのはなにも日

本に限ったことではなく、 一般に考えられている

のとは反対に、日本の方が安い場合も多い。 それ

にもかかわらず、日本の農政が自由化に対して逃

げ腰になるのは、農業 ・食糧に関する一貫した体

系がヨーロッパのように近代化に適合する形で確

立していないからである。

食糧の安全保障にいたっては、ヨーロッ パ諸国

の方がはるかに優れている。西ドイツもイタリア

もイギリスも、穀物自給率は日本の 2倍前後ある。

これは飼料用穀物が自給されるためだが、有事 の

場合、食糧輸入が長期的に全面停止するとしても、

これらの国は穀物とイモの囲内生産分を全部食用

に回せば、食糧の安全は保障される。穀物を大量

輸入して畜産物を大量輸出しているオランダは、

穀物自給率の点では日本より低いが、それにもか

かわらず、国産の穀物とイモだけで安静時の熱量

所要量以上のものを供給できる。

穀物とイモで安静時の熱量所要畳以下しか供給

できない先進国は日本とスイスだが、スイスの場

合、国民 1人当たりの耕地面積は日本とあまり変

わりないのに、酪農王国だけのことはあ って、草

地面積は国民 I人当たりにして日本の30倍近くあ

る。政府は有事の場合、ここに小麦やイモを植え

て対処する権限をもっている。
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日本の場合、第二次世界大戦後の食生活が米中

心から離れてきたにもかかわらず、これに対する

農法の対応が充分になされていなかったために、

日本農業は自由化と安全保障との両面から攻撃を

受けることになった。日本人が米食を完全に放棄

することはないにしても、米の消費拡大はきわめ

て困難である。米の消費量が減少し、他面で食生

活の多様化が進んできたのであれば、これに適応

した農法としては稲と有畜畑作農業との結合を考

えざるをえない。 しかし、有畜畑作農業は低温乾

燥地帯で発達した農法で、あるから、 高温多湿の 日

本の風土に定着させることは大変難しい。食生活

表 1-1 先進農産物輸入園の主要品目自給率 （単位%）

内 訳 イ 肉 Jlll 牛乳 魚、
！被物 モ 製 介

食用うち暫l誌 頬 類 類 1L品 鎖
小変記t

西ドイツ 80 89 92 74 77 84 80 107 75 

イタリ 7 74 96 91 54 96 73 95 75 71 

オラ ンダ 2:i 48 48 15 140 183 168 268 145 

スイス 35 49 50 27 JC6 89 57 104 13 

イギリス 64 52 53 71 82 73 99 55 93 

日 本 39 77 4 つ 98 77 97 87 106 

（注） 相l粒殺物とは、大左、オート麦、 トウモロコシ、ソパ、 雑穀な
どの合計である。
日本は1977年の他、他は1975年のft！（である。

表 1-2 先進農産物輸入国のでん粉質食糧｜人当た円圏内生産（1971年）

l人l-'f-· •·， たり ’十産鍋 l人 l日当たり熱量 （Cal)(kg) 

殺物 イモ類 穀 物 イモ類 J十

西ドイ ツ 2n.6 222. I 2,618.5 468.5 3,086.6 

イタリア 213 I 55.0 2,083.6 116.0 2, 199.6 

オ ランダ 80.8 423.6 767 .8 893.6 1,661.4 

スイス 72.5 140. 7 689.6 289. I 978. 7 

イギリス 159. 7 129. 9 1,508. 6 274 .0 I, 782 .6 

日 本 102. 7 36 .9 994 .5 90.6 1,085 .0 

（注）OECD, Food Consumption. 1971より計算

表 1-3 先進農産物輸入国の l人当た円土地面積 （単位アール）

l人当たり l人当たリ 内 訳

総面積 農用地面積 l 人I也当市た！ り l人当たり
4井 4費 地：J也曲fiH可

西 ドイツ 40.4 22.1 13.2 8.9 

イタリア 55 .3 32 .4 三2.8 9. 7 

オ ラ ンダ 27 .5 16.0 6. 4 9.6 

ス イ ス 64. 9 34. 2 6. I 28. 2 

イギリス 43.5 33.6 12. 9 20. 7 

日 本 34 .8 6.0 5.1 () .9 

（注）人口は1972-'I＇、土地は1971年の値である。
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と農法が一貫した体系を確立していないところに、

自由化にも安全保障にも自信がもてない現代日本

農政の苦悩がある。

6 地球の潜在生産力

国連の推計によれば、今世紀末には世界の人口

はキワ20｛意人増えて62億人ぐらいになるだろうし、

来世紀初頭には1975年の 2倍の80億人になるだろ

うという。人口地加とともに生活水準向上による

食糧消費の培加がある。家族計画が完全に全世 界

で実施されるとして、いずれ人口増加が停止した

としても、食組消費の増加は止まらない。人口増

加と生活水準の向上が世界的水準で展開する限り、

食糧・資源問題も地球的規模で出現するので、海

外依存度の高い日本はこ の関係から容易に脱出す

ることはできない。解決は地球の食糧資源に関す

る供給カにかかっているわけだが、考察を食糧だ

けに限ってみても、展望は必ずしも明確ではない。

地球は、 一体どの程度食糧を供給することがで

きるのだろうか。 ローマクラブの 「成長の限界 』

におけるメドウズ等の研究は単純にすぎたが、メ

サロピッチ／ぺステル報告を経て、リンネマン等

の 『農業の国際関連モデル』（MOIRA）にいたっ

ては、ワへニンゲン （W agen in gen）農科大学 チ

ームによるかなり精密、な推計が報告されている。

これは世界を 222の広域土壌地域に区分し、その

土性 ・降雨量 ・潜在かんがい力 ・気温 ・日射量等

に関する調査から、地球の食糧供給に関する物理

的限界量を計算している。

まず、世界の耕地面積は現在約14億haあるが、

可耕地面積は約37億haと推計されている。次に、

ここにおいて理想的な環境を想定し、標準作物の

光合成能力からその潜在生産量を炭水化物表示で

理論的に計算し、これを植物乾物量に変換し、さ

らにこれを穀物重量に換算する。 もっとも、可耕

地面積全体に穀物を生産するわけではないから、

実際に穀物生産に振り向けられる分を現状と同じ

く、その65%と仮定してみると、穀物の最大潜在



生産量は1970～ 72年平均 （約13億 t）のほぼ25倍

近い値 （324億 t）であると推定される。

このように、地球の潜在生産量は膨大なもので

あるが、この可能性を現実のものにするためには、

少なくとも次の三点が考慮されねばならない。 第

一点は技術開発である。農産物は一般に長い生産

期間を有しているから、実験に要する時間と費用

はきわめて大きい。 さらに、研究の成否は偶然性

に委ねられている部分があり、遺伝子工学もその

緒についたばかりだから、比較的短期間のうちに

地球の潜在生産量のかなりの部分を引き出すこと

は難しい。

また、耕地の開発も、未利用地については費用

と時間がかかり、必ずしも収支バランスがとれる

という保証はない。1980年に提出されたアメリカ

政府のレポート『西暦2000年の地球－ 21世紀の始

まり』（TheGlobal 2000 Report to the President) 

では、紀元2000年にかけて耕地はわずか 4% しか

増大しないとみている。 したがって、増産はもっ

ぱら既耕地の収量増加に頼らざるをえない。

第二点は資源の供給問題である。 たとえ技術開

発に成功したとしても、その技術を支える資源に

供給制限があれば、この開発は実用化しないこと

になる。緑の革命は高収量品種の技術開発を中心

に展開されているが、これを成功させるためには、

農薬 ・化学肥料・機械化 ・かんがいなどの農業イ

ンプットや道路 ・鉄道 ・港湾施設・学校教育など

のインフラストラクチュア（社会的生産基盤）の

形成が是非必要である。 これとの関連で石油など

の資源需要が高まるが、その供給は必ずしも潤沢

ではない。前掲のアメリカ政府のレポートは、石油

価格が上昇しないとしても、穀物価格は紀元2000

年までに実質的には1970年の 2倍近くに上昇する

と予測している。 したがって、名目価格は 2倍以

上の増加ということになる。

水産業も南極オキアミなどの未利用資源の開発

や人工養殖の促進を考慮しても、あまり増産は望

めず、間報告書によると、船舶の利用が石油供給

によって大きく制限されるものとみている。
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第三点は災害や汚染の問題である。農業は自然

環境を保護しながら生産を持続する産業といわれ

るものの、これはあくまでも原則であって、急速

な食糧増産は生態系への干渉を強め、災害や汚染

を発生させる。 また、経済開発や都市化が災害や

汚染を発生させて、食揖生産に打撃を与えること

も考えられる。 これらの問題に関する対策を実施

しながら増産を行えば、その速度は鈍化せざるを

えない。 この点についても、アメリカ政府のレポ

ートはきわめて厳しい見通しを紀元2000年に向け

て与えている。

このようにみて くると、地球のも っている食糧

の潜在生産量はきわめて大きいが、それを現実化

するところに解決困難な障害が横たわっていて、

これが食糧の供給を制限して、人口地加と生活水

準の向上とから生ずる食糧の需要増加を充分に賄

い切れないかもしれないという不安を発生させて

いる。こういう状況のところに気候変動が頻発す

ると事態は一層悪化する。気候変動が近年激化し

ていることについての気象学的な原因はまだ充分

に解明されていないが、それが長期化するだろう

という点では専門家の意見はほぼ一致している。

食糧増産が限界地の開発や無理な収量増加を促進

すれば、気候変動と衝突して異常事態を発生させ

ることはいうまでもない。

他方、食糧消費の増加傾向は国内農業だけでこ

れを賄いきれない国を多く発生させ、食糧輸入国

を増加させている。また、食糧増産にまつわる諸

困難が食糧生産によって自国の消費を賄い、余力

で輸出できる国の数を著しく制限している。 この

貿易構造のアンバランスは、食糧輸出について独

占的な力をもっ国をして、食糧を国際政治の手段

として行使させる誘惑にかりたてる。かくして、

世界の食糧需給はますます不安定な様相を呈して

くる。このような国際環境のなかにあって、自然

環境に即した食植生産および食生活の確立は、ひ

とり我が国の食組の安全を保障するばかりでなく、

世界の食糧問題に役立つに違いないのである。

（ゆいぜやすひこ／千葉大学法経学部教授）
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自動車保険の内容が8月1日からいっそう充実し

ました

・保険料の改定

自動車保険全体で平均5.7%引下げられま した。

（車種および年令条件の別によ っては、保険料が

若干引上げられたものもあります。）

・ファミリ ーバイク特約（原動機付自転車に関す

る「賠償損害」担保特約）の新設

自家用の普通・小型 ・事ま[Jq輪乗用車に自家用肉

動 車保険 （主契約）を契約した場合で、かつ、契

約自動車の所有者および記名被保険者が個人であ

る場合には、この特約をつけることができます。

この特約を つけると、記名被保険者またはその配

偶者および同居の親族等が原動機付自転車を運転

中の対人 ・対物賠償事故、同損事故、無保険率傷

害 事故について主契約の保険金書目、免責金額等 に

従い保険金を支払います。

・自家用自動車保険の対象車種の拡大

新たに原動機付自転車、自家用普通貨物車、自

家用パスが加えられました。

・支払 い範囲の鉱大

自家用自動車保険において無保険車傷害事故の

場合の保険金支払いの範囲が死亡およびすべての

後遺障害 （ただし、愁訴を裏付けるに足りる医学：

的他党所見のないものを除く）にまで拡大されま

第 1回損害保険大会開かれる

第 1回損害保険大会が、 6月22日午後 3時か ら

東京 ・大手町の経団連ホ ルで開催されました。

不調ljの災害による経済的立直りの手段として 、

企業経営の円滑な運営や暮らしの経済的安定を図

るという損害保険事業の社会的使命達成の ため、

今 後とも消費者ニーズに合致した保険商品を よ り

低廉な保険料で広く提供することに努力すること

はいうま でもありま せんが、同時に損害保険事業

に対して国民各層からのいっそうの理解 と信頼を

得るとともに、業界の所信を表明するための一環

として、第 1回目の損害保険大会が開催されたも

のです。

当 日は、政府を代表し宮津喜一 内閣官房長官、

保険行政の主務官庁である大蔵省から渡辺美智雄
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した。 （従来は、死亡お よび後ill防省等級表の第

l～ 3級に該当する後ill障害に限定）

・臨時費 用担保の新設

① 自家用の乗用車、 小引貨物車なと’車両側l官民協定

保険特約付の車両保険では、車両令U!If¥.放が発生

した場合 、車両保険金のほかに事故卓耐の撤去 費

用な どの臨時費用と して、 10万円を限度に車両保

険金額の 5%を支払います。

②自家用自動車保険では、士、l人l杭ffl仏枚の土具合、

被保険者が臨時に必要とする費用 として、 被害者

1名につき死亡の場介107］円、入院30日以上の場

合 2万円（入院30日以上の後に死亡の場 合12万円）

を支払います。

・介護 費用担保の新設

向般事故で重度の後遺障害を被り介泌を要する

と認められる場合には、後遺障害保険令とは別に

その障害の程度によ って350万円もし くは200万円

を将来の介護費用として支払います。

※昭和56年 7月31日以前 にすでに向動車保険を契

約されている方についても、 8月 1日以降に発生

した.tJ~nllに対しては、 n;rn1Jとして新しい条件で保

険金を支払います。

詳 しくは、 お近 くの綱審保険会社ま たは代理店に

おたずねください。

大蔵大臣、経済界を代表して稲山嘉究経済同体連

合会会長が主賓 として臨席、また政界、 官 界、財

界、 学会など各界の代表者が来賓として参会、損

保 各社、代理店の代表者、マスコミ 関係者等 を含

めて約 600人が出席、脱会の うちに大会 を終了し

ました。

寄贈図書のご紹介

予防II寺報にご執筆いただいていた朝合正氏より、

下記の図書をご寄JI('）いただきましたので、ここに

ご紹介させていただきます。

・異常気象に備え る

一全天候型産業のすすめ

朝合 .TE著（気象庁気候問題対策宅長）

〔新書判、219ペー ジ、日本経済新聞相 ・日経新書

336、定佃j: 550円〕



56年 5月・ 6月・ 7月

災害メモ

＊火災

.5・2 京都府京都市下京区の京

都中央郵便局 6階から出火。2,000m'

以上焼失。改築工事中で、ダクト切

断作業のガス溶接機の火花がなにか

に引火したらしい。

.5・3 神奈川県川崎市多摩区細

山の住宅で火災。18m＇焼失。 4名死

亡。放火心中。

.5・9 北海道根室市の花咲港東

第一岸壁で、接岸中の小型サケ・マ

ス漁船第一栄芳丸（18.0lt.9名乗

組）調理室付近から出火。約20m＇焼

失。 7名死亡、 l名負傷。.5・27 高知県高知市弘化台の高

知港中央市場岸壁で停泊中の漁業調

査船こうち（243t・15名乗組）船室

付近から出火。 4名死亡。.5・30 神奈川県横浜市港区北の

大原ゴム商会古タイヤ置き場から出

火。事務所 l練約50rn'全焼。さらに

隣接の浅野歯科技工学校など 2棟へ

延焼し約1,150m＇も焼失。.5・31 北海道上川郡和寒町の住

宅居間付近から出火。約105m＇全焼。

4名死亡。.6・10 北海道勇払郡穂別町の住

宅で火災。留守番の子供 5名死亡。

マキストープの過熱らしい。

.6・11 三重県四日市市富洲原の

東洋紡績富田工場内の綿糸製造工場

2B精紡重から出火。同室約2,700m' 

焼失。.6・20 北海道石狩支庁石狩町樽

川村の中山組作業員宿舎から出火。

l棟約 140m＇全焼。 5名死亡、 6名

重軽傷。

＊陸上交通.5・24 神奈川県中郡大磯町の西

湘バイパス大磯漁港出口で、乗用車

が擁護壁に激突、大破。 4名死亡。

.6・2 京都府乙訓郡大山崎町の

名神高速天王山トンネル内で、観光

パスが大型トラックに追突。トラッ

クは観光パスに追突。 10名負傷、約

40分後、大阪府高槻市神内の名神高

速梶原第 1トンネル出口付近で、観

光パス 1号車が2号車に追突。はず

みでタンクローリーに追突。 1台の

エンジン炎上。 43名負傷。

.6・6 長野県更埴市八幡の国鉄

篠ノ井線嬢捨ー稲荷山駅間で、普通

列車（ 9両編成）の 6両が脱線。 4

名負傷。

.6・7 佐賀県小城郡牛津町の国

鉄長崎本線久保田一牛津駅間で、特

急かもめ・みどり 11号 (12両編成）

の後部 6岡が脱線。 16名負傷。.6・12 北海道網走支庁斜里町の

国道 334号で、マイクロパスが観光

パスに正面衝突、大破。 1名死亡、

17名負｛易。

.6・26 福島県郡山市本町の国道

4号で、ライトパンがスリップし反

対車線の大型トラックに衝突、大破。

4名死亡、 l名重体。

• 1 ・ 9 京都府乙訓郡大山崎町の

名神高速下り線で、ガソリンぎれで

停車中の乗用車にトラックが接触。

事後処理中に大型トラックが突っ込

み、 3名死亡、 1名負傷。

• 1 ・ 18 愛知県小牧市下末の東名
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高速上り線で、車線変更のためスピ

ードをおとしたマイクロパスに大型

トラックが追突。はずみでパスはワ

ゴン車など2台に追突、大破。 3名

死亡、 15名重軽傷。

＊海’E

. 5・25 山口県熊毛郡上関町i中で

タンカー第23改栄丸（314t. 5名乗

組）の船倉タンク掃除中、粗製ベン

ゼンの気化ガスで中毒。 3名死亡。

.6・5 北海道根室市ノサップ岬

東南東約840kmで、サケ・マス流し網

漁船第33手扇丸（49t ・10名乗組）が

木材専用貨物船じゅのお丸(10,598t 

・26名乗組）と衝突、沈没。

合自然.5・29～30 北海道北部を中心に

寒波。放牧牛55頭が死に141頭が衰弱。.5・31 栃木県県北地方を中心に

北関東で霜害。栃木県では桑、たば

こなど約800ha、約 3j意9,180万円の

彼害。長野県でも気象台開設以来の

遅霜が観測され、北信部を中心に桑

や農作物に約4億円の被害。

.6・5 群馬・埼玉両県北部でヒ

ョウが降り、果樹や野菜に被害。群

馬郡榛名町ではナシ畑約180haが全

滅状態。.6・29 福岡県柳川市矢留本町で

たつ巻きが発生。市立矢留小学校の

体育館の援が飛ばされたのをはじめ

住宅など33戸全半壊。29名重軽傷。.6・30 九州北部と中園地方で集

中豪雨。各地で浸水やがけ崩れ。死

亡 1、行方不明 3、負傷34、床上 ・

下浸水2,030、山がけ崩れ362。

• 1 ・ 2 ～ 3 北陵地方で豪雨集中。

各地の河川がはんらん。災害救助法

を適用された石川県加賀市では中心

部の大聖寺地区で約3,800戸が床上・

下浸水。小松市や福井市でも浸水被

害や土砂崩れ。交通網も寸断。



'81予防時報127

• 1 ・ 4 広島県安芸郡江田島町津

久茂で、集中豪雨のため品覚寺の裏

山が土砂崩れ。約2,000m＇の土砂が

本堂に流出。信徒13名が生き埋め。

3名死亡、 10名重軽傷。

• 1 ・ 22 東京都で熱界雷を伴った

集中豪雨。 1時間雨量55mmを記録。

各所で家屋 ・道路が浸・冠水。国電・

私鉄も寸断。災害救助法が適用され

た4区（新宿・文京・目黒・豊島）

を中心に床上 ・下浸水11,945世帯。

甲骨その他・6・8 北海道夕張市南部東町の

三菱石炭鉱業南夕張鉱業所坑道で、

人事（ 6両編成）の 2、3両日が脱線。

制動装置が働き急停車したため坑内

貝が将棋倒し。 27名重軽傷。.6・11 福岡県大牟田市西港の三

井石炭鉱業三池鉱業所三川鉱で落盤

事故。 6名が生き埋め。全員死亡。・6・16 北海道空知郡上砂川町の

三井炭鉱砂川鉱業所ー坑で崩落事故。

3名死亡。
• 1 ・ 1 2 兵庫県神戸市灘区都通の

民家で、瞬間湯沸かし器のガスの不

完全燃焼による一酸化炭素中毒。 5

名死亡。

＊海外

es・10 ビルマ ・マンダレーで大

火。 6,000戸焼失。 3万5,000名住家

失う。 5名死者。被害推定額700万ド

ル以上。

es・14 韓国・慶尚北道慶山付近

で、急行列車が特急列車に追突。 65

名死亡、 247名負傷。

es・14 インドネシア・ジャワ島

のスメル火山山ろくで地すべりと山

津波。 18日現在186名死亡、 210名行

方不明。

es・15 米・ニューヨーク市の地

下鉄で、電気ショートによる爆発 ・

火災事故。 21名負傷。

.6・6 インド・ビハール州ハグ

リア付近で、列車が洪水で荒れる川

に転落。推定3,000名死亡。鉄橋上

の牛を避けるため急プレーキをかけ

たところへ強風が襲ったため。・6・11 イラン・ケルマン州でM

6.8の地震。被害はゴルパフ町と周

辺6村に及び、家屋の90%が全半札

14日現在、955名死亡、 3,463名負傷、

273名行方不明。・6・24 ソ・ソチ南方40kmのガグ

ラで、急行列車と普通列車が衝突。

70名以上死亡、約140名負傷。・6・30 フィリピン・ルソン島南

東部マヨン火山周辺地区で、豪雨の

ため地滑りと洪水。火山頂上よりマ

ビニ地区などへ泥 ・火山灰などが押

し寄せ12村に大被害。約 135名死亡、

6名行方不明。

• 1 ・ 3 米 ・ニューヨーク市プル

ックリン地区の地下鉄で追突事故。

3両脱線。 l名死亡、 130名負傷。

• 1 ・ 10 米・サンフランシスコ市

フォルソム街で、サウナぷろパラッ

クから出火。付近のピル15棟全焼。

放火らしい。

• 1 ・ 1 2 中国西南部四川省で集中

豪雨。省内各地で大洪水。死者4,000

名弱、負傷50,000名、家屋 ・建物の

倒壊50万戸、浸水家屋200万戸、冠

水農地50万ha、工場の生産停止し200

か所。り災数40万名。

• 1 ・ 17 米・ミズーリ州カンザス

シチーのハイヤットリ ージェンシー

ホテルで、バルコニ一式張り出し廊

下が崩壊。ダンス会場に落下し、111

名死亡、約100名負傷。

• 1 ・ 17 フィリピン ・マニラ湾で

連絡船ファン号（定員 700名）機関

室から出火、爆発。 13名死亡。約100

名行方不明。

• 1 ・ 28 イラン ・ケルマン州ゴル

パフ地区でM6.5-7の地震。8,000

名以上死亡、 60,000名負傷。

絹集委員

赤木昭夫 NHK解説委員

秋田一雄 東京大学教授

安倍北夫 東京外国語大学教授

生内玲子 評論家

岡本博之 科学警察研究所交通部長

鎌田｛友喜 東京消防庁予防部長

小林司E男 同和火災海上保険側

佐藤仁一 東京海上火災保険側

塚本孝一 日本大学講師

根本順吉 気象研究家

編集後le

．口絵に河内摂津大洪水紛l見図を選

んだら、何の符合か今年は台風の当

たり年。 8月6日には台風12号の影

響で石狩川が決壊、 8月24日には台

風15号の豪雨で小貝川が決壊して大

災害。後記を舎いている今、台風18

号が沖縄にあって、進路によっては

また水災が起こるかもしれぬ状況、

まさに自然の猛威をいやというほど

見せつけられる思いです。．自然現

象は台風にしても地震にしても、そ

のものを食い止めることはできなく

ても、それによってもたらされる災

害は最小限に食い止めなければと考

えるのが防災の立場。ところが、小

貝川の例をみると逆に人間活動が危

険を増大していて、それに防災努力

が追いつかないのが現状といえそう

です。土地利用も、我々の防災努力

に見合った速度であって欲しいもの

です。 （小関）

予防時報喜IJ刊
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編集人 ．発行人守永 宗
発行所

社団法人日本損害保険協会
101東京都千代田区神田淡路町2-9

怨（03)255-1211（大代表）
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石狩川がはんらん、穀倉地帯に大被害
56年 8月3目、北海道中部に前線が停滞し活発

な活動を繰り返したため、同日午後より道央と道

南を中心に｜時間20-50ミリの強い雨が断続的に

降り始め、4日24時までに同地方では 100～270ミ

りとなった。また、5日には三陸沖を北上した台

風12号の影響で雨域が道東に広がり 、 ｜時間30～

60ミリの強い雨が降り 、日雨量も、十勝、日高地

方で200～ 300ミリ 、北海道全域で50～ 150ミリを記

録した。5日夜、江別市美原地区など 3か所で石

狩川のいっ水が始まり 、市街地へ流出。6日午前

O時すぎには岡市豊幌地区の石狩川支流幌向川の

堤防 2か所が決壊。江別市の約%が水にっかり 、

岩見沢市、石狩郡当別町などの穀倉地帯も水につ

かっTこ。

6日9時には道央の一部を残して雨は止んだが、

3日00時から 6日09時までの総雨量は次のとおり。

岩見沢410ミリ・長沼404ミリ・栗沢403ミリ（空知）、

恵庭島松406ミリ（石狩）、苫小牧356ミリ（胆振）、

上札内337ミリ・西ヌカウシ山351ミリ（十勝）、阿

寒湖畔330ミリ（劃｜｜路）、

小貝川で捷防決壊
大型車会嵐.15・号i草、 56若手 8月23日4時すぎ子事監禁

豊富山市付近i二上総し、スピードをよげて策局2与な

縦断。問自 14時すぎには北海滋渡島半島lニ溝上縫、

その後夜本海に抜けた。中古5・5耳東・東北地方で

は、 22日ごろから iE寺殉30～50ミリの強いE容が断

続的l二降り統窓、話題東.""1f露地方の山倒産B~中心

1こa雨量200～300ミりに主義した所もあった。この

ため、台風土経前カ、らや小潟Jllのはんらんや浸水

被害が裕次いだ。また、軍号機Jll上流域の山間部で

は21日～23おまでの総雨震が 500ミリ以上の記録

的な豪雨となった｛軍事馬県榛~516ミリ、 中之条

417ミリ、よE塁免＇430ミリ、栃木県El光590＇ミリ、足

尾409ミリ人台風通遜後の24沼、利緩Jll誠弁Eの小

奥111がー気i乙治水診 小異Jiff~来約 A加で合流する

利根J112綜流の増オくした氷も逆流し、同尽午前2師寺

t 2分こ’ろ茨城県北総潟鄭藤代町の左岸堤防カ可決壊。

！奇術と音量ヶ絡おなど lT有4町村にtitれ込んだα



金属疲労が原因か
昭和56年8月22日午前10時10介（日本時間同｜｜

時10介）ごろ、台湾中部の苗栗県火焔山付近で、

遺棄航富8737型~~：~~~~~~~：~~gg[g~~
［百三i~r:r.，~~~ど1

乗員・乗客118名が全員死亡。

原因は調査中だが「金属疲労による空中解体」

の見方が強まっている。



刊行物／眼置ご婁肉

防災誌

予防時報（季干lj)

奥さま 防災ニュース（隔月刊）

防災指導書

高層ホテル・旅館の防火指針

石油精製工業の防火・防爆指針

石油化学工業の防火・防爆指針

危険物施設等における火気使用工事の防火指針

コンヒ．ユータの防災指針

ピル内の可燃物と火災危険性（浜田稔著）

旅館・ホテルの防火（堀内三郎著）

事例が語るデパートの防火（塚本孝一著）

自のつけどころはここだ／ー工場の防火対策ー

防災読本

やさしい火の科学（崎川範行著）

イザというときどう逃げるかー防災の行動科学（安倍北夫著）

そのときノあなたがリーダーだ（安倍北夫著）

安心できる暮らし（東孝光著）

わが家の防火対策一予防から避難まで

慣れすぎが怖いーガスの知識

業態別工場防火シリーズ

① 金属機械器具工業の火災危険と対策

② 印刷および紙工工業の火災危険と対策

③ 製材および木工業の火災危険と対策

④ 織布、裁断・裁縫、帽子製造工業の火災危険と対策

⑤ プラスチック加工、ゴム・コ．ム材加工工業の火災危険と対策

⑥ 菓子製造、飲料製造および冷凍工業の火災危険と対策

⑦ 電気機械器具工業の火災危険と対策

⑧ 自動車整備工場の火災危険と対策

⑨染色整理および漂白工業の火災危険と対策

⑬皮革工業の火災危険と対策

⑪ パルフ．および製紙工業の火災危険と対策

⑫ 製粉・精米・精麦およびでんぷん製造工業の火災危険と

対策

※既刊の下記防災図書は現在再版しておりません。

〔防災指導書〕

プラント運転の防火・防爆指針／危険物輸送の防火・防爆

指針／ヘルスセンターの防火指針／自然発火の防火指針／

スーパーマーケットの防火指針／しPガスの防火指針／プ

ラスチック加工工場の防火指針／ガス溶接の防火指針／地

下街の防火指針／駐車場の防火指針／高層ビルの防火指針

／火災の実例から見た防火管理／都市の防火蓄積／ビルの

防火について／危険物要覧／工場防火の基礎知識／防火管

理必携／災害の研究／爆発

〔防災読本〕

M7.9そのとき あなたの地震対策は？ ／現代版・火の用心

の本／暮らしの防災知識／そのときあなたはどうする？ー

暮らしの防災ハンドフック

映画

わんわん火事だわん〔 18分〕

ある防火管理者の悩み〔34分〕

友情は燃えて〔35分〕

火事と子馬〔22介〕

火災のあとに残るもの〔28介〕

ふたりの私〔33分〕

ザ・ファイヤー ・Gメン〔21介〕

煙の恐ろしさ〔28分〕

パニックをさけるために（あるピル火災に学ぶもの）〔21介〕

動物村の消防士〔 18分〕

演害保険のABC〔15介〕

映画は、防火講演会・座談会のおり、ぜひご利用ください。当協会ならびに当協会各地方委員会〔札幌＝(011 )231-3815、

仙台＝(0222)21-6466、新潟＝( 0252) 23-0039、横浜＝( 045)201-7096、静岡＝(0542)52-1843、金沢＝（0762)21ー1149、

名古屋＝( 052)971-120 I、京都＝（075)221-2670、大阪＝(06)202-8761、神戸＝（078)341-2771、広島＝(0822)47-4529、

四国＝( 0878) 51-3344、福岡＝( 092) 771-9766〕にて、無料貸し出ししております。

設 日本損害保険協会 主書店宮内~；~：；I



納車を待つ火災保険号
日本損害保険協会では、昭和27年から消防自動車の寄贈を続けており、今年度で寄贈台数はl,336台になります。

日本損害保険協会の防災事業

交通安全のために

・救急車の寄贈

・交通安全機器の寄贈

・交通遺児育英会への援助

・交通安全推進への協力

・交通債の引受け

火災予防のために

・消防自動車の寄贈

・防火ポスターの寄贈

・防火標語の募集

・奥さま防災博士の募集

・防火講演会の開催

・防災展の開催

・各種防災図書の発行

・防火映画の制作

・消防債の引受け

主要日本損害保険協会

朝 日火災海上保険株式会社

共栄火災海上保険相互会社

興亙火災海上保険株式会社

住友海上火災保険株式会社

大正海上火災保険株式会社

大成火災海上保険株式会社

太陽火災海上保険株式会社

第一火災海上保険相互会社

季刊

予防時報

大東京火災海上保険株式会社

大同火災海上保険株式会社

千代田火災海上保F貴株式会社

東亜火災，毎上再保険株式会社

東京海上火災保険株式会社

東洋火災海上保険株式会社

同和火災海上保険株式会社

自動火災海上保険株式会社

第 127号 ・昭和56年10月｜日発行

日産火災海上保険株式会社

日新火災海上保険株式会社

日本火災海上保険株式会社

日本地震再保険株式会社

富士火災海上保険株式会社

安田火災海上保険株式会社

（社員会社50音l噛）

発行所一社団法人日本損害保険協会東京都千代田区神田淡路町2-9干10I電話＝（03)2551211（大代表）
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